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条例  

  

 甲府市庁舎整備基金条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展    

 

 

甲府市条例第１号 

   甲府市庁舎整備基金条例 

 （設置） 

第１条 庁舎の整備に要する経費の財源に充てるため、甲府市庁舎整備基金（以下

「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に 

 より保管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及 

 び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ 

 る。 

 （処分） 

第６条 基金は、庁舎の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分

することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 
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この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例をここに

公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展    

 

 

甲府市条例第２号 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

 （甲府市立学校校舎等使用料条例の一部改正） 

第１条 甲府市立学校校舎等使用料条例（昭和２３年４月条例第６号）の一部を次 

のように改正する。 

  別表中「５１０円」を「５２０円」に、「１８０円」を「１９０円」に改め  

る。 

 （甲府市公民館使用料条例の一部改正） 

第２条 甲府市公民館使用料条例（昭和２９年１２月条例第５８号）の一部を次の 

ように改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

  甲府市中央公民館使用料 

区分   使用料   

    昼   夜 昼夜 

室名 

 

 

午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時 

  まで  まで 

大ホール   2,710 円 2,710 円 6,190 円 3,630 円 9,820 円 

（ホール１） 1,430 円 1,430 円 3,280 円 1,930 円 5,210 円 
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（ホール２） 1,280 円 1,280 円 2,910 円 1,700 円 4,610 円 

多目的室 830 円 830 円 1,910 円 1,130 円 3,040 円 

会議室１ 540 円 540 円 1,250 円 740 円 1,990 円 

会議室２ 830 円 830 円 1,890 円 1,120 円 3,010 円 

調理実習室 960 円 960 円 2,200 円 1,290 円 3,490 円 

和室１ 230 円 230 円 530 円 300 円 840 円 

和室２ 170 円 170 円 430 円 240 円 670 円 

甲府市遊亀公民館使用料 

区分   使用料   

    昼   夜 昼夜 

室名 午前 9 時

から正午

まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 9 時

から午後

5 時まで 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 9 時

から午後

10時まで 

講義室１号 640 円 960 円 1,830 円 1,180 円 3,010 円 

講義室２号 960 円 1,390 円 2,690 円 1,720 円 4,410 円 

研修室 960 円 1,290 円 2,590 円 1,610 円 4,200 円 

料理実習室 860 円 1,180 円 2,370 円 1,510 円 3,880 円 

和室 860 円 1,080 円 2,160 円 1,390 円 3,550 円 

展示室 2,590 円 3,450 円 6,910 円 4,320 円 11,230円 

甲府市北公民館使用料 

区分   使用料   

   昼   夜 昼夜 

室名 

 

 

午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時

まで 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時

まで 

大ホール   2,590 円 2,590 円 5,400 円 3,240 円 8,640 円 

多目的集会室 1,180 円 1,180 円 2,590 円 1,720 円 4,310 円 

小会議室 260 円 260 円 640 円 430 円 1,070 円 
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音楽室 910 円 910 円 1,940 円 1,290 円 3,230 円 

視聴覚室 910 円 910 円 1,940 円 1,290 円 3,230 円 

工作室 430 円 430 円 960 円 640 円 1,600 円 

料理室 910 円 910 円 1,940 円 1,290 円 3,230 円 

和室 860 円 860 円 1,830 円 1,080 円 2,910 円 

軽運動室 1,180 円 1,180 円 2,690 円 1,560 円 4,250 円 

甲府市南西公民館使用料 

区分   使用料   

   昼   夜 昼夜 

室名 午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時

まで 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時

まで 

大ホール   3,880 円 3,880 円 8,090 円 4,850 円 12,940円 

実習室 530 円 530 円 1,180 円 750 円 1,930 円 

音楽・視聴覚室 1,080 円 1,080 円 2,370 円 1,610 円 3,980 円 

小会議室 640 円 640 円 1,390 円 860 円 2,250 円 

大会議室 1,390 円 1,390 円 3,020 円 1,940 円 4,960 円 

教養室１号 860 円 860 円 1,830 円 1,180 円 3,010 円 

教養室２号 640 円 640 円 1,390 円 860 円 2,250 円 

甲府市東公民館使用料 

区分   使用料   

    昼   夜 昼夜 

室名 午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時 

   まで  まで 

大ホール   3,240 円 3,240 円 7,010 円 4,100 円 11,110円 

実習室 750 円 750 円 1,610 円 860 円 2,470 円 
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多目的集会室 1,180 円 1,180 円 2,590 円 1,510 円 4,100 円 

視聴覚室 910 円 910 円 1,940 円 1,290 円 3,230 円 

会議室 1,610 円 1,610 円 3,450 円 1,940 円 5,390 円 

料理室 910 円 910 円 1,940 円 1,290 円 3,230 円 

和室 640 円 640 円 1,390 円 860 円 2,250 円 

甲府市北東公民館使用料 

区分   使用料   

  昼   夜 昼夜 

室名 午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時

まで 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時

まで 

会議室１号 640 円 640 円 1,450 円 860 円 2,310 円 

小会議室 310 円 310 円 750 円 430 円 1,180 円 

調理実習室 1,010 円 1,010 円 2,310 円 1,340 円 3,650 円 

多目的集会室 2,800 円 2,800 円 6,310 円 3,720 円 10,030円 

（会議室２号） 860 円 860 円 1,940 円 1,130 円 3,070 円 

（会議室３号） 1,940 円 1,940 円 4,370 円 2,590 円 6,960 円 

和室 370 円 370 円 860 円 480 円 1,340 円 

甲府市南公民館使用料 

区分   使用料   

  昼   夜 昼夜 

室名 午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時

まで 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時

まで 

大ホール 3,540 円 3,540 円 8,060 円 4,740 円 12,800円 

（ホール１） 1,770 円 1,770 円 4,030 円 2,370 円 6,400 円 

（ホール２） 1,770 円 1,770 円 4,030 円 2,370 円 6,400 円 
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多目的集会室 920 円 920 円 2,090 円 1,230 円 3,320 円 

実習室 920 円 920 円 2,090 円 1,230 円 3,320 円 

調理実習室 1,020 円 1,020 円 2,330 円 1,370 円 3,700 円 

会議室 440 円 440 円 1,000 円 580 円 1,580 円 

甲府市西公民館使用料 

区分   使用料   

  昼   夜 昼夜 

室名 午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時

まで 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時

まで 

大ホール 2,620 円 2,620 円 5,940 円 3,500 円 9,440 円 

（ホール１） 1,310 円 1,310 円 2,970 円 1,750 円 4,720 円 

（ホール２） 1,310 円 1,310 円 2,970 円 1,750 円 4,720 円 

会議室 740 円 740 円 1,820 円 1,050 円 2,870 円 

多目的集会室 1,230 円 1,230 円 2,830 円 1,650 円 4,480 円 

調理実習室 910 円 910 円 2,070 円 1,220 円 3,290 円 

生涯学習室 750 円 750 円 1,700 円 990 円 2,690 円 

実習室 730 円 730 円 1,670 円 970 円 2,640 円 

和室 210 円 210 円 500 円 290 円 790 円 

甲府市中道公民館使用料 

区分   使用料   

  昼   夜 昼夜 

室名 

 

午前 8 時

30分から

正午まで 

午後 1 時

から同 5

時まで 

午前 8 時

30分から

午後 5 時 

午後 5 時

から同10

時まで 

午前 8 時

30分から

午後10時 

   まで  まで 

大会議室 190 円 220 円 420 円 610 円 1,030 円 

小会議室 70円 80円 150 円 200 円 350 円 
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調理実習室 

視聴覚室 

和室 

     

 （甲府市都市公園条例の一部改正） 

第３条 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第７条第１項及び第７条の２第１項中「１００分の１０５」を「１００分の   

１０８」に改める。 

  別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表第２（第７条関係） 

 

  

施
設
の
名
称 

利 用 の 区 分 無 料 大 会 等 の た め に 利 用 す る 場

合 

有 料 大 会 等 の た め に

利 用 す る 場 合 

無 料 大 会 等

及 び 有 料 大

会 等 以 外 の

た め に 利 用

す る 場 合 

摘要 

市 内 の 者 

(高 校 生 以

下 を 除

く｡) 

市 外 の 者 

(高 校 生 以

下 を 除

く｡) 

高 校 生 以

下 

野
球
場 

プ
ロ
球
団
が
利
用
す
る
場
合 

1 時 間 1 6 2 , 0 0 0円 入 場 料 金 総 額 の10

分の 1 に 相 当 す る

額 ｡ た だ し ､ そ の 相

当 す る 額 が3 2 4 , 0 0 0

円 に 満 た な い と き

は 3 2 4 , 0 0 0円 と す

る｡ 

    

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

7 2 , 3 6 0円   

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

1 1 3 , 4 0 0円   

一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分 ま

で 

1 6 2 , 0 0 0円   

プ
ロ
球
団
以
外
が
利
用
す
る
場
合 

1 時 間 780円 1 , 1 7 0円 470円 入 場 料 金 総 額 の10

分の 1 に 相 当 す る

額 ｡ た だ し ､ そ の 相

当 す る 額 が1 7 , 2 8 0

円 に 満 た な い と き

は 1 7 , 2 8 0円 と し ､ そ

の 相 当 す る 額 が

4 3 , 2 0 0円 を 超 え る

と き は4 3 , 2 0 0円 と

す る ｡ 

    

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

2 , 6 7 0円 4 , 0 0 0円 1 , 6 0 0円 

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

4 , 2 5 0円 6 , 3 7 0円 2 , 5 4 0円 

一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分 ま

で 

6 , 2 9 0円 9 , 4 3 0円 3 , 7 8 0円 

競
技
場 

陸
上
競
技
の 

1 時 間 1 , 1 0 0円 1 , 6 5 0円 660円 入 場 料 金 総 額 の10

分の 1 に 相 当 す る

額 ｡ た だ し ､ そ の 相

当 す る 額 が2 2 , 8 9 0

円に満たないとき 

半日 

一 般 及 び 大 学

生 210円 

高校生  1 0 0

円 

  

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

3 , 4 6 0円 5 , 1 9 0円 2 , 0 8 0円 
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 た
め
に
利
用
す
る
場
合 

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

5,820 円 8,720 円 3,490 円 は 22,890 円とし､そ

の 相 当 す る 額 が

57,240 円を超えると

きは 57,240 円とす

る｡ 

中学生以下 

50 円 

 

一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分ま

で 

8,180 円 12,260 円 4,910 円 

サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合 

1 時間 630円 950円 370円 入場料金総額の 10

分の 1 に相当する

額｡ただし､その相

当する額が 10,800

円に満たないとき

は 10,800円とし､そ

の 相 当 す る 額 が

27,000 円を超える

ときは 27,000 円と

する｡ 

    

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

1,890 円 2,840 円 1,130 円 

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

2,670 円 4,000 円 1,600 円 

一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分ま

で 

3,940 円 5,890 円 2,360 円 

上
記
の
競
技
以
外
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合 

1 時間  入場料金総額の 10

分の 1 に相当する

額｡ただし､その相

当する額が 324,000

円に満たないとき

は 324,000 円とす

る｡ 

    

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

72,360 円 

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

113,400 円 

一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分ま

で 

162,000 円 

庭
球
場 

1 時間 1 ｺｰﾄにつ

き 320円 

1 ｺｰﾄにつ

き 470円 

1 ｺｰﾄにつ

き 190円 

1 ｺｰﾄにつき､入場料

金総額を利用ｺｰﾄ数

で除して得た額の

10分の 1に相当する

額｡ただし､その相

当する額が 4,320円

に満たないときは

4,320 円とし､その

相 当 す る 額 が

10,800 円を超える

ときは 10,800 円と

する｡ 

無料大会等

のために利

用する場合

に同じ 

  

午
前 

午前 8 時 30 分

から正午まで 

1 ｺｰﾄにつ

き 780円 

1 ｺｰﾄにつ

き  1,170

円 

1 ｺｰﾄにつ

き 470円 

午
後 

正午から午後 5

時 30 分まで 

1 ｺｰﾄにつ

き  1,100

円 

1 ｺｰﾄにつ

き  1,650

円 

1 ｺｰﾄにつ

き 660円 
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 一
日 

午前 8 時 30 分

から午後 5 時

30 分まで 

1 ｺｰﾄにつ

き  1,570

円 

1 ｺｰﾄにつ

き  2,360

円 

1 ｺｰﾄにつ

き 950円 

   

夜 

1 時間 1 ｺｰﾄにつ

き 630円 

1 ｺｰﾄにつ

き 950円 

1 ｺｰﾄにつ

き 370円 

午後 5 時 30 分

から午後 9時ま

で 

1 ｺｰﾄにつ

き  1,890

円 

1 ｺｰﾄにつ

き  2,840

円 

1 ｺｰﾄにつ

き 1,130

円 

      

球
技
場 

1 時間 630円 950円 370円 同左 同左 球 技 場

の 総 面

積 の 2

分 の 1

未 満 の

面 積 を

利 用 す

る 場 合

に あ っ

ては､そ

れ ぞ れ

の 使 用

料 の 額

の 2 分

の 1 に

相 当 す

る 額 と

する｡ 

午
前 

午前 8 時 30 分

から正午まで 

1,890 円 2,840 円 1,130 円 

午
後 

正午から午後 5

時 30 分まで 

2,730 円 4,090 円 1,640 円 

一
日 

午前 8 時 30 分

から午後 5 時

30 分まで 

3,980 円 5,980 円 2,390 円 

夜 

1 時間 1,260 円 1,890 円 750円 

午後 5 時 30 分

から午後 9時ま

で 

4,300 円 6,500 円 2,580 円 

水
泳
プ
ー
ル 

５
０
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
・
飛
び
込
み
プ
ー
ル 

1 時間 2,360 円 3,540 円 1,420 円 入場料金総額の 10

分の 1 に相当する

額｡ただし､その相

当する額が 46,650

円に満たないとき

は 46,650円とし､そ

の 相 当 す る 額 が

116,640 円を超える

ときは 116,640円と

する｡ 

半日 

一般及び大学

生 210円 

高 校 生  100

円 

中学生以下 

50 円 

  

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

7,390 円 11,090 円 4,430 円 

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

11,800 円 17,690 円 7,080 円 

一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分ま

で 

16,830 円 25,230 円 10,090 円 

２
５
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル 

1 時間 950円 1,420 円 570円 

午
前 

午前 8 時 30

分から正午

まで 

3,150 円 4,710 円 1,890 円 

午
後 

正午から午

後 5時 30分

まで 

4,250 円 6,370 円 2,540 円 
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  別表第４中「３１０円」を「３２０円」に、「２６０円」を「２７０円」に改 

める。 

 （甲府市下水道条例の一部改正） 

第４条 甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）の一部を次のように改 

正する。 

  第１３条中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

（甲府市行政財産使用料条例の一部改正） 

第５条 甲府市行政財産使用料条例（昭和３９年４月条例第１９号）の一部を次の 

ように改正する。 

  第２条中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

（甲府市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第６条 甲府市道路占用料徴収条例（昭和４９年７月条例第３８号）の一部を次の 

ように改正する。 

  第２条中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 （甲府市スポーツ広場条例の一部改正） 

第７条 甲府市スポーツ広場条例（昭和５２年３月条例第９号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  別表中「５１０円」を「５２０円」に、「１８０円」を「１９０円」に、  

「１，０２０円」を「１，０５０円」に改める。 

 （甲府市上下水道局スポーツ施設条例の一部改正） 

第８条 甲府市上下水道局スポーツ施設条例（昭和６０年７月条例第３１号）の一 

部を次のように改正する。 

  別表中「２，１００円」を「２，１６０円」に、「１，５７０円」を  

「１，６２０円」に、「５２０円」を「５４０円」に改める。 

（甲府市総合市民会館条例の一部改正） 

第９条 甲府市総合市民会館条例（平成２年７月条例第３３号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  一
日 

午前 8 時 30

分から午後

5 時 30 分ま

で 

6,290 円 9,430 円 3,780 円    
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  別表第１の１の表中備考以外の部分を次のように改める。 

  １ 山の都アリーナ及び芸術ホール一般利用料金 

    利用区分        専用利用 個人

利用 

 摘要 

施設区分   利用時間 

 

 

 

 午前  午 後   夜 間   全 日  

午前 9 時

から正午

まで 

午 後 1 時

か ら 午 後

5 時 ま で  

午 後 6 時

か ら 午 後

10 時 ま で  

午 前 9 時

か ら 午 後

10 時 ま で  

山 の 都 

アリーナ

（ホワイ

エを含

む。） 

全

面

利

用  

平 日  11,760 円 17,710 円 23,640 円 47,830 円  1 人

1 時

間に

つき 

100

円 

暖房又は

冷房を利

用する場

合の利用

料金は、

1 時間に

つき 

3,770 円 

土 曜 日  

日 曜 日  

休 日  

14,680 円 22,130 円 29,590 円 59,830 円  

部

分

利

用  

バ ス ケ ッ

ト ボ ー ル

バ レ ー ボ

ー ル  

1 面につ

き 

2,160 円 

1 面 に つ

き  

02,910 円 

1 面 に つ

き  

03,450 円 

1 面 に つ

き   

07,660 円  

  

バ ド ミ ン

ト ン  

1 面につ

き 

1,080 円 

1 面 に つ

き  

01,390 円                

1 面 に つ

き 

01,720 円 

1 面 に つ

き  

03,770 円  

卓 球  1 台につ 

き 

530 円 

1 台 に つ  

き  

750 円  

1 台 に つ  

き  

860 円  

1 台 に つ  

き   

01,940 円  

芸術ホー

ル（ホワ

イエを含 

平日 10,030 円 15,120 円 20,190 円 40,820 円      

土曜日 

日曜日 

12,630 円 18,890 円 25,270 円 51,070 円  

む。）  休日       
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別表第１の２の表中備考以外の部分を次のように改める。 

  ２ 山の都アリーナ及び芸術ホール特別利用料金 

   利用区分        専用利用   摘要 

   利用時間  午 前   午 後  夜 間   全 日  

施設区分 午 前 9 時

か ら 正 午

ま で  

午 後 1 時

か ら 午 後

5 時 ま で 

午 後 6 時

か ら 午 後

10 時 ま で  

午 前 9 時

か ら 午 後

10 時 ま で  

山 の 都 

アリーナ

（ホワイ

エを含

む。） 

 

 

 

全

面

利

用  

 

平 日   7,120 円 10,580 円 14,140 円  28,720 円 暖房又は冷房

を利用する場

合の利用料金

は、 1 時間に

つき 3,770 円 

土 曜 日  

日 曜 日  

休 日  

 8,850 円 13,270 円 17,710 円  35,850 円 

部

分  

利

用  

バ ス ケ ッ

ト ボ ー ル  

バ レ ー ボ  

1 面 に つ

き  

01,290 円 

1 面 に つ

き 

01,720 円 

1 面 に つ

き  

02,040 円  

1 面 に つ

き  

04,530 円 

  

ー ル      

バ ド ミ ン

ト ン  

1 面 に つ

き  

640 円 

1 面 に つ

き  

860 円 

1 面 に つ

き   

01,080 円  

1 面 に つ

き   

02,370 円 

 卓 球  1 台 に つ

き  

310 円 

1 台 に つ

き  

430 円 

1 台 に つ

き   

530 円  

1 台 に つ

き   

01,180 円 

芸術ホー

ル（ホワ

イエを含

む。） 

平日  6,040 円  9,070 円 12,090 円  24,510 円   

 土曜日 

日曜日 

休日 

 7,560 円 11,330 円 15,120 円  30,670 円 

別表第１の３の表中備考以外の部分を次のように改める。 

３ 格技場等利用料金 
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          利用時間 

 

施設区分 

 午 前   午 後  夜 間   全 日    摘要 

午 前 9 時

か ら 正 午

ま で  

午 後 1 時

か ら 午 後

5 時 ま で 

午 後 6 時

か ら 午 後

10 時 ま で  

午 前 9 時

か ら 午 後

10 時 ま で  

格

技

場  

全 面 利 用  2,590 円  3,450 円  4,100 円  9,070 円  暖房又は冷房

を利用する場

合の利用料金

は、 1 時間に

つき  530 円 

床 面 積 の ２ 分 の １

利 用 

 1,290 円  1,720 円  2,040 円  4,530 円  

控室大    640 円  1,080 円  1,390 円  2,800 円    

控室中    430 円    640 円    860 円  1,720 円    

控室小    430 円    640 円    860 円  1,720 円    

控室１    430 円    640 円    960 円  1,830 円    

控室２   530 円     860 円  1,080 円  2,260 円    

練習室  3,450 円  5,070 円  6,790 円 13,820 円    

大会議室  3,340 円  4,530 円  4,530 円 12,400 円    

会議室１    530 円    750 円    750 円  2,040 円    

会議室２    530 円    750 円    750 円  2,040 円    

会議室３    530 円    640 円    640 円  1,810 円    

会議室４  1,080 円  1,510 円  1,510 円  4,100 円    

多目的室  2,100 円  2,810 円  2,810 円  7,720 円    

（甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正） 

第１０条 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年 

６月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第３１条第１項及び第３２条中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」 

に改める。 

（甲府市水道事業給水条例の一部改正） 

第１１条 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）の一部を次の 

ように改正する。 
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  第２３条第１項、第２９条第２項及び第３項並びに第３１条第２項中「１００ 

分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

（市立甲府病院使用料等徴収条例の一部改正） 

第１２条 市立甲府病院使用料等徴収条例（平成１１年３月条例第１０号）の一部 

を次のように改正する。 

  第３条第４項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 （甲府市手数料条例の一部改正） 

第１３条 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改 

正する。 

  別表第３５号中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に、「１５０  

円」を「２４０円」に改め、同表第３９号中「１００分の１０５」を「１００分

の１０８」に、「１５０円」を「２４０円」に改める。 

 （甲府市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第１４条 甲府市法定外公共物管理条例（平成１３年１２月条例第３４号）の一部 

を次のように改正する。 

  第９条第２項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 （甲府市上九の湯ふれあいセンター条例の一部改正） 

第１５条 甲府市上九の湯ふれあいセンター条例（平成１７年１２月条例第５８  

号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「７００円」を「７２０円」に、「５００円」を「５１０円」に、 

 

  510 円   680 円   1,360 円   680 円   2,040 円 

  390 円   520 円   1,040 円   520 円   1,560 円 

  360 円   480 円   960 円   480 円   1,440 円 

 

  520 円   690 円   1,390 円   690 円    2,090 円 

  400 円   530 円   1,060 円   530 円    1,600 円 

  370 円   490 円   980 円   490 円    1,480 円 

 る。 

「  

」  

を  

「  

に 改 め  

」  
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 （甲府市いきいきプラザ条例の一部改正） 

第１６条 甲府市いきいきプラザ条例（平成１７年１２月条例第６２号）の一部を 

次のように改正する。 

 

  350 円   400 円   870 円   300 円 

  650 円   750 円   1,590 円   560 円 

  520 円   520 円   1,040 円     ― 

  340 円   390 円   840 円   290 円 

  290 円   330 円   710 円   250 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （甲府市健康の杜センター条例の一部改正） 

第１７条 甲府市健康の杜センター条例（平成１７年１２月条例第６３号）の一部 

を次のように改正する。 

    

   520 円    520 円    1,040 円      ― 

   1,810 円    2,070 円    4,410 円    1,550 円 

   780 円    890 円    1,900 円    670 円 

   260 円    290 円    630 円    220 円 

   290 円    340 円    720 円    250 円 

   250 円    280 円    610 円    210 円 

 

 

 

  360 円   410 円   890 円   300 円 

  660 円   770 円   1,630 円   570 円 

  530 円   530 円   1,060 円     ― 

  340 円   400 円   860 円   290 円 

  290 円   330 円   730 円   250 円 

「 

「  

を  

」  

別表中 

に改める。 

」  

「  

を  

」  

別表中 
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   530 円    530 円    1,060 円      ― 

   1,860 円    2,120 円    4,530 円    1,590 円 

   800 円    910 円    1,950 円    680 円 

   260 円    290 円    640 円    220 円 

   290 円    340 円    740 円    250 円 

   250 円    280 円    620 円    210 円 

 

 （甲府市浄化槽事業条例の一部改正） 

第１８条 甲府市浄化槽事業条例（平成２３年３月条例第１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 （甲府市準用河川占用料徴収条例の一部改正） 

第１９条 甲府市準用河川占用料徴収条例（平成２４年３月条例第４号）の一部を 

次のように改正する。 

「  

に改める。 

」  

「  「  

別表第３中 を  に改める。 

２，４００円 

 

 

２，９００円 

４，１００円 

 

 

７，５００円 

 

 

９，６００円 

 

 

１２，１００円 

 

 

１３，７００円 

 

 

１６，４００円 

１９，３００円 

２５，４００円 

 

 

３０，９００円 

 

 

３８，０００円 

 ４７，１００円 

 

 」 」 

５７，３００円 

 

５８，９００円 

 

２，３００円 

２，９００円 

４，１００円 

７，５００円 

９，６００円 

１２，１００円 

１３，７００円 

１６，４００円 

１９，３００円 

２５，４００円 

４７，１００円 

３８，０００円 

３０，９００円 

 

５８，９００円 

 

 

２，８００円 

 ４，０００円 

 ７，４００円 

 ９，４００円 

 １１，９００円 

 

 

１３，４００円 

 １６，０００円 

 １８，９００円 

 

 

２４，８００円 

 

 

 

３０，１００円 

 

 

 

３７，０００円 

 

 

４５，９００円 
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  第２条第２項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （使用料に関する経過措置） 

２ この条例（第３条（甲府市都市公園条例第７条の２第１項の改正規定に限  

る。）、第４条、第６条及び第９条から第１９条までの規定を除く。）による改

正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に行う使用、占用又は行為の許可に係る使用料について適用し、施行

日前に行った使用、占用又は行為の許可に係る使用料については、なお従前の例

による。 

 （利用料金に関する経過措置） 

３ この条例（第３条（甲府市都市公園条例第７条の２第１項の改正規定に限  

る。）及び第１５条から第１７条までの規定に限る。）による改正後のそれぞれ

の条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用する。 

 （甲府市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第４条の規定による改正後の甲府市下水道条例第１３条の規定にかかわらず、 

施行日前から使用している下水道で、施行日から平成２６年４月３０日までの間

に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料（施行日以後初めて

使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月３０日後である下水道の使用に

あっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確

定される使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した

日をいう。以下同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定

される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３０日までの期間

の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）については、

なお従前の例による。 

５ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これ 

を１月とする。 

（占用料に関する経過措置） 

６ この条例（第６条、第１４条及び第１９条の規定に限る。）による改正後のそ 
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れぞれの条例の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用す

る。 

 （甲府市総合市民会館条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第９条の規定による改正後の甲府市総合市民会館条例別表第１の規定は、施行 

日以後に行う利用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前に行った使用

の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

（甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴う 

経過措置） 

８ 第１０条の規定による改正後の甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等 

に関する条例第３１条第１項及び第３２条の規定は、施行日以後の廃棄物の処理

又は処分に係る手数料について適用する。 

（甲府市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 第１１条の規定による改正後の甲府市水道事業給水条例（附則第１１項におい 

て「改正後の条例」という。）第２３条第１項及び第３１条第２項の規定にかか

わらず、施行日前から供給している水道水の使用で、施行日から平成２６年４月

３０日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金（施行日

以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月３０日後である水道水

の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける

権利が確定される料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定

した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確

定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３０日までの期

間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）について

は、なお従前の例による。 

１０ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、こ 

れを１月とする。 

１１ 改正後の条例第２９条第２項及び第３項の規定は、施行日以後に給水装置工 

事の施行の申込みをするものについて適用する。 

 （市立甲府病院使用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ 第１２条の規定による改正後の市立甲府病院使用料等徴収条例第３条第４項 

の規定は、施行日以後の診療等及び診断等証明書の交付の申請に係る使用料等に
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ついて適用し、施行日前の診療等及び診断等証明書の交付の申請に係る使用料等

については、なお従前の例による。 

 （甲府市手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

１３ 第１３条の規定による改正後の甲府市手数料条例別表の規定は、施行日以後  

 の申請に係る手数料について適用する。 

（甲府市浄化槽事業条例の一部改正に伴う経過措置） 

１４ 第１８条の規定による改正後の甲府市浄化槽事業条例別表第３の規定は、施 

行日以後の使用に係る使用料について適用する。 
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 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第３号 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

   する条例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１０

月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 別表に次のように加える。 

５６ 指定病院等の不在者投票

における外部立会人 

 

 日額１０，７００円以内で立会

時間に応じて選挙管理委員会が

市長と協議して定める額 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公 

示され又は告示される選挙又は審査から適用する。 
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 甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第４号 

   甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市職員給与条例の一部改正） 

第１条 甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）の一部を次のように 

改正する。 

第３６条第１項中「）の」を「）又は大規模災害からの復興に関する法律（平

成２５年法律第５５号）第５６条第１項の」に改める。 

（甲府市学校職員給与条例の一部改正） 

第２条 甲府市学校職員給与条例（昭和２８年１月条例第５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

第２１条の２第１項中「）の」を「）又は大規模災害からの復興に関する法律 

（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項の」に改める。 

（企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第３条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年３月条例第１５ 

号）の一部を次のように改正する。 

第７条の２中「）の」を「）又は大規模災害からの復興に関する法律（平成

２５年法律第５５号）第５６条第１項の」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市庁舎建設基金条例を廃止する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展    

 

 

甲府市条例第５号 

   甲府市庁舎建設基金条例を廃止する条例 

 甲府市庁舎建設基金条例（平成９年３月条例第４号）は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例の一部を改正する条例 

 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例（昭和５２年９月条例第３０号）の 

一部を次のように改正する。 

 第７条第２項を次のように改める。 

２ 前項の場合において、受給資格者が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で 

療養の給付等又は後期高齢者医療の給付等を受けたときは、市長は、当該保険医

療機関等から医療費助成金の算定に必要な情報の提供を受けたことをもって、当

該情報の提供に係る受給資格者に対する医療費助成金の支給に関し前項の請求を

受けたものとみなすことができる。 

 第７条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年１１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第７条の規定は、この条例の施行の日以後において受 

けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費

の助成については、なお従前の例による。 
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 甲府市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第７号 

   甲府市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月条例第４４号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項に次の１号を加える。 

 (31) 救急科 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28



 

 甲府市市立高等学校授業料、入学料及び入学審査料条例の一部を改正する条例を 

ここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市市立高等学校授業料、入学料及び入学審査料条例の一部を改正する条 

   例 

 甲府市市立高等学校授業料、入学料及び入学審査料条例（昭和２２年１１月条例 

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

第２条 授業料の額は、月額９，９００円とし、毎月１０日までに納付しなければ 

 ならない。ただし、４月分の授業料は、４月２５日までに納付するものとする。 

２ 市立高等学校に在学する者（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成 

２２年法律第１８号）第５条第１項の受給権者を除く。）が在学する年度の４月

１日から起算して２５日を超えない範囲内において山梨県教育委員会の指定する

日までに同法第４条の認定の申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該

者の当該申請をした日の属する年度の４月から６月までの各月分の授業料は、そ

の年度の７月１０日を納期限とする。 

 第３条中「前条第３項」を「前条第１項」に改める。 

 第６条に次のただし書を加える。 

  ただし、前条第１項又は第２項の規定による減免を受けた場合は、この限りで 

ない。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２条の規定は、この条例の施行の日以後に入学する 

者について適用し、同日前から在学している者に係る授業料の徴収については、
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なお従前の例による。 
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 甲府市民俗資料館条例を廃止する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市民俗資料館条例を廃止する条例 

 甲府市民俗資料館条例（昭和５０年３月条例第６号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市農産物等直売管理施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市農産物等直売管理施設条例の一部を改正する条例 

 甲府市農産物等直売管理施設条例（平成１７年１２月条例第６７号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の表中「甲府市下曽根町１０６３番地１」を「甲府市下曽根町１０７０番

地３」に改める。 

 別表第１風土記の丘農産物直売所の項中「、加工所」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める 

日から施行する。 
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 甲府市古関・梯町簡易水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１１号 

   甲府市古関・梯町簡易水道条例の一部を改正する条例 

 甲府市古関・梯町簡易水道条例（平成１７年１２月条例第６４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条中「に１００分の１０５を乗じて得た額」を削り、同条の表 中  

「１，０００円」を「１，０５０円」に、「２，０００円」を「２，１００円」 

に、「３，０００円」を「３，１５０円」に、「４，０００円」を「４，２００

円」に改める。 

 第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 ５ 万 円 に １ ０ ０ 分 の １ ０ ５ を 乗 じ て 得 た 額 」 を 

「５万２，５００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市下水道条例の一部を改正する条例 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）の一部を次のように改正す  

る。 

 目次中「第１６条」を「第１６条の２」に改める。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （給水設備の届出） 

第５条の２ 前条の規定による確認を受けようとする義務者又は使用者が、水道水 

以外の水の使用による汚水を公共下水道に排除しようとするときは、当該水道水

以外の水を使用するための設備（以下「給水設備」という。）について、企業管

理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、企業管理規程で定めるとこ  

 ろにより、当該届出に係る給水設備を確認するものとする。 

 第１３条の２の次に次の１条を加える。 

（使用の態様の変更の届出） 

第１３条の３ 義務者又は使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除 

することとなったとき、又は届出をした給水設備に変更があったときは、企業管

理規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならな

い。 

２ 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、企業管理規程で定めるとこ  

 ろにより、当該届出に係る給水設備を確認するものとする。 

 第１６条の次に次の１条を加える。 

（立入調査） 
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第１６条の２ 管理者は、給水設備の使用による汚水に係る適正な使用料を徴収す 

 るために必要な限度において、その職員に他人の土地又は建物に立ち入り、給水 

設備その他の物件について必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることがで

きる。ただし、人の住居に使用する建物内に立ち入る場合においては、あらかじ 

め、その居住者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定による立入り、調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書 

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入り、調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認めら 

れたものと解してはならない。 

 第３１条第１項第４号中「第７条第１項及び第１０条」を「第５条の２第１項、

第７条第１項、第１０条及び第１３条の３第１項」に、「届け出」を「届出」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第３１条第１項の改正 

規定は、平成２６年７月１日から施行する。 
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 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１３号 

   特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和５１年１２月条例第５２  

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１３項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改め 

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１４号 

   教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 教育長の給与等に関する条例（昭和２８年１月条例第６号）の一部を次のように 

改正する。 

 附則第９項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１５号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１３条の２第１項第２号中「（当該世帯主を除く。）」を削り、同項第３号中

「３５万円」を「４５万円」に改め、同条第４項中「１４万円」を「１６万円」に

改め、同条第５項中「１２万円」を「１４万円」に改める。 

 第１４条の５の１０中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

 第１４条の１０中「１２万円」を「１４万円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、平成２６年度以後

の年度分の保険料について適用し、平成２５年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 
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 甲府市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す 

る。 

  平成２６年３月２６日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１６号 

  甲府市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年３月条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

 附則第３項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 附則第５条の３に次の１項を加える。 

９ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用 

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から

３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告

の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 耐震改修が完了した年月日 

⑸ 施行規則附則第７条第１１項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震 

基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

⑹ 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、 

３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１５条中「第１２項、第１６項から第２４項まで、第２６項、第２７項、

第２９項、第３３項、第３７項若しくは第３８項」を「第１１項、第１５項から第 

２２項まで、第２４項、第２６項、第３０項、第３４項、第３５項若しくは第４０ 

項」に改める。 
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 附則第１８条を次のように改める。 

第１８条 削除 

 附則第１８条の２及び第１８条の３を削る。 

 附則第２６条第１項及び第２項中「平成２６年度」を「平成２９年度」に改め

る。 

附則第２８条第１項を次のように改める。 

第４０条の規定は、法第３４８条第２項第９号、第９号の２又は第１２号の固定

資産について法附則第４１条第３項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又

は一般財団法人について準用する。この場合において、第４０条中「公益社団法人

若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第４１条第３項に規定する一般社団

法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。 

 附則第２８条第２項を削る。 

附則第２８条の２中「附則第４１条第１５項各号」を「附則第４１条第９項各

号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第１５項」を「附則第４１条

第９項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例 

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２６年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２５年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分 

 は、平成２６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２５年度分ま 

での固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第５条の３第９項の規定は、平成２６年４月１日以後に耐震改修が 

行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成２７年度以後の

年度分の固定資産税について適用する。 
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 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分 

は、平成２６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２５年度分ま 

での都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成   

 ２６年法律第●●号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第１５条の 

規定の適用については、同条中「、第３５項若しくは第４０項」とあるのは「若

しくは第３５項」とする。 
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規則  
 

 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第５号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第３条第１項の表総務部、総務総室の項に次のように加える。 

情報課   情報係       

第３条第１項の表総務部、契約管財室の項を次のように改める。 

契約管財室   契約課 工事係、物品係 

指導検査課 指導係 

管財課 財産係、庁舎係、車両係   

第３条第１項の表総務部、指導検査室の項を削り、同表企画部、企画総室の項

を次のように改める。 

企画総室   総務課 庶務係 

政策課 政策係、開府５００年事 

 

業かか 

 業係、広域行政係 

総合計画課 計画係   

第３条第１項の表企画部、危機管理室、防災課の項中「、施設係」を削り、同

表企画部、地域政策室、まちづくり課の項中「、計画係」を削り、同表福祉部

（福祉事務所）、福祉総室の項を次のように改める。 

福祉総室   総務課 庶務係、地域医療係 

福祉計画課 計画係 

健康衛生課 保健係、予防衛生係   
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第３条第１項の表産業部、産業振興室、商工課の項中「商業金融係」を「商工

金融係」に改め、「、工業係」を削り、同表建設部、まち開発室、区画整理課の

項中「換地係、補償係」を「換地補償係」に改める。 

  第８条第６項の表指導検査室の項中「指導検査室」を「契約管財室」に改め、 

同条の次に次の 1 条を加える。 

（参事） 

第８条の２ 室に参事を必要に応じ置くことができる。 

２ 参事は、上司の命を受け、部等内の重要事項についての処理、検討及び調整 

を行う。 

  第１２条の２第１項の表支所の項を次のように改める。 

支所 市民課 振興係、住民係、整備係 

  第１２条の４中「中道支所住民課長」を「中道支所市民課長」に改める。 

  第３５条第１項中「医療安全管理室」を「医療安全管理部、医療総合研修セン 

ター」に改め、同条第２項中「及び医療安全管理室」を「、医療安全管理部及び

医療総合研修センター」に改め、同条第３項の表病院事務総室、総務課の項中 

「、経営係」を削り、「情報係」を「情報経営係」に改める。 

 第３７条第７号及び第８号中「係長」を「係長等」に改め、同条第９号を次の

ように改める。 

 ⑼ 医療安全管理部に部長、室長、看護師長、副看護師長 

  第３７条に次の１号を加える。 

⑽ 医療総合研修センターにセンター長、係長等 

 第３９条各号列記以外の部分中「及び医療安全管理室」を「、医療安全管理部

及び医療総合研修センター」に改め、同条中第８号を削り、第７号を第８号と 

し、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加え 

る。 

⑸ 医療安全管理部長及び医療総合研修センター長は、担当する医療業務のほ 

か、上司の命を受け、所管業務を統轄し、配置職員を指揮監督する。 

第３９条第９号中「及び看護師長」を「、看護師長及び課長補佐」に改め、同 

条第１０号中「、総合相談室係長、地域医療連携室係長及び医療安全管理室係 

長」を「及び係長」に改める。 
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 第４０条第２項中「又は医療安全管理室長」を「、医療安全管理部長又は医療

総合研修センター長」に改め、同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項と 

し、同条第４項中「、総合相談室長、地域医療連携室長又は医療安全管理室長」

を「又は室長」に改め、「、室長」を削り、「、総合相談室係長、地域連携室係

長又は、医療安全管理室係長」を「又は係長」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 医療安全管理部長又は医療総合研修センター長が不在の場合は、当該業務を 

担当する室長又は課長がその職務を代理する。 

 別表第１総務部、総務総室の項に次のように加える。 

情報課  ⑴ 情報施策に係る企画及び調整に関す

ること。 

⑵ 情報システムの開発及び管理運営に

関すること。 

⑶ 行政手続の電子化に係る共同処理に 

 関すること。 

別表第１総務部、人事管理室、人事課の項中第８号を削り、第９号を第８号と 

し、第１０号から第１２号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表第１総務部、人事管理室、研修厚生課の項中第１３号を第１４号とし、第 

７号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 山梨県市町村職員共済組合に関すること。 

別表第１総務部、契約管財室の項を次のように改める。 

契約管財室 

 

 

 

 

 

 

 

契約課 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 指名参加資格者の登録に関するこ 

と。 

⑵ 工事の請負契約に関すること。 

⑶ 測量、工事契約を伴う調査設計及び 

監理の業務委託の請負契約に関するこ

と。 

⑷ 工事請負等入札者指名選考委員会に 

関すること。 

⑸ 物品供給入札者指名選考委員会に関 
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  すること。 

⑹ 物品の購入契約及び検収に関するこ 

と。 

⑺ 物品の出納及び管理に関すること。 

⑻ 不用品の処分に関すること。 

⑼ 物品の維持修繕に関すること（他の 

課等に属するものを除く。）。 

⑽ 委託事務執行の適正化に関するこ 

と。 

 指導検査課 

 

⑴ 工事検査に関すること。 

⑵ 工事の設計、施工管理及び検査等の 

委託に係る調整に関すること。 

⑶ 工事の設計変更等の調整、審査に関 

すること。 

⑷ 技術的事項の調査、指導及び関係部 

  等との連絡調整に関すること。 

⑸ 設計積算技法の調査及び指導に関す 

ること。 

⑹ 公共工事のコスト縮減に関するこ 

と。 

 管財課 ⑴ 公有財産の総括管理に関すること。 

⑵ 公有地の利活用及び処分に関するこ 

と。 

⑶ 普通財産の取得、管理及び処分に関 

すること。 

⑷ 財産の保険契約に関すること（他の 

課等業務に属するものを除く。）。 

⑸ 市有地の境界査定に関すること（市 

道を除く。）。 

⑹ 財産価格審議会に関すること。 
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  ⑺ 市の行政区域の境界に関すること。 

⑻ 町界及び町名に関すること。 

⑼ 庁舎及び庁舎の附属施設の維持管理 

に関すること。 

⑽ 庁中取締りに関すること。 

⑾ 庁用自動車等の総括管理に関するこ 

と。 

⑿ 共用車の集中管理に関すること。 

⒀ 庁用自動車等の交通事故処理に関す 

ること。 

⒁ 整備管理者の技術指導に関するこ 

と。 

  ⒂ 庁用自動車等の登録、整備及び検査 

に関すること。 

⒃ 市民コミュニティホール及び市役所 

駐車場の運用管理に関すること。 

⒄ 新庁舎の見学等に関すること。 

別表第１総務部、指導検査室の項を削り、同表企画部、企画総室の項に次のよ 

うに加える。  

総合計画課 ⑴  総合計画の策定に関すること。 

別表第１税務部、収納管理室、収納課の項に次の１号を加える。 

⑸ 納税証明に関すること。 

別表第１福祉部（福祉事務所）、福祉総室、総務課の項を次のように改める。 

総務課 

 

 

 

 

⑴ 福祉・保健情報に関すること。 

⑵ 民生委員及び児童委員に関するこ 

と。 

⑶ 地域医療支援に関すること。 

⑷ 社会福祉法人に関すること。 

⑸ 臨時福祉給付金に関すること。 

⑹ 子育て世帯臨時特例給付金に関する 
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 こと。 

⑺ 部内の文書の総括指導に関するこ 

と。 

⑻ 部内の庶務に関すること。 

福祉計画課 

 

 

⑴ 福祉諸計画の調整に関すること。 

⑵ 地域福祉推進計画に関すること。 

⑶ 社会福祉協議会に関すること。 

別表第１福祉部（福祉事務所）、子ども家庭支援室、児童保育課の項中第９号 

及び第１０号を削り、第１１号を第９号とし、第１２号を第１０号とし、第１３ 

号を第１１号とし、同表産業部、産業総室、総務課の項第１号中「中小企業」を

「産業関係」に改め、同表産業部、産業振興室、商工課の項第１４号中「山梨県

甲府・国中地域地場産業振興センター」を「山梨県地場産業センター」に改め、

同表建設部、まち開発室、都市計画課の項第１５号を次のように改める。 

⒂ 中心市街地定住促進に係る住宅取得及び住宅改修の支援に関すること。 

  別表第１建設部、まち保全室、道路河川課の項に次の１号を加える。 

⒃ 水防に関すること。 

別表第４支所、振興課の項中「振興課」を「市民課」に改め、同項に次の４９ 

号を加える。 

⒆ 印鑑登録に関すること。 

  ⒇ 住民基本台帳法に基づく磁気ディスクによる住民基本台帳の調製、届出の

受理に関すること。 

（ 21） 戸籍法に基づく諸届等の受理に関すること。 

（22） 自動車臨時運行許可に関すること。 

（23） 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに斎場の使用許可に関すること。 

（24） 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。 

（25） 住民異動に伴う転入学通知書に関すること ( 定例的なものに限る。 ) 。 

（26） 国民健康保険事業に係る被保険者の資格に関すること。 

（27） 国民健康保険事業に係る保険給付に関すること。 

（28） 国民年金及び福祉年金に関すること。 

（29） 市県民税申告書 ( 無収入の場合に限る。 ) の受理に関すること。 
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（30） り災証明に関すること。 

（31） 介護保険事業に係る被保険者の資格に関すること。 

（32） 介護保険事業に係る保険給付の申請に関すること。 

（33） 要介護認定及び要支援認定に係る申請に関すること。 

（34） 成年後見制度に関すること。 

（35） 福祉総合相談に関すること。 

（36） 在宅高齢者に係る届出及び申請に関すること。 

（37） 高齢者生きがい対策に係る申請に関すること。 

（38） 高齢者医療確保法による保健事業に関すること。 

（39） 後期高齢者医療費の助成に関すること。 

（40） 改正前老人保健法による保健事業 ( 医療に限る。 ) に関すること。 

（41） 老齢者医療費の助成に関すること。 

（42） 身体障害者手帳及び療育手帳に係る申請に関すること。 

（43） 身体障害者及び知的障害者の施設利用に係る申請に関すること。 

（44） 在宅障害児及び在宅障害者に係る申請に関すること。 

（45） 更正医療給付、重度心身障害者医療費の助成並びに心身障害児及び心身障 

害者の手当に関すること。 

（46） 補装具交付及び日常生活用具給付並びに貸付に係る申請に関すること。 

（47） 難病患者等居宅支援事業に係る申請に関すること。 

（48） 戦傷病者及び戦没者等援護法に係る申請に関すること。 

（49） 精神保健福祉に係る申請に関すること。 

（50） 子ども手当、児童手当、助産手当及び児童扶養手当に関すること。 

（51） 小児及びひとり親家庭医療費助成に係る申請に関すること。 

（52） 勤労者住宅資金の融資に関すること。 

（53） 生活安定資金の貸付けに関すること。 

（54） 農業振興地域整備計画及び土地利用の調整に関すること。 

（55） 農業経営基盤強化促進事業に関すること。 

（56） 農業資金に係る相談に関すること。 

（57） 水田の生産調整対策に係る相談に関すること。 

（58） 揚水管理事業の農業排水路等の維持管理に関すること。 
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（59） 畑地かんがい給水施設の維持管理に関すること。 

（60） 民有林の経営指導に関すること。 

（61） 森林法に係る諸手続に関すること。 

（62） 林道及び治山工事に関すること。 

（63） 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 

（64） 中山間地域直接支払制度に関すること。 

（65） 道路、河川及び生活関連水路の維持管理に関すること。 

（66） 緑化の推進及び樹木等の保存に関すること。 

（67） 地籍図及び地籍簿の閲覧に関すること。 

別表第４支所、住民課の項を削る。 

                             「歯科口腔
くう

外科 

                              救急科   」                            

 に改め、同表診療部、病理科の項及び臨床検査管理室の項を削り、同表診療部、 

感染管理室の項を次のように改める。  

脊椎・側わん治療セ ⑴ 脊椎・側わん治療に関するこ 

ンター と。 

人工関節センター ⑴ 人工関節治療に関すること。 

スポーツ・関節鏡セ ⑴ スポーツ・関節鏡治療に関する 

ンター こと。 

手の外科センター ⑴ 手の外科治療に関すること。 

救急研修センター ⑴ 救急医療の研修に関すること。 

別表第６診療支援部の項に次のように加える。 

医療支援センター ⑴ 医療スタッフの業務緩和に関す 

ること。 

⑵ 病歴情報等に関すること。 

別表第６医療安全管理室の項を次のように改める。 

医療安全管理部 医療安全管理室 ⑴ 医療安全対策に関すること。 

⑵ リスクマネージメントに関する 

こと。 

別表第６診療部の項科（室）名の欄中「歯科口腔
くう

外科」を  
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 ⑶ 事故調査委員会に関すること。 

感染管理室 ⑴ 感染管理に関すること。 

  ⑵ 職業感染防止に関すること。 

医療総合研修セ

ンター 

 ⑴  医療職員の研修に関すること。 

⑵ 医療職員の資格に関すること。 

⑶ 臨床研修医に関すること。 

⑷ 院内図書館の管理・運営に関す 

   ること。 

 （甲府市職員職名規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員職名規則（昭和２８年１２月規則第２９号）の一部を次のよう 

 に改正する。 

      事務職員 

      技術職員                            

（甲府市職員職務分類基準規則の一部改正） 

第３条 甲府市職員職務分類基準規則（昭和２８年１２月規則第３１号）の一部を 

 次のように改正する。 

 別表第１行政職級別職務分類表の１の６級の項中第３号を第４号とし、第２号

を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 ２ 参事の職務 

（甲府市役所庁中管理規則の一部改正） 

第４条 甲府市役所庁中管理規則（昭和３７年１１月規則第５０号）の一部を次の 

ように改正する。 

別表本庁舎、サーバー室の項中「総務部契約管財室情報課長」を「総務部総務

総室情報課長」に改め、同表支所庁舎の項中「中道支所振興課長」を「中道支所

市民課長」に改める。 

（甲府市公印規則の一部改正） 

第５条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正 

する。 

別表第１一般公印の表福祉事務所印の項及び福祉事務所長印の項並びに別表 

第１専用公印の表市役所印の項、市長印の項、証明専用市長印（番号入）の項、

別表第１ の項中「所長」の次に「、参事」を加える。 
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戸籍専用市長印の項、市長認印の項、市長職務代理者印の項、証明専用市長職務

代理者印（番号入）の項、戸籍専用市長職務代理者印の項、市長職務代理者認印

の項及び福祉事務所長印の項中「中道支所住民課長」を「中道支所市民課長」に

改める。 

（甲府市契約規則の一部改正） 

第６条 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）の一部を次のように改 

正する。 

第１３号様式その１中「総務部指導検査室」を「総務部契約管財室」に改め 

る。 

 （甲府市財務規則の一部改正） 

第７条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正す 

る。 

  第９２条第２項の表中「市民課長」を「市民総室市民課長」に、「中道支所住 

民課住民係」を「中道支所市民課住民係」に改める。 

 第９３条の表中「及び会館運営係」を削る。 

 第９４条第２項中「市民課長」を「市民総室市民課長」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜら 

 れていた課配属職員（部長、室長及び課長を除く。）は、別に辞令を発せられな 

 い限り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部、室、課に勤務を命ぜ 

 られたものとする。 

総務部 契約管財室 情報課 総務部 総務総室 情報課 

市民生活

部 

中道支所 住民課 市民生活

部 

中道支所 市民課 

振興課 
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 甲府市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第６号 

   甲府市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員管理職手当支給規則（昭和３８年４月規則第１２号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 附則第３項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第７号 

   甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第９４条第２項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。 

 第１２５条第１項第３号中「庁舎建設基金」、「介護従事者処遇改善臨時特例基 

金」及び「グリーンニューディール基金」を削り、同号に次のように加える。 

庁舎整備基金 

第５９号様式（その７）を次のように改める。 

第５９号様式（その７） 削除 

   附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第１２５条第１項第３

号の改正規定（「介護従事者処遇改善臨時特例基金」及び「グリーンニューディー

ル基金」を削る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 
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 甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第８号 

   甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 甲府市福祉事務所長事務委任規則（昭和４１年１１月規則第４７号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条の２第７号及び第９号中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第９号 

   甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市児童福祉法施行細則（平成１５年３月規則第１７号）の一部を次のように 

改正する。 

 第１号様式（表面）中 

 

手帳等 身体障害者手帳 療育手帳 

健康保険証  

※医療型児童発達支援 

申請者のみ 

記号及び番号  保険者及び番号 

 

                  

精神障害者保健福祉手帳 

特別児童扶養手当等受給証明書

判定意見書・診断書等※１ 

  

 

 

 療育手帳 

「 

手帳等 

身体障害者手帳 

精神障害者保健 

特別児童扶養手 

判定意見書・診 

健康保険証  

※医療型児童発達支援 

申請者のみ 

 

記号及び番号 

 

 

」 

「 

を 
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福祉手帳 

当等受給証明書 

断書等※１ 

疾患名 

 

 

保険者及び番号 

 

 

同様式（裏面）中 

 

□ Ⅱ 生活保護への移行予防措置に関する認定 

生活保護への移行予防措置を申請します。 

       □定率負担減免措置   □特例補足給付 

※福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。 

 

□ Ⅱ 多子軽減措置に関する認定     

  下記の区分の適用を申請します。（当てはまるものに○をつけてください。）

  １ 第２子に該当する者 

  ２ 第３子以降に該当する者    

 ※在園証明等が必要となります。   

□ Ⅲ 生活保護への移行予防措置に関する認定 

生活保護への移行予防措置を申請します。 

       □自己負担減免措置   □補足給付の特例措置 

※福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。 

 

改める。 

 第３号様式中 

 

負担上限月額        円 
左の上限月額の適

用期間 

 

 

」 

「 

を 

に 

」 

「 

」 

「 

を 

」 

に改め、 
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負担上限月額        円 
左の上限月額の適

用期間 

 

多子軽減対象  
 

 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当 

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

」 

に 
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甲府市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す  

る。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市保育の実施に関する条例施行規則（平成１０年３月規則第７号）の一部を 

次のように改正する。 

 第２条第１号中「規定された児童」の次に「（次号において「児童」とい

う。）」を加え、同条第２号を次のように改める。 

 ⑵ 保育所の定員に余裕がある場合その他特に必要がある場合に、市長が入所を

適当と認めた市外に居住する児童 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市保育料徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

  

  

甲府市規則第１１号 

   甲府市保育料徴収規則の一部を改正する規則 

 甲府市保育料徴収規則（昭和５６年３月規則第２４号）の一部を次のように改正 

する。 

 別表の１保育料表の備考２⑵中「から第３項まで」を「、第２項及び第６項」 

に、「第４項及び第５項」を「第５項及び第６項」に、「及び第２項、」を「及び

第３項、」に、「及び第２項並びに第４１条の１９の５第１項」を「及び第３項」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第１２号 

   甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則 

 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

（平成１８年９月規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の見出し中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、同条中「障害程

度区分認定通知書」を「障害支援区分認定通知書」に改める。 

 第１０条の見出し中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、同条中「障害

程度区分変更認定通知書」を「障害支援区分変更認定通知書」に改める。 

 第１号様式（表面）を次のように改める。 

第１号様式（第２条、第３条、第９条関係） 

 （表面） 
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（あて先）甲府市福祉事務所長

　次のとおり申請します。
　　　

１ サービスの申請 ※　太枠内を記入又は当てはまるものに○若しくは□にレ点をしてください。

フリガナ

氏　　名

〒 　

電話番号

申請者との続柄

身体障害者手帳 療育手帳

疾　患　名

無　・　有 （　受給している障害年金の等級　　１級　　２級　　３級　）

記号及び番号 保険者及び番号

障害福祉サービス

受給者証番号 １９２０１ 無 有

地域相談支援

受給者証番号

　重度訪問介護 　同行援護 　行動援護 　療養介護

　短期入所 重度障害者等包括支援 　施設入所支援

　共同生活援助（グループホーム）〈　介護サービス包括型　　外部サービス利用型　〉

地域相談支援給付 （事業所名　　　　　　　　　　　　　）

相 談 支 援 給 付 （事業所名　　　　　　　　　　　　　）

地域生活支援事業

要介護認定

利用中のサービス 無　・　有 サービスの種類

　重度訪問介護 　同行援護 　行動援護 　療養介護

　短期入所 重度障害者等包括支援 　施設入所支援

　共同生活援助（グループホーム）〈　介護サービス包括型　　外部サービス利用型　〉※３

　□　　　地域相談支援給付費を申請する　　[　　地域移行支援　　　　　地域定着支援　　]

　□　　　計画相談支援給付費を申請する

【申請に係る具体的内容・意向】

支給申請に係る

障 害 児 氏 名

担　　当 係　　長 課　　長
（決 定） 入　力　

発　行
発　送

※１　精神障害者保健福祉手帳のない精神障害者のみ、

　　　精神障害を事由に受給していることまたは精神

　　　障害者であることが確認できる内容のもの

平成　　　年　　　月　　　日
チェック欄

※２　手帳を有しない又は手当等を受給していない障

      害児の場合、児童相談所の判定意見書等

手  帳  等

訓練等給付

訓練等給付

※３　共同生活援助を申請する場合、入浴、排泄又は食事等の介護の提供を受けることを希望するか否かを記載してください。

同
　
意

　私（共）に係る支給決定に関する事項について、関係部署、官公署、関係機関、関係者等に甲府市福祉事務所長が調査すること及び
サービス等利用計画を作成するために必要があるときは、障害支援区分認定調査票、概況調査票等の調査票や医師意見書等を、指定特

定相談支援事業者等に資料として提供することに同意します。

 申請者氏名 ㊞

裏　面　へ 課使用欄

　自 立 訓 練 （機能訓練・生活訓練・宿泊型） 　就労継続支援（Ａ型：雇用あり・なし 　Ｂ型）

　就労移行支援、就労移行支援（養成施設）

相談支援給付

支給量変更無　　　支給量変更　　追加・取消　　　区分変更伴う

地域移行支援　　　　　　地域定着支援

計画相談支援　　　　　　障害児相談支援

　移動支援事業　　地域活動支援センター事業　　日中一時支援事業　　その他

介 護 保 険
　無　・　有（非該当　要支援 １　２　要介護 １  ２  ３  ４  ５　）・　申請中

申
請

す
る
サ
ー

ビ

ス
の
種

類
・
内

容

介 護 給 付

　居宅介護　【　身体介護　　家事援助　　乗降介助　　通院等介助　】　　　

　生活介護

　居宅介護　【　身体介護　　家事援助　　乗降介助　　通院等介助　】　　　

　生活介護

　自 立 訓 練 （機能訓練・生活訓練・宿泊型） 　就労継続支援（Ａ型：雇用あり・なし、　Ｂ型）

　就労移行支援、就労移行支援（養成施設）

精神障害者保健福祉手帳

障害年金・自立支援医療受給者証

診断書・特別給付金         ※１

特別児童扶養手当等受給証明書

判定意見書※２

障害年金受給の有無

健康保険証
※療養介護申請者のみ

現

在
の
サ
ー

ビ

ス
の
利

用
状
況

障害支援

区分認定
（区分　１ ２ ３ ４ ５ ６）

介 護 給 付

フリガナ 生年月日 昭和・平成 　 年 　　月 　　日
支給申請に係る
障 害 児 氏 名

介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費等支給申請書
 兼 利用者負担額減額・免除等申請書

（新規・変更・更新）

申請年月日　平成　　年　　月　　日

申

請
者

生年月日 昭和・平成 　 年　 　月　　 日

居 住 地
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第１号様式（裏面）中「介護給付費」の次に「の対象」を加え、「グループホー 

ム等入居者」を「グループホーム入居者」に改め、「（注）対象事業所は、共同生

活介護（ケアホーム）、共同生活援助（グループホーム）」を削り、「定率負担減

免措置」を「自己負担減免措置」に、「特例補足給付」を「補足給付の特例措置」

に改める。 

 第３号様式中「障害程度区分認定通知書」を「障害支援区分認定通知書」に、  

                     「         「 

「障害程度区分の」を「障害支援区分の」に、         を 

                             」 

    に改める。 

   」 

 第４号様式中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「共同生活介護・」

を削る。 

 第６号様式（表）中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「共同生活介

護、」を削り、同様式（裏）中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「・

共同生活介護」を削る。 

 第８号様式中「障害程度区分変更認定通知書」を「障害支援区分変更認定通知 

書」に、「の障害程度区分」を「の障害支援区分」に改める。 

 第２８号様式中 

「 

補装具名   希望業者名  

                                   」 

「 

補装具名   希望業者名  

疾患名 
 

（障害者総合支援法施行令に規定する疾患名を記載すること。）  

                                   」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

障害程度区分 障害支援 

 

区分 

 

を 

に 
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２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当 

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第１３号 

   甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和３９年４月規則第４８

号）の一部を次のように改正する。 

                         「第３節 たな卸（第４４ 

                          第４節 たな卸資産の評 

条～第４８条） 

価（第４８条の２）」 

「 第４節 減価償却（第６６条・第６７条） 

  第５節 固定資産の評価（第６７条の２・第６７条の３） 

 第７章の２ リース会計に係る特例（第６７条の４） 

 第７章の３ 引当金（第６７条の５）          」 

第２７条中「第２１条の５第１項第１２号」を「第２１条の５第１項第１５号」

に改める。 

第３９条第２号中「前号」を「前２号」に、「見積価額」を「評価額」に改め、

同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額 

 第５章に次の１節を加える。 

    第４節 たな卸資産の評価 

第４８条の２ 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日に 

 おける当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの（重要性の乏しいものを除く。） 

 について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければな 

目次中「第３節 たな卸（第４４条～第４８条）」を 

に、「第４節 減価償却（第６６条・第６７条）」を  

に改める。 

65



 

 らない。 

２ 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。 

３ 第１項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の 

 部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものを 

 いう。 

４ 第１項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価 

 による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。 

 第５３条各号を次のように改める。 

 ⑴ 有形固定資産 

  ア 土地 

  イ 建物 

  ウ 構築物 

  エ 器械及び備品 ( 耐用年数が１年以上かつ取得価額が１０万円以上のものに 

   限る。 )  

  オ 車両運搬具 

  カ リース資産 ( 病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の 

   借主である資産であって、当該リース物件がアからオまで及びクに掲げるも 

   のである場合に限る。 )  

  キ 建設仮勘定 ( イからオまでに掲げる資産であって、事業の用に供するもの 

   を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した 

   材料をいう。 )  

  ク その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑵ 無形固定資産 

  ア 借地権 

  イ 地上権 

  ウ 電話加入権 

  エ 施設利用権 

  オ リース資産 ( 病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の 

   借主である資産であって、当該リース物件がアからエまで及びカに掲げるも 

   のである場合に限る。 )  
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  カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑶ 投資その他の資産 

  ア 長期貸付金 

  イ 長期前払消費税 

  ウ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの 

 第５５条第３号中「無償で譲り受けた無形固定資産以外の」を「譲与、贈与その

他無償で取得した」に、「適正な見積価額」を「公正な評価額」に改める。 

 第５７条第１項第３号を次のように改める。 

 ⑶ 譲り受けようとする固定資産の評価額 

 第６７条中「 ) 第８条第３項」を「。以下「施行規則」という。 ) 第１５条第３

項」に改める。 

 第７章に次の１節を加える。 

    第５節 固定資産の評価 

（減損に係る会計処理） 

第６７条の２ 総務課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測する 

ことができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識

すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損によ

る損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額とし

て付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。 

（減損損失の認識） 

第６７条の３ 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定 

資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。 

２ 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損 

失の額を測定しなければならない。 

３ 前２項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産 

を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものと

する。 

  第７章の次に次の２章を加える。 

第７章の２ リース会計に係る特例 

（重要性の乏しいリース資産についての特例） 
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第６７条の４ 前章の規定にかかわらず、第５３条第１号カ及び第２号オに掲げる 

リース資産（重要性の乏しいものに限る。）については、施行規則第５５条第３

号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。 

２ 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれ 

かに該当するものをいう。 

⑴ 購入時に費用処理するものであること。 

⑵ リース期間が１年以内であること。 

⑶ １契約当たりのリース料の総額が３００万円以下であること。 

第７章の３ 引当金 

（引当金の計上） 

第６７条の５ 将来の特定の費用又は損失（施行規則第２２条に規定するものに限 

る。）の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等（同条に規

定する予定貸借対照表等をいう。）に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引

当額を費用に計上するものとする。 

⑴ 賞与引当金 

⑵ 法定福利費引当金 

⑶ 修繕引当金 

⑷ 特別修繕引当金 

 ⑸ 貸倒引当金 

 第６９条中第３号及び第４号を削り、第５号を第６号とし、第２号の次に次の３

号を加える。 

 ⑶ 繰延収益の償却 

 ⑷ 資産の評価 

 ⑸ 第６７条の５各号に掲げる引当金の計上 

 第７１条第１項中「病院長」を「病院事務局長」に、「５月２０日」を「５月 

３１日」に改め、同条第２項中「事業報告書」の次に「、キャッシュ・フロー計算

書」を加え、同項に後段として次のように加える。 

  この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものと 

する。 

 第７８条中第６１号を第６２号とし、第５４号から第６０号までを１号ずつ繰り
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下げ、第５３号の次に次の１号を加える。 

 (5４) キャッシュ・フロー計算書 第５４号の２様式 

第７８条に次の１項を加える。 

２ 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第５４号に掲げるキャッシュ・ 

フロー計算書の様式に準ずるものとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第１４条関係） 

  病院事業勘定科目 

収益 

  款   項   目   節     備考 

病院事業収

益 

        

 医業収益      

   入院収益   入院医療に係る収益 

  外来収益   外来医療に係る収益 

  その他医業

収益 

    

    室料差額収

益 

個室使用料収益 

   公衆衛生活

動収益 

各種の集団健康診断、予

防接種等の公衆衛生活動

に係る収益 

   医療相談収

益 

健康診断に係る収益 

   受託検査施

設利用収益 

受託検査料収入、医療設

備器械を他の医療機関に

利用させた場合等の収益 

   その他医業

収益 

消毒料、洗たく料等の前

記の科目に属さない収益 
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    一般会計負

担金 

保健衛生行政に関する負

担金 

 医業外収益      

  受取利息及

び配当金 

  預貯金の利息、出資金に

対する分配金等 

    預金利息   

    有価証券利

息 

  

  他会計負担

金 

  医療行政及び高度、特殊

で不採算な業務に関する

負担 

  他会計補助

金 

   

  補助金     

  患者外給食

収益 

  職員、付添人等の給食に

係る収益 

  長期前受金

戻入 

  施行規則第２１条第２項

又は第３項の規定により

償却した長期前受金の額

のうち医業外収益として

整理するもの 

    国県補助金

長期前受金

戻入 

  

    受贈財産評

価額長期前

受金戻入 

  

  その他医業   

  外収益   
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    不用品売却

収益 

 

    その他医業

外収益 

  

 特別利益      

  固定資産売

却益 

    

  過年度損益

修正益 

    

  その他特別

利益  

    

    修繕引当金

戻入 

  

    貸倒引当金

戻入 

  

    その他特別

収益 

  

 

費用 

  款   項   目   節     備考 

病院事業費

用  

        

 医業費用      

  

  

給与費     

    

  

( 給料）医

師給 

医療職給料表⑴の適用を

受ける職員に対する給料 

   看護師給 医療職給料表⑶の適用を

受ける職員に対する給料 
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   医療技術員

給 

医療職給料表⑵の適用を

受ける職員に対する給料 

   事務員給 行政職給料表の適用を受

ける職員に対する給料 

   技能員給 単純な労務に雇用される

一般職に属する職員に対

する給料 

   （手当）医

師手当 

「給料」の職員区分と同

じ者に対する手当 

   看護師手当 同上 

   医療技術員

手当 

同上 

   事務員手当 同上 

   技能員手当 同上 

   賞与引当金

繰入額 

賞与引当金として計上す

るための繰入額 

   （賃金） 臨時的任用又は非常勤の

職員の報酬、賃金を「給

料」の職種区分にならっ

て整理 

   （報酬） 臨時的任用又は非常勤の

顧問、参与、嘱託員等の

役員に対する報酬を「給

料」の職種区分にならっ

て整理 

   法定福利費  

   法定福利費

引当金繰入

額 

法定福利費引当金として

計上するための繰入額 
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  材料費     

    

 

  

薬品費 投薬用薬品、注射用薬品

（血液、プラズマを含

む。）その他薬品の費用 

   診療材料費 （ア） 診療用材料とし

て、直接消費されるも

のの費用 

（イ） 診療用具（患者の

用に供するものを含

む。）等であって、１

年以内に消費するもの

の費用 

   給食材料費 （ア） 患者給食のために

消費する食品の費用 

（イ） 患者給食用具であ

って、１年以内に消費

するものの費用 

   医療消耗備

品費 

診療用具（患者の用に供

するものを含む。）等で

あって、減価償却を必要

としないもののうち、１

年を超えて使用できるも

のの費用 

  経費     

   

  

  

厚生福利費 職員及びその家族に対す

る法定外福利費 

（ア） 診療、健康診断、

予防接種等を行った場

合における減免額 

（イ） 各種のレクリエー
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ション、文化活動等に

要する費用 

（ウ） 食堂、売店等を利

用した場合における事

業主負担額 

（エ） 慶弔禍福に際し、

一定の基準により支給

される金品、記念品に 

 供与される飲食、金品 

代等の費用 

   報償費 報償金、償賜金等 

   旅費交通費 業務のための出張旅費

（研修に属するものを除

く。）等の費用 

   職員被服費   

   消耗品費 事務用、管理用等に使用

するものであって、１年

以内に消耗するものの費

用 

   消耗備品費 事務用、管理用の用具等

で、 1 年を超えて使用で

きるものであっても減価

償却を必要としないもの

の費用 

   光熱水費  

   燃料費  

   食糧費  

   印刷製本費  

   機械器具修 固定資産等の維持に必要
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繕費 な費用。ただし、固定資

産の価値が増加するよう

な改良拡張費は資産勘定

に含める。 

   建物修繕費  

   保険料  

   賃借料  

   通信運搬費  

   委託料  

   原材料  

   諸会費  

   雑費 前記の科目に属さない費

用。ただし、金額の大き

いものについては、独立

した勘定科目を設けて整

理 

   貸倒引当金

繰入額 

貸倒引当金として計上す

るための繰入額 

   貸倒損失   

   修繕引当金

繰入額 

  

   特別修繕引

当金繰入額 

 

  減価償却費     

    

  

建物減価償

却費 

 

   構築物減価

償却費 

 

   器械及び備  
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品減価償却

費 

   車両減価償

却費 

 

   放射性同位

元素減価償

却費 

 

   リース資産

減価償却費 

 

   その他有形

固定資産減

価償却費 

 

   無形固定資

産減価償却

費 

 

  資産減耗費     

   たな卸資産

減耗費 

 

   固定資産除

却費 

 

  研究研修費     

    研究材料費  

   謝金 研究研修のために招へい

した講師に対する謝礼金

等の費用 

   図書費 研究研修用図書（定期刊

行物を含む。）の費用 

   旅費 学会、講習会出席等の旅

費又はこれらに対する補
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助額 

   研究雑費 研究研修のための印刷

費、消耗品費、研修会費

等の前記の科目に属さな

い費用 

 医業外費用     

   

  

  

支払利息及

び企業債取

扱諸費 

    

    企業債利息  

   一時借入金

利息 

 

  長期前払消

費税償却 

 長期前払消費税の償却額 

  保育所運営

費 

  院内保育所運営に要する

費用 

  患者外給食

材料費 

 （ア） 従業員、付添人等

の給食のために消費す

る食品の費用 

（イ） 従業員、付添人等

の給食用具等であっ

て、１年以内に消耗す

るものの費用 

  雑損失   前記の科目に属さない費

用。ただし、金額の大き

いものについては、独立

した勘定科目を設けて整

理 

   不用品売却  
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原価 

    その他雑損

失 

 

  消費税及び

地方消費税 

    

  雑支出     

 特別損失      

   

  

固定資産売

却損 

    

  過年度損益

修正損 

    

  臨時損失   災害等による損失 

  減損損失   事業年度の末日において

予測することができない

減損が生じたもの又は減

損損失を認識すべきもの

の当該生じた減損による

損失又は認識すべき減損

損失の額 

  その他特別

損失 

   

  

  予備費   

資産 

固定資産 

 区分   款   項   目     備考 

固定資産  

有形固定資

産 

     

１単位の（１個、１セ

ット、１台等）の取得

価格が１０万円以上で
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あって、耐用年数が１

年以上のもの（固定資

産の取得価格には手数

料、周旋料、搬入費、

据付費等のこれを取得

するために要した費用

を含む。） 

    土地     

    建物   建物附属設備を含む。 

    建物減価償

却累計額 

    

    構築物   煙突、貯水池、門、囲

障など建物以外の工作

物であって土地に固定

されたもの 

    構築物減価

償却累計額 

    

    器械及び備

品 

    

    器械及び備

品減価償却

累計額 

    

    車両     

    車両減価償

却累計額 

    

    リース資産    

      所有権移転

リース資産 

  

      所有権移転

外リース資
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産 

    リース資産

減価償却累

計額 

    

      所有権移転

リース資産

減価償却累

計額 

  

      所有権移転

外リース資

産減価償却

累計額 

  

    建設仮勘定   有形固定資産の建設又

は改良のため支出した

工 事 費 （ 前 払 金 を 含

む。） 

  その他有形

固定資産 

 上記以外の有形固定資

産 

  その他有形

固定資産減

価償却累計

額 

  

  無形固定資

産 

     

  借地権  土地の上に設定された

民法 ( 明治２９年法律

第８９号 ) 第６０１条

に規定する権利 

  地上権  民法第２６５条に規定
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する権利 

    電話加入権   電話債券は、その他投

資に含める。 

  施設利用権   

    リース資産     

      所有権移転

リース資産 

  

      所有権移転

外リース資

産 

  

  その他無形

固定資産 

 上記以外の無形固定資

産 

  投資その他

の資産 

      

    長期貸付金     

    長期前払消

費税 

   

    その他投資     

流動資産 

  区分   款   項   目     備考 

流動資産         

  現金・預金       

    現金     

    預金   

  未収金       

    医業未収金   医業収益に係る未収額 

    その他未収

金 

  医業未収金以外の未収額 

 有価証券   国債、地方債、株式社債
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等の随時現金化できる有

価証券で一時的に所有す

るもの。ただし、１年を

超えて所有するものは含

めない。 

  貯蔵品       

    薬品  薬品（薬品費参照）のた

な卸高 

    診療材料  診療材料（診療材料費参

照）のたな卸高 

  給食材料  給食材料（診療材料費及

び患者外給食材料費参

照）のたな卸高 

  医療消耗備

品 

 医療消耗備品（医療消耗

備品費参照）のたな卸高 

  消耗備品  消耗備品（消耗備品費参

照）のたな卸高 

  燃料  燃料のたな卸高 

  その他貯蔵

品 

 上記以外のたな卸資産 

 短期貸付金    

  一時貸付金   

  他会計貸付

金 

  

  職員貸付金   

 前払費用    
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  前払保険料   

  その他前払

費用 

  

  前払金     たな卸資産等の購入手付

金及び修繕工事の予約、

修繕工事の予納金として

前渡した金額、その他こ

れに類するもの 

  仮払金       

    仮払金     

    仮払消費税

及び地方消

費税 

    

    特定収入仮

払消費税 

    

  立替金       

    立替金     

  貸倒引当金       

    貸倒引当金     

 その他流動

資産 

   

負債 

固定負債 

 区分   款   項   目     備考 

固定負債         

  企業債       

    建設改良費

等の財源に

充てるため

  建設改良費等の財源に充

てるために発行する企業

債（１年内に償却期限の
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の企業債 到来するものを除く。） 

    その他企業

債 

  建設改良費等以外の財源

に充てるために発行する

企業債（１年内に償却期

限の到来するものを除

く。） 

  他会計借入

金 

     

    建設改良費

等の財源に

充てるため

の借入金 

  建設改良費等の財源に充

てるために他の会計から

繰り入れた借入金（１年

内に返済期限の到来する

ものを除く。） 

    その他長期

借入金 

  建設改良費等以外の財源

に充てるために他の会計

から繰り入れた借入金

（１年内に返済期限の到

来するものを除く。） 

  リース債務     ファイナンス・リース取

引におけるリース債務

( １年内に支払期限の到

来するものを除く。 )  

    リース債務     

  引当金      

    特別修繕引

当金 

  数事業年度ごとに定期的

に行われる特別の大修繕

に備えて計上する引当金

（１年内に使用される見

込みのものを除く。） 
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  その他固定

負債 

      

    その他固定

負債 

    

流動負債 

 区分   款   項   目     備考 

流動負債        

 一時借入金      

   

  

一時借入金    

 企業債       

   

  

  

  

建設改良費

等の財源に

充てるため

の企業債 

  １年内に償還期限の到来

する建設改良費等の財源

に充てるために発行する

企業債 

  その他企業

債 

  １年内に償還期限の到来

する建設改良費等以外の

財源に充てるために発行

する企業債 

 借入金      

   

  

  

建設改良費

等の財源に

充てるため

の借入金 

  １年内に返済期限の到来

する建設改良費等の財源

に充てるために他の会計

から繰り入れた借入金 

  その他長期

借入金 

  １年内に返済期限の到来

する建設改良費等以外の

財源に充てるために他の

会計から繰り入れた借入

金 
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 リース債務       

   

  

リース債務   ファイナンス・リース取

引におけるリース債務

( １年内に支払期限の到

来するものを除く。 )  

 未払金     

  医業未払金   通常の取引に基づいて発

生した医業費用の未払額

（たな卸資産の買掛金を

含む。） 

  医業外未払

金 

    

    

  

未払消費税

及び地方消

費税 

  

   その他医業

外未払金 

  

  その他未払

金 

  償却資産に対する未払額 

 未払費用     未払賃借料、未払利息、

未払委託費 

   未払費用     

 前受金       

   

  

前受金     

 引当金       

   賞与引当金   翌事業年度に支払う賞与

のうち、当年度負担相当

額を見積もり計上する引

当金 
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  法定福利引

当金 

 翌事業年度に支払う賞与

に伴う法定福利費のう

ち、当該年度負担相当額

を見積もり計上する引当

金 

   修繕引当金   毎事業年度行われる通常

の修繕が何らかの理由で

行われなかった場合にお

いて、その修繕に備えて

計上する引当金 

  特別修繕引

当金 

 数事業年度ごとに定期的

に行われる特別の大修繕

に備えて計上する引当金

のうち 1 年内に使用され

る見込みのもの 

  その他引当

金 

  

 その他流動

負債 

      

   預り金     

   仮受消費税

及び地方消 

    

  費税   

繰延収益 

  区分   款   項   目     備考 

繰延収益         

  

 

 

長期前受金 

 

 

    償却資産の取得又は改良

に充てるための補助金、

負担金その他これらに類
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するものの交付を受けた

金額に相当する額 

  長期前受金   

   国県補助金

長期前受金 

 

   受贈財産評

価額長期前

受金 

 

 長期前受金

収益化累計

額 

     

   

  

  

長期前受金

収益化累計

額 

    

    

  

国県補助金

長期前受金

収益化累計

額 

  

   受贈財産評

価額長期前

受金収益化 

  

   累計額  

資本 

資本金 

 区分   款   項   目     備考 

資本金         

  資本金       

    固有資本金     

88



 

    組入資本金    

    繰入資本金     

剰余金 

 区分   款   項   目     備考 

剰余金         

  

  

資本剰余金       

   

  

国県補助金     

  受贈財産評

価額 

   

 利益剰余金       

   

 

減債積立金     

  当年度未処

分利益剰余

金 

   

    繰越利益剰

余金年度末

残高 

 

    当年度純利

益 

 

    その他未処

分利益剰余

金変動額 

  

 欠損金       

    当年度未処     

  理欠損金   
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第４８号様式を次のように改める。 

第４８号様式（第７８条関係） 

 損益計算書 

            年度 甲府市病院事業損益計算書 

          (  年 月 日から 年 月 日まで )  

 １ 医 業 収 益 

  ⑴ 何 々          ×××× 

  ⑵ 何 々          ××××   ×××× 

 ２ 医 業 費 用 

  ⑴ 何 々          ×××× 

  ⑵ 何 々          ××××   ×××× 

   医業利益（医業損失） 

 ３ 医 業 外 収 益 

  ⑴ 何 々          ×××× 

  ⑵ 何 々          ××××   ×××× 

 ４ 医 業 外 費 用 

  ⑴ 何 々          ×××× 

  ⑵ 何 々          ××××   ××××   ×××× 

    経常利益（経常損失）                   ×××× 

 ５ 特 別 利 益 

  ⑴ 何 々          ×××× 

  ⑵ 何 々          ××××   ×××× 

 ６ 特 別 損 失  

  ⑴ 何 々          ×××× 

  ⑵ 何 々         ××××   ××××   ×××× 

    当年度純利益（当年度純損失）              ×××× 

    前年度繰越利益剰余金（前年度繰越欠損金）        ×××× 

    その他未処分利益剰余金変動額              ×××× 

    当年度未処分利益剰余金 ( 当年度未処理欠損金）      ×××× 
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第４９号様式を次ように改める。 

第４９号様式（第７８条関係） 

 貸借対照表 

            年度 甲府市病院事業貸借対照表 

              （ 年 月 日） 

        資 産 の 部 

 １ 固 定 資 産 

  ⑴ 有形固定資産 

   ア 何 々          ×××× 

      減価償却累計額 

   イ 何 々    ×××× 

      減価償却累計額   ××××  ×××× 

       有形固定資産合計               ×××× 

  ⑵ 無形固定資産 

   ア 何 々         ×××× 

   イ 何 々         ×××× 

       無形固定資産合計               ×××× 

  ⑶ 投資 

   ア 何 々         ×××× 

   イ 何 々         ×××× 

      投資合計                     ×××× 

      固 定 資 産 合 計              ×××× 

 ２ 流 動 資 産 

  ⑴ 現 金 ・ 預 金               ×××× 

  ⑵ 未 収 金       ×××× 

     貸倒引当金        ××××    ×××× 

  ⑶ 貯 蔵 品                ×××× 

  ⑷ 仮 払 金               ×××× 

   流 動 資 産 合 計                ×××× 

     資 産 合 計                   ×××× 
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        負 債 の 部  

 ３ 固 定 負 債 

  ⑴ 企  業  債 

   ア 何 々              ×××× 

   イ 何 々              ×××× 

     企  業  債  合  計                   ×××× 

  ⑵ 他  会  計  借  入  金 

   ア 何 々              ×××× 

   イ 何 々              ×××× 

     他会計借入金合計             ×××× 

  ⑶ リ  ー  ス  債  務             ×××× 

  ⑷ 引 当 金 

      ア 何 々      ×××× 

      イ 何 々       ×××× 

      引当金合計                      ×××× 

      固 定 負 債 合 計                ×××× 

   

 ４ 流 動 負 債 

  ⑴ 一 時 借 入 金                ×××× 

  ⑵ 企 業 債               

   ア 何 々           ×××× 

   イ 何 々           ×××× 

      企  業  債  合  計              ×××× 

  ⑶ 借  入  金               

   ア 何 々           ×××× 

   イ 何 々           ×××× 

      借  入  金  合  計              ×××× 

  ⑷ リ  ー  ス  債  務                ×××× 

    ⑸  未  払  金                    ×××× 

  ⑹ 引  当  金                
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  ア 何 々                ×××× 

      イ 何 々                 ×××× 

         引  当  金  合  計              ×××× 

  ⑺ その他流動負債                  ×××× 

     流  動  負  債  合  計            ×××× 

 ５ 繰延収益 

  ⑴  長 期 前 受 金                    ×××× 

   ア 何 々                ×××× 

      イ 何 々                 ×××× 

  ⑵ 長期前受金収益化累計額              ×××× 

   ア 何 々                ×××× 

      イ 何 々                 ×××× 

     繰  延  収  益  合  計                 ×××× 

      負  債  合  計                    ×××× 

            資 本 の 部 

 ６ 資 本 金 

       資  本  金  合  計                  ×××× 

 ７ 剰 余 金 

  ⑴ 資 本 剰 余 金 

   ア 何 々         ×××× 

   イ 何 々         ×××× 

    資本剰余金合計                ×××× 

  ⑵ 利 益 剰 余 金 

   ア 何 々         ×××× 

   イ 何 々         ×××× 

      利  益  剰  余  金  合  計              ×××× 

  ⑶ 欠 損 金  

   ア 何 々         ×××× 

      欠  損  金  合  計            ×××× 

       剰 余 金 合 計                 ×××× 
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       資 本 合 計                   ×××× 

       負 債 資 本 合 計               ×××× 
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第５４号様式の次に次の１様式を加える。 

第５４号の２様式（第７８条関係） 

         年度 甲府市病院事業キャッシュフロー計算書 

          （ 年 月 日から 年 月 日まで） 

  １ 業務活動によるキャッシュフロー   

    何 々                        ××××  

    何 々                        ×××× 

      小 計 

 何 々                        ×××× 

    何 々                        ××××

    業務活動によるキャッシュ・フロー             ×××× 

     

    

  ２ 投資活動によるキャッシュフロー・フロー 

    何 々                        ×××× 

    何 々                        ×××× 

    投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

  ３ 財務活動によるキャッシュフロー 

    何 々                        ×××× 

    何 々                        ×××× 

    財務活動によるキャッシュ・フロー             ×××× 

 

    資金増減額（△は減少）                  ×××× 

    資金期首残高                       ×××× 

    資金期末残高                       ×××× 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後の甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規 

 定は、平成２６年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成 

 ２５年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例によ 

 る。 
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 甲府市墓地条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

  

  

甲府市規則第１４号 

   甲府市墓地条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市墓地条例施行規則（昭和３４年１０月規則第３２号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条第１項第４号中「地下納骨施設」を「地上納骨施設」に改める。 

 第２号様式第２頁中「甲府市指令第   号」を「指令第   号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市地方卸売市場事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市地方卸売市場事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する  

   規則 

 甲府市地方卸売市場事業の財務に関する特例を定める規則（昭和４９年３月規則

第１９号）の一部を次のように改正する。 

「第３節 たな卸（第４４ 

                          第４節 たな卸資産の評 

条～第４９条） 

価（第４９条の２）」 

「 第４節 減価償却（第６２条・第６３条） 

第５節 固定資産の評価（第６３条の２・第６３条の３） 

第５章の２ リース会計に係る特例（第６３条の４） 

第５章の３ 引当金（第６３条の５）          」 

 第３９条第２号中「前号」を「前２号」に、「見積価額」を「評価額」に改め、 

同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額  

第４章に次の１節を加える。 

    第４節 たな卸資産の評価 

第４９条の２ 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日に 

 おける当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの（重要性の乏しいものを除く。） 

 について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければな 

 らない。 

目次中「第３節 たな卸（第４４条～第４９条）」を 

に、「第４節  減価償却（第６２条・第６３条）」を  

に改める。 
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２ 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。 

３ 第１項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の 

 部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものを 

 いう。 

４ 第１項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価 

 による評価を行わず、受入価格を帳簿価額とする。 

 第５０条各号を次のように改める。 

 ⑴ 有形固定資産 

  ア 土地 

  イ 建物 

  ウ 構築物 

  エ 器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価額が１０万円以上のものに

限る。） 

  オ 車両運搬具 

  カ リース資産（市場事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の

借主である資産であって、当該リース物件がアからオまで及びクに掲げるも

のである場合に限る。） 

  キ 建設仮勘定（イからオまでに掲げる資産であって、事業の用に供するもの

を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した

材料をいう。） 

  ク その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

 ⑵ 無形固定資産 

  ア 借地権 

  イ 地上権 

  ウ 電話加入権 

  エ 施設利用権 

  オ リース資産（市場事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の

借主である資産であって、当該リース物件がアからエまで及びカに掲げるも

のである場合に限る。） 

  カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 
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 ⑶ 投資その他の資産 

  ア 投資有価証券 

イ 長期貸付金 

  ウ 長期前払消費税 

  エ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの 

 第５１条第４号中「無償で譲り受けた無形固定資産以外の」を「譲与、贈与その

他無償で取得した」に、「取得価額」を「取得価格」に、「適正な見積価額」を

「公正な評価額」に改める。 

 第５３条の見出し中「無償譲り受け」を「無償譲受」に改め、同条第１項第３号

を次のように改める。 

 ⑶ 譲り受けようとする固定資産の評価額 

 第６３条中「）第８条第３項」を「。以下「施行規則」という。）第１５条第３ 

項」に改める。 

 第５章に次の１節を加える。 

    第５節 固定資産の評価 

 （減損に係る会計処理） 

第６３条の２ 経営管理課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測 

することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を

認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損

による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額

として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。 

 （減損損失の認識） 

第６３条の３ 経営管理課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該 

固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならな  

い。 

２ 経営管理課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減 

損損失の額を測定しなければならない。 

３ 前２項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、市場事業における固定資産 

 を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものと 

 する。 
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 第５章の次に次の２章を加える。 

   第５章の２ リース会計に係る特例 

 （重要性の乏しいリース資産についての特例） 

第６３条の４ 前章の規定にかかわらず、第５０条第１号カ及び第２号オに掲げる 

リース資産（重要性の乏しいものに限る。）については、施行規則第５５条第３

号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。 

２ 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれ 

かに該当するものをいう。 

⑴ 購入時に費用処理するものであること。 

⑵ リース期間が１年以内であること。 

⑶ １契約当たりのリース料の総額が３００万円以下であること。 

   第５章の３ 引当金 

 （引当金の計上） 

第６３条の５ 将来の特定の費用又は損失（施行規則第２２条に規定するものに限 

 る。）の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等（同条に規 

 定する予定貸借対照表等をいう。）に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引 

 当額を費用に計上するものとする。 

 ⑴ 賞与引当金 

 ⑵ 法定福利費引当金 

⑶ 修繕引当金 

⑷ 特別修繕引当金 

⑸ 貸倒引当金 

第６９条中第３号及び第４号を削り、第５号を第６号とし、第２号の次に次の３

号を加える。 

 ⑶ 繰延収益の償却 

 ⑷ 資産の評価 

 ⑸ 第６３条の５各号に掲げる引当金の計上 

 第７１条中「５月２０日」を「５月３１日」に改め、第６号から第９号までを削

り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、市場長 
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は、併せて証書類、当該年度の事業報告書、キャッシュ・フロー計算書並びに収

益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。こ

の場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとす

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

勘定科目 

収益 

  款   項    目   節      備考 

市場事業収

益 

        

営 業 収 益        

  売 上 高 割 使

用 料 

    

  売 上 高 割 使

用 料 

卸売業者売上高割使用料 

仲卸業者売上高割使用料 

施 設 使 用 料     

  施 設 使 用 料 卸売業者売場その他施設使

用料 

そ の 他 の 営

業 収 益 

    

  雑 収 益 電気料金、井水料金等 

営 業 外 収

益  

      

  受 取 利 息 及

び 配 当 金 

    

  預 金 利 息   

有 価 証 券 利

息  

  

配 当 金   
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県 補 助 金     

  地 方 卸 売 市

場 建 設 債 

  

利 子 補 給 補

助 金 

  

他 会 計 補 助

金  

    

長 期 前 受 金

戻 入 

 施行規則第 21条第 2 項又は

第 3 項の規定により償却し

た長期前受金の額のうち営

業外収益として整理するも

の 

 国 県 補 助 金

長 期 前 受 金

戻 入 

 

 受 贈 財 産 評

価 額 長 期 前

受 金 戻 入 

 

 一 般 会 計 補

助 金 長 期 前

受 金 戻 入 

 

雑 収 益     

  有 価 証 券 売

却 収 益 

  

不 用 品 売 却

等 収 益 

  

修 繕 引 当 金

戻 入 

 

貸 倒 引 当 金

戻 入 
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そ の 他 雑 収

益  

  

消 費 税 及 び

地 方 消 費 税

還 付 金 

    

  消 費 税 及 び

地 方 消 費 税

還 付 金 

納税計算による消費税及び

地方消費税還付金 

特 別 利 益        

  固 定 資 産 売

却 益 

    

  固 定 資 産 売

却 益 

  

過 年 度 損 益

修 正 益 

    

  過 年 度 損 益

修 正 益 

  

そ の 他 特 別

利 益 

    

  そ の 他 特 別

利 益 

  

費用 

  款   項    目   節      備考 

市場事業費

用 

        

  営 業 費 用        

  一 般 管 理 費     

  給 料 職員の本給 

手 当 職員の扶養、暫定、期末、
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超過勤務、特殊勤務手当等

の諸手当及び児童手当 

賞 与 引 当 金

繰 入 額 

賞与引当金として計上する

ための繰入額 

賃 金 臨時職員及び人夫の賃金 

報 酬 特別職の職員で非常勤のも

の、嘱託員等に対する報酬 

法 定 福 利 費 事業主負担の健康保険料、

共済費等 

法 定 福 利 費

引 当 金 繰 入

額  

法定福利費引当金として計

上するための繰入額 

報 償 費 報償金、賞賜金等 

旅 費 旅費に関する規定等に基づ

いて職員等に支給する旅費 

被 服 費 職員に貸与する被服の購入

費 

備 消 耗 品 費 事務用消耗品並びに耐用年

数 1 年未満又は取得価額 10

万円未満の器具及び備品の

購入費 

燃 料 費 工事用、自動車用及び暖房

用燃料費 

光 熱 水 費 電気料金、ガス料金等 

印 刷 製 本 費 文書、図面、帳簿等の印刷

費及び伝票、帳簿等の製本

費 

通 信 運 搬 費 はがき、郵便切手、電信電

話 料 、 電 話 加 入 移 転 架 設

料、乗車船券類、運送料等 
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広 告 料 広告及び宣伝に関する費用 

手 数 料 公金取扱及び訴訟の手数料

等 

賃 借 料 自動車借上料等 

修 繕 料 器械備品、車両等の修繕に

要する費用 

負 担 金 及 び

補 助 金 

  

食 糧 費 会議のための茶菓、弁当代

等 

保 険 料 自動車損害賠償責任保険等

の保険料 

補 償 費 補償金、賠償金、見舞金等 

公 課 費   

雑 費   

 貸 倒 引 当 金

繰 入 額 

貸倒引当金として計上する

ための繰入額 

 貸 倒 損 失 貸倒れによる損失額 

施 設 管 理 費     

  賃 金   

備 消 耗 品 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

修 繕 料 有形固定資産等の維持修繕

に要する費用 

修 繕 引 当 金

繰 入 額 

修繕引当金として計上する

ための繰入額 

特 別 修 繕 引

当 金 繰 入 額 

特別修繕引当金として計上

するための繰入額 

手 数 料 汚水処理手数料等 
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保 険 料 事業用財産に対する損害保

険料 

委 託 料 警備業務、清掃業務等の委

託に要する費用 

工 事 請 負 費 有形固定資産等の修繕工事

費 

材 料 費 有形固定資産等の維持修繕

に要する材料費 

負 担 金 及 び

補 助 金 

  

減 価 償 却 費     

  有 形 固 定 資

産 減 価 償 却

費  

建 物 、 構 築 物 、 車 両 運 搬

員、器具、備品、リース資

産等（耐用年数 1 年未満又

は取得価額 10万円未満のも

のを除く。）の償却費 

無 形 固 定 資

産 減 価 償 却

費  

電話加入権、リース資産等 

資 産 減 耗 費     

  固 定 資 産 除

却 費 

有形固定資産の除却損又は

廃棄損及び撤去費 

た な 卸 資 産

減 耗 費 

たな卸資産のき損、変質又

は滅失による除却費及び低

価法による評価損 

営 業 外 費

用  

      

  支 払 利 息 及

び 企 業 債 取

扱 諸 費 

    

107



 

  企 業 債 利 息   

一 時 借 入 金

利 息 

  

  企 業 債 手 数

料 及 び 取 扱

費  

  

関 係 業 界 補

助 費 

    

  関 係 業 界 補

助 金 

  

消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 

    

  消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 

消費税及び地方消費税納税

額 

雑 支 出     

  不 用 品 売 却

原 価 

  

  そ の 他 雑 支

出  

  

特 別 損 失        

  固 定 資 産 売

却 損 

    

  固 定 資 産 売

却 損 

  

減 損 損 失   

 減 損 損 失 事業年度の末日において予

測することができない減損

が生じたもの又は減損損失

を認識すべきものの当該生

じた減損による損失又は認
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識すべき減損損失の額 

災 害 に よ る

損 失 

  

 災 害 に よ る

損 失 

災害による巨額の臨時損失 

過 年 度 損 益

修 正 損 

    

  過 年 度 損 益

修 正 損 

  

そ の 他 特 別

損 失 

    

  そ の 他 特 別

損 失 

  

資産 

  款   項    目   節      備考 

固定資産         

  有 形 固 定

資 産  

      

  土 地     

建 物   附属設備を含む。 

建 物 減 価 償

却 累 計 額 

    

構 築 物   門、フェンス等建物以外の

工作物で土地に定着された

もの 

構 築 物 減 価

償 却 累 計 額 

    

器 具 及 び 備

品  

  器具及び電話設備、机等の

備品で耐用年数 1 年以上で
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あり、かつ、取得価額が 10

万円以上のもの 

器 具 及 び 備

品 減 価 償 却

累 計 額 

    

車 両 及 び 運

搬 具 

 自動車その他の陸上運搬具 

車 両 及 び 運

搬 具 減 価 償

却 累 計 額 

  

リ ー ス 資 産   有形固定資産（建設仮勘定

を除く。）に係るファイナ

ンス ･ リース取引における

リース資産 

リ ー ス 資 産

減 価 償 却 累

計 額 

  

建 設 仮 勘 定   有形固定資産の建設又は改

良のため支出した工事費

（前払金等を含む。） 

そ の 他 有 形

固 定 資 産 

    

そ の 他 有 形

固 定 資 産 減

価 償 却 累 計

額  

    

無 形 固 定

資 産  

      

  電 話 加 入 権     

リ ー ス 資 産   
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そ の 他 無 形

固 定 資 産 

    

投 資        

  出 資 額     

投 資 有 価 証

券  

  金融商品取引法（昭和 23年

法律第 25号）第 2 条に規定

する有価証券で投資の目的

をもって所有するもの 

そ の 他 投 資     

流動資産         

  現 金 ・ 預

金  

      

  現 金   現金、当座預金、支払期限

の到来した公社債の利札、

小切手等 

預 金   貸借対照表日から起算して

1 年内に期限が到来する定

期預金、普通預金等 

未 収 金        

  営 業 未 収 金   営業活動に係る収益の未収

入額 

  未 収 売 上 高

割 使 用 料 

  

未 収 施 設 使

用 料 

  

そ の 他 営 業

未 収 金 

  

営 業 外 未 収

金  

    

そ の 他 未 収     
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金  

貸 倒 引 当

金  

   

有 価 証 券        

貯 蔵 品        

  消 耗 品     

前 払 費 用        

  前 払 保 険 金     

そ の 他 前 払

費 用 

    

前 払 金      物品の購入、工事の請負等

に際して前払された金額で

前払費用に属しないもの 

  営 業 前 払 金     

営 業 外 前 払

金  

    

前 払 消 費 税

及 び 地 方 消

費 税 

    

 そ の 他 前 払

金  

  

そ の 他 流

動 資 産  

      

  仮 払 消 費 税

及 び 地 方 消

費 税 

    

特 定 収 入 仮

払 消 費 税 及

び 地 方 消 費

税  

    

112



 

そ の 他 流 動

資 産 

    

負債 

  款   項    目   節      備考 

固定負債         

  企 業 債        

 建 設 改 良 費

等 の 財 源 に

充 て る た め

の 企 業 債 

 建設改良費等の財源に充て

るために発行する企業債

（１年内に償還期限の到来

するものを除く。） 

 そ の 他 の 企

業 債 

 建設改良費等以外の財源に

充てるために発行する企業

債（１年内に償還期限の到

来するものを除く。） 

他 会 計 借

入 金  

      

 建 設 改 良 費

等 の 財 源 に

充 て る た め

の 長 期 借 入

金  

 建設改良費等の財源に充て

るために他の会計から繰り

入れた借入金（１年内に返

済期限の到来するものを除

く。） 

 そ の 他 の 長

期 借 入 金 

 建設改良費等以外の財源に

充てるために他の会計から

繰り入れた借入金（１年内

に返済期限の到来するもの

を除く。） 

リ ー ス 債

務  

  ファイナンス・リース取引

におけるリース債務（１年

内に支払期限の到来するも
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のを除く。） 

引 当 金        

  修 繕 引 当 金   将来発生することが予想さ

れる多額の修繕費の準備の

ための引当額 

特 別 修 繕 引

当 金 

 数事業年度ごとに定期的に

行われる特別の大修繕に備

えて計上する引当金（１年

内に使用される見込みのも

のを除く。） 

そ の 他 引 当

金  

    

そ の 他 固

定 負 債  

      

流動負債         

  一 時 借 入

金  

      

企 業 債     

 建 設 改 良 費

等 の 財 源 に

充 て る た め

の 企 業 債 

 １年内に償還期限の到来す

る建設改良費等の財源に充

てるために発行する企業債 

 そ の 他 の 企

業 債 

 １年内に償還期限の到来す

る建設改良費等以外の財源

に充てるために発行する企

業債 

他 会 計 借

入 金  

 

   

 建 設 改 良 費  １年内に返済期限の到来す
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等 に 充 て る

た め の 長 期

借 入 金 

る建設改良費等の財源に充

てるために他の会計から繰

り入れた借入金 

 そ の 他 の 長

期 借 入 金 

 １年内に返済期限の到来す

る建設改良費等以外の財源

に充てるために他の会計か

ら繰り入れた借入金 

リ ー ス 債

務  

  １年内に支払期限の到来す

るファイナンス ･ リース取

引におけるリース債務 

未 払 金        

  営 業 未 払 金   営業活動に係る通常の取引

により発生する未払金 

営 業 外 未 払

金  

    

  未 払 消 費 税

及 び 地 方 消

費 税 

  

  そ の 他 営 業

外 未 払 金 

  

そ の 他 未 払

金  

    

未 払 費 用        

前 受 金        

引 当 金     

 賞 与 引 当 金  翌事業年度に支払う賞与の

うち、当年度負担相当額を

見積もり計上する引当金 

 法 定 福 利 費

引 当 金 

 翌事業年度に支払う賞与に

伴う法定福利費のうち、当
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年度負担相当額を見積もり

計上する引当金 

 修 繕 引 当 金  毎事業年度行われる通常の

修繕が何らかの理由で行わ

れなかった場合において、

その修繕に備えて計上する

引当金 

 特 別 修 繕 引

当 金 

 数事業年度ごとに定期的に

行われる特別の大修繕に備

えて計上する引当金のうち

１年内に使用される見込み

のもの 

 そ の 他 引 当

金  

  

そ の 他 流

動 負 債  

      

  預 り 保 証 金     

預 り 有 価 証

券  

    

預 り 金   

そ の 他 流 動

負 債 

    

仮 受 消 費 税

及 び 地 方 消

費 税 

    

繰延収益     

 長 期 前 受

金  

  償却資産の取得又は改良に

充てるための補助金、負担

金その他これらに類するも
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のの交付を受けた金額に相

当する額 

  長 期 前 受 金   

   国 県 補 助 金

長 期 前 受 金 

 

   受 贈 財 産 評

価 額 長 期 前

受 金 

 

   一 般 会 計 補

助 金 長 期 前

受 金 

 

 長 期 前 受

金 収 益 化

累 計 額  

   

  長 期 前 受 金

収 益 化 累 計

額  

  

   国 県 補 助 金

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計

額  

 

   受 贈 財 産 評

価 額 長 期 前

受 金 収 益 化

累 計 額 

 

   一 般 会 計 補

助 金 長 期 前

受 金 収 益 化

累 計 額 

 

資本 
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  款   項    目   節      備考 

資本金         

  自 己 資 本

金  

      

  固 有 資 本 金     

出 資 金     

組 入 資 本 金     

借 入 資 本

金  

      

  企 業 債     

剰余金         

  資 本 剰 余

金  

      

  再 評 価 積 立

金  

    

受 贈 財 産 評

価 額 

    

寄 附 金     

国 県 補 助 金     

  国 庫 補 助 金   

  県 補 助 金   

他 会 計 補 助

金  

    

  一 般 会 計 補

助 金 

  

そ の 他 資 本

剰 余 金 

    

利 益 剰 余

金  
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  減 債 積 立 金     

利 益 積 立 金     

建 設 改 良 積

立 金 

    

当 年 度 未 処

分 利 益 剰 余

金 （ 又 は 当

年 度 未 処 理

欠 損 金 ） 

    

  繰 越 利 益 剰

余 金 年 度 末

残 高 （ 又 は

繰 越 欠 損 金

年 度 末 残

高 ） 

  

当 年 度 純 利

益 （ 又 は 当

年 度 純 損

失 ） 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ この規則による改正後の甲府市地方卸売市場の財務に関する特例を定める規則 

の規定は、平成２６年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、

平成２５年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例に

よる。 
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 甲府市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

  

  

甲府市規則第１６号 

   甲府市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市都市公園条例施行規則（昭和３５年１１月規則第４４号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第４条の２中「第７条第１項第３号」を「第７条第２項」に改める。 

 別表中「１，０５０円」を「１，０８０円」に、「８４０円」を「８６０円」 

に、「５２０円」を「５４０円」に、「１５０円」を「１６０円」に 、 

「１，７８０円」を「１，８３０円」に改める。 

 第８号様式から第１４号様式までの規定中「甲府市指令第   号」を「指令 

第   号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第４条の２の改正規定

及び第８号様式から第１４号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。 
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 遊亀公園附属動物園規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

  

  

甲府市規則第１７号 

   遊亀公園附属動物園規則の一部を改正する規則 

 遊亀公園附属動物園規則（昭和３３年１０月規則第３６号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項第２号を次のように改める。 

 ⑵ 半額入園券（第３号様式）（次条の規定により減額許可を受けた者に限

る。） 

 第４条に次の１項を加える。 

３ 販売する入園券には領収印を押印するものとする。 

 第１号様式を次のように改める。 

第１号様式（第４条関係） 

                 

 

 ６ｃｍ 

 

 

 

１５ｃｍ 

第２号様式を次のように改める。 

第２号様式（第４条関係） 

 

 

 

甲府市 

遊亀公園附属動物園 

大人入園券（控）  大人入園券 

          ３２０円 

 №       当日一人一回限り 

 

 

 

 

No  

 

 

 

  （図柄） 
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 ６ｃｍ 

 

 

 

１５ｃｍ 

 第３号様式を次のように改める。 

第３号様式（第４条関係） 

            

 

 

 

 

 

 １８ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２．５ｃｍ 

注 ２枚複写とする。 

第４号様式を次のように改める。 

第４号様式 削除 

 第５号様式を次のように改める。 

第５号様式（第４条関係） 

甲府市 

遊亀公園附属動物園 

子供入園券（控）  子供入園券 

           ３０円 

 №       当日一人一回限り 

 

 

 

 

No  

 

 

 

  （図柄） 

 

   遊亀公園附属動物園半額入園券 

 

No  

入 園 料  

   人 数  金 額 

 大 人    人     円  

 子 供    人     円  

  計     人     円  

備  考  

１有効期間は当日限り 

２取扱者印なきものは 

無 効 

取 扱 者 印  

     甲    府    市  
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 １８ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    １２．５ｃｍ 

     注 ２枚複写とする。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   遊亀公園附属動物園団体入園券 

 

No  

団 体 名  

(責任者 ) 

住  所  

氏  名  

 

入 園 料  

 人  数  金  額  

大  人        人         円  

子  供     人     円  

 計     人     円  

備  考  

１有効期間は当日限り 

２取扱者印なきものは 

無 効  

取 扱 者 印  

     甲    府    市  
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規程  
 

甲府市規程第１号 

 甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

   甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第２条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の一号を加える。 

  ⑷ 参事 規則に定める参事をいう。 

  第８条第１項の表中「及び課長」を「、課長及び参事」に、「、課長」を 

「、課長、参事」に、「係る係長」を「係る参事及び係長」に改め、同条第２項

中「又は課長」を「、課長又は参事」に改め、「、課長」の次に「、参事」を加

える。 

  別表第１の２組織・人事及び研修に関する事項の表第８号、第２０号、第２６ 

号及び第２８号中「課長」を「課長及び参事」に改める。 

 別表第２総務部、総務総室の表に次の１表を加える。 

  情 報    

    項 目          決 定 区 分   備 考 

 副市長  部長等  室 長   課 長  

１  情 報 化 施 策 に 関 す

る 事 項  

          

⑴  情 報 化 施 策 に 関

す る こ と 。  

  重 要  一 般 的  軽 易    

⑵  行 政 手 続 の 電 子

化 に 係 る 共 同 処 理

に 関 す る こ と 。  

  同 上  同 上  同 上    

２  情 報 シ ス テ ム に 関

す る 事 項  
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⑴  情 報 シ ス テ ム の

開 発 等 に 関 す る こ

と 。  

  重 要  一 般 的  軽 易    

⑵  情 報 シ ス テ ム の

管 理 運 営 に 関 す る

こ と 。  

  同 上  同 上  同 上    

⑶  情 報 シ ス テ ム 適

用 業 務 の 調 査 研 究

に 関 す る こ と 。  

  同 上  同 上  同 上    

⑷  情 報 シ ス テ ム に

係 る 記 録 情 報 の 保

護 に 関 す る こ と 。  

  同 上  同 上  同 上    

 別表第２総務部、人事管理室、人事の表第２項第３号中「課長」を「課長及び

参事」に改める。 

別表第２総務部、契約管財室、契約の表の次に次の１表を加える。 

 指 導 検 査    

    項 目          決 定 区 分   備 考 

 副市長  部長等  室 長   課 長  

１  技 術 指 導 に 関 す る

事 項  

          

⑴  技 術 的 事 項 の 調

査 に 関 す る こ と 。  

       ○     

⑵  関 係 部 等 と の 連

絡 に 関 す る こ と 。  

       ○     

⑶  工 事 の 設 計 変 更

等 の 調 整 、 審 査 に

関 す る こ と 。  

    1,000 万 円  

以 上  

2 0 0万 円 以

上 1,000万

円 未 満  

  

⑷  工 事 の 設 計 施 工

管 理 及 び 検 査 等 の

委 託 に 係 る 調 整 に

関 す る こ と 。  

       ○     

⑸  設 計 、 積 算 技 法

の 調 査 及 び 指 導 に

関 す る こ と 。  

       ○     

２  工 事 検 査 に 関 す る

事 項  

          

⑴  工 事 検 査 計 画 の

作成 に 関 す る こ

       ○     
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と 。  

⑵  請 負 工 事 連 絡 票

を 受 理 す る こ と 。  

    1,000 万 円

以 上  

2 0 0万 円 以

上 1,000万

円 未 満  

  

⑶  竣 工 及 び 出 来 高

を 認 定 す る こ と 。  

    1,000 万 円

以 上  

2 0 0万 円 以

上 1,000万

円 未 満  

  

⑷  検 査 調 書 に 関 す

る こ と 。  

    1,000 万 円

以 上  

2 0 0万 円 以

上 1,000万

円 未 満  

  

⑸  工 事 の 手 直 し 通

知 に 関 す る こ と 。  

       ○     

⑹  検 査 台 帳 の 管 理

に 関 す る こ と 。  

       ○     

 別表第２総務部、契約管財室、情報の表を削る。 

 別表第２総務部、指導検査室の表を削る。 

 別表第２市民部、市民協働室、消費生活センターの表中第６項を第７項とし、 

第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３  自 転 車 対 策 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  駐 輪 場 の 管 理 運

営 に 関 す る こ と 。  

    ○    

⑵  放 置 自 転 車 に 関

す る こ と 。  

    ○    

 別表第２市民部、中道支所、振興の表中「振興」を「市民」に改める。 

 別表第２福祉部、福祉総室、総務の表中第１項を削り、第２項を第１項とし、 

第３項を削り、第４項を第２項とし、第５項を第３項とし、第６項を第４項と

し、同表の次に次の１表を加える。 

 福 祉 計 画 課    

    項 目          決 定 区 分   備 考 

副市長 部長等  室 長  課 長   

１  福 祉 諸 計 画 に 関 す

る 事 項  

          

⑴  福 祉 諸 計 画 の 調

整 に 関 す る こ と 。  

     ○      
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⑵  保 健 福 祉 計 画 推

進 会 議 に 関 す る こ

と 。  

     ○      

２  地 域 福 祉 計 画 に 関

す る 事 項  

        

⑴  地 域 福 祉 計 画 に

関 す る こ と 。  

     ○      

３  社 会 福 祉 協 議 会 に

関 す る 事 項  

        

⑴  社 会 福 祉 協 議 会

と の 連 絡 調 整 に 関

す る こ と 。  

      ○     

 別表第２福祉部、子ども家庭支援室、児童保育の表中第５項及び第６項を削

り、第７項を第５項とし、第８項を第６項とする。 

 別表第２産業部、農林振興室、林政の表第１項第１０号中「森林施業計画」を

「森林経営計画」に改め、同項に次の２号を加える。 

⑿  土 砂 埋 立 て 等 に

関 す る こ と 。  

    ○    

⒀  林 地 開 発 行 為 に

係 る 意 見 に 関 す る

こ と 。  

  ○      

 別表第２建設部、まち開発室、都市計画の表第９項第１号中「中心市街地定住

促進住宅取得支援」を「中心市街地定住促進に係る住宅取得及び住宅改修の支

援」に改め、同表建設部、まち保全室、地籍調査の表第１項第３号を次のように

改める。 

⑶  地 籍 図 及 び 地 籍

簿 の 認 証 請 求 に 関

す る こ と 。  

  ○  

  

     

別表第２建設部、まち保全室、地籍調査の表第１項第４号中「閲欄」を「閲

覧」に改め、同表市立甲府病院、診療支援部の表第２項中「診療支援等」を「医

療機器」に改め、同表に次の 1 項を加える。 

４  医 療 支 援 等 に 関 す              
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 る 事 項        

⑴  医 療 ス タ ッ フ の

業 務 緩 和 に 関 す る

こ と 。  

         ○       

⑵  病 歴 情 報 等 に 関

す る こ と 。  

         ○      

 別表第２市立甲府病院、医療安全管理室の表を削る。 

 別表第２市立甲府病院、地域医療連携室の表の次に次の２表を加える。 

 医 療 安 全 管 理 部  

    項 目          決 定 区 分   備 考 

副市長  院 長 部長等  室 長  課 長 

1  医 療 安 全 管 理 に 関

す る 事 項  

            

⑴  医 療 安 全 対 策 に

関 す る こ と 。  

  重 要      軽 易    

⑵  所 管 委 員 会 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

  重 要      軽 易    

2  感 染 管 理 に 関 す る

事 項  

            

⑴  感 染 防 止 対 策 に

関 す る こ と 。  

  重 要      軽 易    

⑵  所 管 委 員 会 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

  重 要      軽 易    

 

 医 療 総 合 研 修  

 セ ン タ ー  

 

    項 目          決 定 区 分  備 考 

副市長  院 長 部長等  室 長  課 長 

1  医 療 職 員 の 研 修 に

関 す る 事 項  

            

⑴  職 員 研 修 の 実 施

に 関 す る こ と 。  

  重 要    一 般 的  定 例 的 、

軽 易  

  

2  医 療 職 員 の 資 格 に

関 す る 事 項  

            

⑴  資 格 の 取 得 に 関

す る こ と 。  

  重 要    一 般 的  定 例 的 、

軽 易  

  

3  臨 床 研 修 医 に 関 す

る 事 項  

            

⑴  研 修 の 実 施 に 関   重 要    一 般 的  定 例 的 、   
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す る こ と 。  軽 易  

⑵  所 管 委 員 会 の 運

営 に 関 す る こ と 。  

  重 要    一 般 的  定 例 的 、

軽 易  

  

4  院 内 図 書 館 に 関 す

る 事 項  

            

⑴  管 理 ・ 運 営 に 関

す る こ と 。  

  重 要    一 般 的  定 例 的 、

軽 易  

  

（甲府市工事検査規程の一部改正） 

第２条 甲府市工事検査規程（昭和４５年５月規程第３号）の一部を次のように改 

 正する。 

 第８条第２項中「総務部指導検査室長及び同室に配置されている職員」を「総

務部指導検査課に配置されている職員及び指導検査担当課長」に改める。 

 第１２条の２中「総務部指導検査室長」を「総務部契約管財室長」に改める。 

（甲府市庁舎防火管理規程の一部改正） 

第３条 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  別表第１中「防災課施設係長」を「防災課防災係長」に改める。 

  別表第２中「支所振興課長」を「支所市民課長」に、「防災課施設係長」を 

「防災課防災係長」に改める。 

（甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正） 

第４条 甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程（平成１５年８月 

 規程第６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「市民課長」を「市民総室市民課長」に改める。 

  第６条第５項中「総務部契約管財室情報課」を「総務部総務総室情報課」に改 

める。 

 第７条第２項及び第１２条第２項中「市民課長」を「市民総室市民課長」に改

める。 

  附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市規程第２号 

 甲府市庁舎防火管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

 

   甲府市庁舎防火管理規程の一部を改正する規程 

 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「市役所相生仮本庁舎、市役所穴切仮庁舎」を「市役所本庁舎、市役所

西庁舎」に改める。 

 第３条の２中「市立甲府病院」を「次の各号に掲げる庁舎」に、「事務局長」を

「当該各号に定める職にある者」に改め、同条に次の２号を加える。 

⑴ 市役所本庁舎 総務部長 

⑵ 市立甲府病院 事務局長 

第９条第２項中「、副市長とし、副隊長は」を削り、同条第４項を削る。 

 別表第１中「市役所相生仮本庁舎」を「市役所本庁舎」に、「市役所穴切仮庁

舎」を「市役所西庁舎」に、「建設部長」を「公園緑地課長」に改める。 

別表第２中「市役所相生仮本庁舎」を「市役所本庁舎」に、「市役所穴切仮庁

舎」を「市役所西庁舎」に、「建設総室総務課長」を「公園緑地課長」に改める。 

 別表第３中「市役所相生仮本庁舎」を「市役所本庁舎」に改める。 

 別表第５を次のように改める。 

別表第５（第９条関係）  
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自
衛
消
防
隊
長

通報連絡係通報連絡班

第一消火係

第二消火係

負傷者の応急救護にあたる。

初期消火班

庁舎内に火災、地震その他災害の発生の状況を通報
するとともに、関係機関との連絡にあたる。

消火器による消火にあたる。

消火栓による消火にあたる。

要救助者の捜索及び救出にあたる。

応急救護班

救護係

救助係

避難誘導班

安全防護班

誘導係

防護措置係

避難者の誘導にあたる。

防火扉の閉鎖、その他門扉の開放及び消火活動等に
障害となる物件の除去にあたる。

 

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。                    
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告示 
 

甲府市告示第８０号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

   

平成２６年３月３日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        配当計算書（謄本） 税発第４６６１号 

             充当通知書     税発第４６６２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課 

132



甲府市告示第８１号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条の１５ 

第２項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防 

サービス事業者の事業廃止に係る届出が、次の者よりありましたので、同法７８条 

の１１及び第１１５条の２０の規定に基づき公示する。 

   

平成２６年３月４日 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 介護保険事業所番号    １９９０１０００７３ 

２ 事 業 所 の 名 称    小規模多機能型居宅介護センター「はるかぜ」 

３ 事 業 所 の 所 在 地    甲府市上町３３９－２ 

４ 当該事業所の申請者    甲府市増坪町６８１   

社会福祉法人 心和会 

会長 早川 勲 

５ サ ー ビ ス の 種 類    小規模多機能型居宅介護 

               介護予防小規模多機能型居宅介護 

６ 廃 止 年 月 日    平成２６年３月３１日 
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                           甲府市告示第８２号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ  

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成２６年３月５日 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第８３号  

 

別紙の者は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１ 

項の規定に基づき、住民票を職権消除したので、同条第４項の規定により公示す 

る。 

 

  平成２６年３月１０日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 
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甲府市告示第８４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月１０日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市大里町字中耕地４１６１番７、４１６１番９、 

   ４１６３番１から４１６３番９まで、４１６５番４ 

以上１２筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、下水道 

位置及び区域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え 

   置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市下石田二丁目１５番７号 

    株式会社Ｂ'Ｓクリエイト 

    代表取締役 保坂 貞仁 
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                           甲府市告示第８５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり 

道路の区域を変更する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、 

この告示の日から平成２６年３月２４日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成２６年３月１１日 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ５７４ 

３ 路線名    高畑西条線 

４ 道路の区域 

旧新 

の別 

区間 幅員 

（ﾒｰﾄﾙ） 

延長 

（ﾒｰﾄﾙ） 

旧 
甲府市国母五丁目１８８６番２地先から 

甲府市国母五丁目９９０番１地先まで 

１９．２～ 

２４．０ 

１１４．１ 

新 
甲府市国母五丁目１８８６番２地先から 

甲府市国母五丁目９９０番１地先まで 

１９．２～ 

２４．０ 

１１４．１ 
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                           甲府市告示第８６号  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する道路

の位置を次のとおり指定したので、同法施行規則第１０条の規定により告示する。  

 その関係図書は建設部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。  

   

平成２６年３月１１日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 道路の位置  甲府市池田二丁目９６１番１３ 

２ 道路の幅員  ５．００ｍ 

３ 道路の延長  ２．５２ｍ 
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甲府市告示第８７号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定により、平成  

２６年度固定資産課税台帳を次のとおり縦覧に供する。 

 

  平成２６年３月１２日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 縦覧期間 平成２６年４月１日から平成２６年４月３０日まで 

（ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦覧時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所 甲府市役所本庁舎３階 税務部税務総室資産税課 
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                         甲府市告示第８８号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

   

平成２６年３月１２日 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        配当計算書（謄本） 税発第４８３０号 

充当通知書     税発第４８３１号                      

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第８９号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２６年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

   

平成２６年３月１２日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 平成２５年度甲府市一般会計補正予算（第７号） 

２ 平成２５年度甲府市一般会計補正予算（第８号） 

３ 平成２５年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

４ 平成２５年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）  

５ 平成２５年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

６ 平成２５年度甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 平成２５年度甲府市簡易水道等事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 平成２５年度甲府市浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）  

９ 平成２５年度甲府市下水道事業会計補正予算（第５号）  

 

 

 

 

 

     平成２６年３月１２日 原案可決 

141



                           甲府市告示第９０号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示をする。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２６年３月１３日 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名       平成２５年度国民健康保険料第３期分督促状 

平成２５年度国民健康保険料第４期分督促状 

平成２５年度国民健康保険料第５期分督促状  

平成２５年度国民健康保険料第６期分督促状  

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市税務部収納管理室収納課 

142



甲府市告示第９１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

  平成２６年３月１３日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展    

 

１ 書類            配当計算書（謄本） 税発第４８２２号 

充当通知書     税発第４８２３号 

２ 送達を受けるべき者     （省略） 

３ 保管場所          甲府市税務部収納管理室滞納整理課 
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                           甲府市告示第９２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月１４日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市中町字上新田４３０番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市住吉三丁目２７番１５号 

    株式会社ドリーム工芸 

    代表取締役 塚 本 隆 司 
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                           甲府市告示第９３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月１４日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市和戸町字琵琶田１１４番２、１１６番４ 

以上２筆及び水 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市和戸町３３８番地１ 

    吉 岡 和 也 

145



甲府市告示第９４号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国民健康保険法（昭和 

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

平成２６年３月１４日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名   甲府市国民健康保険料納入通知書  

２ 発送日   平成２６年２月３日 

３ 項 目   平成２５年度国民健康保険料８期～９期分 

４ 納期限   平成２６年２月２８日 

（納期限を平成２６年３月３１日に再指定） 

平成２６年３月３１日 

５ 納付場所  甲府市指定金融機関 

甲府市収納代理金融機関 

ゆうちょ銀行・郵便局 

甲府市税務部収納管理室収納課 

甲府市市民部市民総室国民健康保険課 

窓口センター 

甲府市指定コンビニエンスストア  

６ 納付義務者 別紙のとおり（８件） 
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                           甲府市告示第９５号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

   

  平成２６年３月１７日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名                 介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第９６号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

   

平成２６年３月１８日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        平成２５年度固定資産税（土地家屋）第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室収納課  
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                           甲府市告示第９７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、 

この告示の日から平成２６年４月２日まで一般の縦覧に供する。  

   

  平成２６年３月２０日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

道路の 

種類 

路線名 区間 延長 

（ﾒｰﾄﾙ） 

供用開始の 

年月日 

市 道 中上今井線 甲府市上今井町１１１８ 

番５地先から 

甲府市上今井町１１８８ 

番１地先まで 

１３４．０ 平成２６年 

３月２１日 
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甲府市告示第９８号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

平成２６年３月２０日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        配当計算書（謄本） 税発第４８３３号 

充当通知書     税発第４８３４号                      

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第９９号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

平成２６年３月２０日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        配当計算書（謄本） 税発第４８３５号 

充当通知書     税発第４８３６号                      

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課  
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                         甲府市告示第１００号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

平成２６年３月２０日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        配当計算書（謄本） 税発第４８３０号 

充当通知書     税発第４８３１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第１０１号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、 

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定  

により、次のとおり告示する。  

   

平成２６年３月２４日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 名  称  北大路自治会 

２ 変更事項 

       

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
佐 野 芳 人 深 沢 邦 夫 

代表者 

住 所 
甲府市湯田二丁目５番２０号 甲府市湯田二丁目１番２０号 

３ 変更年月日  平成２６年３月１２日 
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甲府市告示第１０２号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２６年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

   

平成２６年３月２４日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 平成２５年度甲府市一般会計補正予算（第９号） 

 

 

 

 

 

     平成２６年３月２４日 原案可決 
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                          甲府市告示第１０３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の 

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月２４日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市飯田三丁目７９０番１、７９０番６、７９０番２１、 

７９０番３０から７９０番４６まで、７６７番４ 

以上２１筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、下水道 

位置及び区域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え 

   置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市貢川本町４番１９号 

    大和ハウス工業株式会社 山梨支店 

    支配人 野志 征生 
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                          甲府市告示第１０４号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、 

この告示の日から平成２６年４月７日まで一般の縦覧に供する。  

   

  平成２６年３月２５日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

道路の 

種類 

路線名 区間 延長 

（ﾒｰﾄﾙ） 

供用開始の 

年月日 

市 道 国玉通り線 甲府市国玉町５２９番５ 

地先から 

甲府市国玉町５７０番６ 

地先まで 

６．６ 平成２６年 

３月２５日 
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甲府市告示第１０５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を次のよ 

うに認定する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、この告示  

の日から平成２６年４月７日まで一般の縦覧に供する。 

   

  平成２６年３月２５日 

 

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

                  

路線番号 路線名 起点 

終点 

重要な 

経過地 

１６２８ 岩窪町中線 甲府市岩窪町字大清水３５９番７地先 

甲府市古府中町字中瀬４９７６番１地先 

な し 

１６２９ 国玉５号線 甲府市国玉町字飯寄２０６番１地先 

甲府市国玉町字奥飯寄２８９番３地先 

な し 

１６３０ 流川左岸線 甲府市大津町字鍛冶分１４０番１地先 

甲府市西下条町字藤見１５３番１地先 

な し 
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                          甲府市告示第１０６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の  

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月２５日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市小瀬町字北屋敷５５１番２ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町９０９番地１ 

阪 野 祐 子 
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                          甲府市告示第１０７号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

   

  平成２６年３月２６日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名        差押書  税発第４９５９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１０８号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により、予防接種を実施す 

るので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告 

する。 

   

平成２６年３月２６日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 実施内容（平成２６年４月分） 

種  類 対 象 者 場 所 

Hib 
初回 生後２月から生後６０月に 

至るまでの間にある者 

指定 

医療機関

（別掲） 

追加 

肺炎球菌 

（小児がかかるもの） 

初回 生後２月から生後６０月に 

至るまでの間にある者 追加 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

（DPT-IPV） 

第１期初回 

生後３月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 

第１期追加 

百日せき 

ジフテリア  

破傷風 

（DPT） 

第１期初回 
生後３月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 
第１期追加 

単独不活化ポリオ 

第１期初回 
生後３月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 
第１期追加 

B C G 生後１歳に至るまでの間にある者 

麻しん風しん混合 

（M R） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に 

至るまでの間にある者 

第２期 
５歳以上７歳未満の者であって、 

小学校就学前の１年間にある者 

日本脳炎 
第１期初回 生後６月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 第１期追加 
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第２期 ９歳以上１３歳未満の者 

特例※１ 
平成７年４月２日から平成１９年 

４月１日の間に生まれた者 

ジフテリア 

破傷風 

（DT トキソイド） 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者 

子宮頸がん 

１２歳となる日の属する年度の初日から 

１６歳となる日の属する年度の末日までの 

間にある女子 

※１ 平成１７年５月３０日の接種勧奨差し控えにより、全４回の日本脳炎予防 

接種を完了できなかった者への救済措置。 

２ 予防接種を受けることが適当でない人 

（１）明らかに発熱のある人 

 （２）重篤な急性疾患に罹っていることが明らかな人  

 （３）その日に受ける予防接種によって、又は予防接種に含まれる成分でアナフ  

   ィラキシーショックを起こしたことのある人  

 （４）その他医師が不適当な状態と判断した場合  
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                          甲府市告示第１０９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の 

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月２７日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市城東三丁目５１０番２、５１０番３、５１１番１、 

５１１番３から５１１番８まで 

以上９筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、下水道 

位置及び区域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え 

   置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   中巨摩郡昭和町河西１０４３番地 

    トヨタホーム山梨株式会社 

    代表取締役 早野 潔 
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                          甲府市告示第１１０号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示をする。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

  平成２６年３月２７日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名       平成２５年度国民健康保険料第５期分督促状 

平成２５年度国民健康保険料第６期分督促状 

平成２５年度国民健康保険料第７期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市税務部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１１１号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵 

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

   

  平成２６年３月２７日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名       平成２５年度介護保険料第５～７期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市税務部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１１２号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の規定による指定地  

域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定  

により公示する。 

   

平成２６年３月２８日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００４５３ 

２ 事業所の名称      定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

コスモ・アンシア 

３ 事業所の所在地     甲府市相生３－３－１４ 

４ 当該事業所の申請者   甲府市下向山町１２８０－１ 

社会福祉法人 いきいき倶楽部 

理事長 代長 一雄 

５ サービスの種類     定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

６ 指定年月日       平成２６年３月２８日 
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                          甲府市告示第１１３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、 

この告示の日から平成２６年４月１０日まで一般の縦覧に供する。  

   

  平成２６年３月２８日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

道路の 

種類 

路線名 区間 延長 

（ﾒｰﾄﾙ） 

供用開始の 

年月日 

市 道 西油川２号線 甲府市西油川町字釜池 

２１８番１地先から 

甲府市西油川町字釜池 

２２６番１地先まで 

１１８．２ 平成２６年 

３月２９日 
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                          甲府市告示第１１４号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、別紙のとお 

り道路の区域を変更する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、 

この告示の日から平成２６年４月１３日まで一般の縦覧に供する。  

   

  平成２６年３月３１日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 
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                          甲府市告示第１１５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、別紙のとお 

り道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、 

この告示の日から平成２６年４月１３日まで一般の縦覧に供する。  

   

  平成２６年３月３１日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 
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甲府市告示第１１６号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施 

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告 

示する。 

   

  平成２６年３月３１日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所並びに被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１１７号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可にかかわる次の 

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月３１日 

                  

                 甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市朝気三丁目２６３番１から２６３番８まで 

以上８筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、下水道 

位置及び区域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え 

   置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市貢川本町４番１９号 

    大和ハウス工業株式会社 山梨支店 

    支配人 野志 征生 
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甲府市告示第１１８号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、 

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定  

により、次のとおり告示する。  

   

平成２６年３月３１日 

                  

甲府市長 宮 島 雅 展 

 

１ 名  称  三葉自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所、主たる事務所の所在地 

     変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
三 井 孝 夫 麻 生 清 美 

代表者 

住 所 
甲府市富士見一丁目２０番１４号 甲府市湯村一丁目４番２６号 

３ 変更年月日  平成２６年３月２３日 
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教育委員会 

 

甲府市総合市民会館条例施行規則（平成２年９月教委規則第１１号）の一部

を改正する規則をここに公布する。 

 平成２６年３月３１日 

 

 

甲府市教育委員会 

                   委員長 平 賀 数 人 

 

 

 

甲府市教育委員会規則第１号 

甲府市総合市民会館条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市総合市民会館条例施行規則（平成２年９月教委規則第１１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

 設備器具利用料金           

分類 品名 単位 利用料金 

舞台設

備 

音響反射板 1式 8,090円 

所作台（鳥屋囲を含む。） 1式 11,880円 

平台 1台 100円 

山台 1台 210円 

めくり台 1台 100円 

演台（花台を含む。） 1式 1,180円 

司会者台 1台 530円 

指揮者台 1台 100円 

指揮者譜面台 1個 100円 
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譜面台 1個 100円 

屏風 1双 2,370円 

松羽目 1式 2,370円 

緋毛せん 1枚 310円 

舞踏用シート 1式 7,010円 

地ガスリ 1枚 3,240円 

紗幕 1枚 3,240円 

高座用座布団 1枚 310円 

照明設

備 

調光機設備 1式 3,240円 

反射板ライト 1列 960円 

ボーダーライト 1列 960円 

フットライト 1式 1,180円 

アッパーホリゾントライト 1式 2,160円 

ロアーホリゾントライト 1式 2,160円 

サスペンションライト 1列 2,910円 

トーメンタルライト 1台 210円 

フロントサイドライト 1列 640円 

シーリングライト 1式 4,320円 

ピンスポットライト 1台 2,160円 

可動スポットライト 1.5キロワット 1台 310円 

1キロワット 1台 210円 

0.5キロワット 1台 100円 

ストリップライト 1台 210円 

効果用照明器具 1台 1,290円 

音響設

備 

拡声基本設備 1式 3,240円 

コンデンサーマイクロホン 1本 530円 

ダイナミックマイクロホン 1本 310円 

ワイヤレスマイクロホン 1本 1,720円 

エレベーターマイクロホン 1式 1,180円 
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三点吊マイク装置 1式 2,370円 

効果用スピーカー 1台 530円 

レコードプレーヤー 1台 1,720円 

コンパクトディスクプレーヤー 1台 1,720円 

デジタルオーディオテープデッキ 1台 1,720円 

カセットテープデッキ 1台 1,720円 

オープンテープデッキ 1台 1,720円 

効果用音響器具 1台 1,180円 

ダイレクトボックス 1台 310円 

映写設

備 

映写機（16ミリメートル） 1式 5,830円 

移動式映写機（16ミリメートル） 1台 1,720円 

液晶プロジェクター 1台 1,720円 

スライド 1台 1,390円 

ビデオデッキ 1台 1,180円 

ＤＶＤプレーヤー 1式 1,720円 

映写スクリーン 1式 1,180円 

移動用スクリーン 1式 530円 

楽器 フルコンサートピアノ（外国製） 1台 11,880円 

フルコンサートピアノ（日本製） 1台 4,750円 

セミコンサートピアノ（日本製） 1台 2,370円 

アップライトピアノ 1台 1,180円 

大太鼓 1式 1,080円 

その他 持込器具使用電

源 

1キロワット未満 1口 100円 

1キロワット以上2キロワット未

満 

1口 210円 

2キロワット以上で1キロワット

増すごとに 

1口 310円 

電動椅子 1式 6,480円 

仮設舞台 1式 10,800円 
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附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則の規定による改正後の甲府市総合市民会館条例施行規則別表の規

定は、施行日以後に行う利用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前

に行った使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 
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 甲府市民俗資料館条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第２号 

   甲府市民俗資料館条例施行規則を廃止する規則 

 甲府市民俗資料館条例施行規則（昭和５０年４月教委規則第３号）は、廃止す 

る。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

176



 甲府市立甲府商業高等学校の授業料の徴収に係る基準修業年限等を定める規則を

廃止する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

   甲府市立甲府商業高等学校の授業料の徴収に係る基準修業年限等を定める規

則を廃止する規則 

 甲府市立甲府商業高等学校の授業料の徴収に係る基準修業年限等を定める規則 

（平成２２年６月教委規則第１２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

 甲府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１項の表生涯学習室、生涯学習課の項中「、会館運営係」を削り、同表

国民文化祭室の項を削る。 

 第１２条各号を次のように改める。 

 ⑴ 指定管理者が行う管理以外の総合市民会館の管理に関すること。 

 第２０条第２項第３号を削る。 

 別表生涯学習室、生涯学習課の項第２号から第４号までを次のように改める。 

 ⑵ 生涯学習ビジョンに関すること。 

 ⑶ まなびフェスティバル事業に関すること。 

 ⑷ まなび奨励ポイント制度に関すること。 

 別表国民文化祭室の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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 甲府市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第５号 

   甲府市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正す

る規則 

 甲府市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成１６年３月教

委規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「中道支所住民課」を「中道支所市民課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

             委員長 平 賀 数 人 

 

甲府市教育委員会規程第１号 

甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会事務局事案決定規程（昭和４８年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２文化の表第１項中「進行」を「振興」に改める。 

 別表第２生涯学習の表第９項を次のように改める。 

９ 総合市民会館に関する事項         

⑴ 総合市民会館の管理に関す

ること。 

    ○     

 別表第２生涯学習の表第１０項を削る。 

 別表第２国民文化祭の表を削る。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第４号  

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する  

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１ /５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び 

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に  

規定する選挙権を有する者の総数の１ /３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の  

１/６の数は、次のとおりである。  

 

  平成２６年３月３日 

                  

甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 今 井   晃 

 

１ １/５０の数 ３，１３１人 

 

２ １/３の数 ５２，１７６人 

 

３ １/６の数 ２６，０８８人 
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甲府市選挙管理委員会告示第５号  

 

甲府市投票区の区域の告示（昭和３７年１１月１日選管告示第２５号）の一部を  

次のように改正する。 

   

平成２６年３月１７日 

                  

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 今 井   晃 

 

「 

                                                                                  」 

「 

                                                                                  」、 

 

「 

                                                                                  」 

「 

                                                                                  」、 

 

 

「 

                                                                                  」 

 

第２投票区 

相生一丁目、相生二丁目、相生三丁目、中央四丁目 

（６番から１２番までの区域）、中央五丁目（８番の区 

域） 

を 

第２投票区 

相生一丁目、相生二丁目、相生三丁目、中央四丁目 

（６番から１２番までの区域）、中央五丁目（８番の区 

域）、伊勢一丁目、太田町（６番１９号から６番２１号 

まで、７番７号から７番９号まで、７番１３号から７番 

２０号までの区域） 

に 

第１２投票区 
湯田一丁目、湯田二丁目（１番から１０番までの区 

域）、幸町（１番から１３番までの区域） 
を 

第１２投票区 

湯田一丁目、湯田二丁目（１番から１０番までの区 

域）、幸町（１番から１３番までの区域）、太田町（第 

２投票区に属さない区域） 

に 

第２５投票区 川田町、和戸町、横根町、桜井町 を 
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「 

                                                                                  」、 

 

「 

                                                                                  」 

「 

                                                                                  」、 

改める。 

 

附  則 

この告示は、公布の日から施行する。  

第２５投票区 和戸町、横根町 に 

第３５投票区 太田町、伊勢一丁目 を 

第３５投票区 川田町、桜井町 に 
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公平委員会  
 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 望 月 政 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表市長部局の部本庁の項中「課長」の次に「、参事」を加え、「交通政策係

長、政策係長、広域行政係長、計画調整係長、財政係長、行政改革係長」を「政策

係長、開府５００年事業係長、広域行政係長、総合計画課計画係長、交通政策係

長、行政改革係長、財政係長、計画調整係長」に改め、同部病院の項及び同表教育

委員会の部事務局の項中「課長」の次に「、参事」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第３号  

 

 農業委員会等に関する法律第２１条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会３月 

定例総会を、平成２６年３月２６日午後２時００分、甲府市南公民館において開催 

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条  

の規定により公告する。 

   

  平成２６年３月２０日 

                  

                 甲府市農業委員会会長 塩 野 陽 一 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成２６年４月告示分農用地利用集積計画について 

３ 特定農地貸付承認について 

４ 平成２６年度甲府市農業委員会活動基本目標について 

５ 平成２６年度甲府市農業委員会年間事業計画について 

６ 平成２６年度農業臨時雇い賃金等標準額について 
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       上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第１号 

 甲府市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程の一部を改正する規

程を次のように定める。 

  平成２６年３月５日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

   甲府市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程の一部を改正す

る規程 

 甲府市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程（平成８年６月管理

規程第３７号）の一部を次のように改正する。 

  

 第７条第１項中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第２号 

 甲府市上下水道局庁舎管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年３月５日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

 

   甲府市上下水道局庁舎管理規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局庁舎管理規程（昭和５５年３月管理規程第１１号）の一部を次

のように改正する。 

  

 第５号様式を次のように改める。 
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住　　所

氏　　名

平成　　年　　月　　日

　　 甲府市上下水道局庁舎管理責任者

印

※　注意事項

（１）　関係職員の指示に従い、甲府市上下水道局庁舎管理規程を遵守すること。

（２）　許可された場所、期間及び時間を厳守すること。

（３）　局職員の業務の妨げになる行為をしないこと。

（４）　上下水道局内における事故等については、申請者が一切の責を負うこと。

使 用 方 法

許

可

行

為

等

の

概

要

第５号様式（第１１条関係）

次のとおり許可する。
　 平成  年  月  日付けで申請のあった甲府市上下水道局庁舎等内の一時使用について、

庁　舎　等　一　時　使　用　許　可　書

使 用 目 的

使 用 日 時

使 用 場 所

 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第３号 

 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改正する規程を

次のように定める。 

  平成２６年３月６日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

   甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改正する規 

   程 

 （甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月

管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  別表会計規程附属諸様式目次中「第３１号（その２）物品購入伺書」を 

 「第３１号（その２）物品購入伺書 
に改める。 

  第３１号（その２の１）事業執行伺書」 
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  別表会計規程附属諸様式第３１号様式（その２）の次に次の１様式を加える。 

  

第 ３ １ 号 様 式 （ そ の ２ の １ ）

　 　 　 事 業 会 計

（ 注 ） 　 工 事 以 外 に つ い て は 、 こ の 様 式 に 準 じ て 作 成 す る こ と 。

備考

（ 担 当 ） 　

本工事

関連工事①

（ 担 当 ） 　

関連工事②

（ 担 当 ） 　

予備２

予備３

合併入札情報

　　　　　　　年度
合計

　　　　　　　年度

設計書の公開

設計書の貸出

予備１
　　　　　　　年度
　　　　　　　年度
　　　　　　　年度

　　　　　　　年度
　　　　　　　年度

負担金収入

補 償 費 ・ 負 担 金 支 出

リ サ イ ク ル 法 適 用 継続事業年度割

連絡先
内線

　　　　　　　年度
　　　　　　　年度

事業執行伺書

予定№ 　　　　　　　年度　　 発注予定№

監督職員

　□　補助対象 　□　企債対象 　□　単費

　□　予算摘要１ 　□　予算摘要２ 　□　予算摘要３
予算摘要

繰越情報

設計額

工期

場所

契約種別

業種

工事名
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別表会計規程附属諸様式第３９号様式（その１の４）を次のように改める。 

 

別冊契約規程附属様式目次中「第６号その４・・・・・物件売買契約書」の次

に「第６号その５・・・・・賃貸借契約書」を加え、「第９号その１・・・・・

工事請負変更請書」の次に「第９号その１の１・・・・・業務委託変更請書」を

加える。 
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別冊契約規程附属様式第２号様式を次のように改める。 

  

第 ２ 号 様 式

　　　　　年度　    事業会計

備　　考

（注）　工事・入札以外については、この様式に準じて作成すること。

（ 　 　 ％ ）

予  定  価  格

最低制限価格
（ 税 込 ）

予定価格書

（ 　 　 ％ ）

入札書比較価格
（ 税 抜 ）

（ 税 込 ）

決　　　定　　　欄

　 　 設  計  金  額
( 見 積 金 額 ) （ 税 込 ）

契約№

工事名

場　所

比較最低制限価格
（ 税 抜 ）
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別冊契約規程附属様式第４号様式を次のように改める。 

  

第 ４ 号 様 式

　　　　　年度　　　　事業会計

（注）　工事・入札以外については、この様式に準じて作成すること。

　備考

配布 日時

場所

入
札
執
行
等

入札 日時

場所

開札

設計金額

最低制限価格
（ ％ ）

円
％

円

業　　者　　名 決　定

指
　
名
　
業
　
者

決　　　　　定　　　　　欄

指 名 業 者 調 書  兼  入 札 執 行 決 定 書

工　事　名

　起案日　　　　　　　　　　年　　月　　日 　決裁日　　　　　　　　　　年　　月　　日

入
　
札
　
業
　
者
　
選
　
考

場　所

　予算所属 起案者 契約№

工　期

 

193



別冊契約規程附属様式第５号様式その１を次のように改める。 

  

第 ５ 号 様 式 そ の １

業者名称 　　　　　年　　月　　日
代表者名

甲府市上下水道事業管理者

注意事項

１　入札の時刻は厳守してください。

２　代理人が入札するときは、事前に委任状を提出してください。

３　入札書は本市所定の用紙を使用し、税抜価格を記載してください。

４　入札金額を訂正したもの、入札書の価格、氏名等の確認できないもの、その他入札に関し、

    甲府市上下水道局の定める条件に違反した入札は、すべて無効とします。

５　入札は２回までとします。入札者が１者だけの場合は入札を行いません。

    １回目は入札書を封筒に入れてください。

６　この建設工事には、最低制限価格を設定してあります。

    最低制限価格を下回った場合は、再入札できません

７　入札を希望しない場合には、参加しないことができます。

８　入札執行時に積算内訳書の提示を求める場合があります。

９　設計書は当日返却してください。

１０　詳細については、担当課に問い合わせてください。

※ なお、落札者は、前金払（請負金額１３０万円以上の場合）を請求することができます。

    落札者は、請負代金額により、経営事項審査結果通知書の写しが必要です。

※ 業務を行う際には、法令等により定められた資格・免許等を有する技術者等

    の配置が必要となる場合がありますので、確認の上で入札に参加してください。

（注）　工事・入札以外については、この様式に準じて作成すること。

日時

場所

入札執行通知書

工　事　名

工　期

場　所

入札№

開札

　　　　　　年　　月　　日　　　午前　　　時　　　分入札

現場説明 日時 　　　　　　年　　月　　日　　　午前　　　時　　　分

場所

担当：

契約担当：
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別冊契約規程附属様式第６号様式その１中 

「 

 

第6号様式 その1 

 

収 入

印 紙 
工 事 請 負 契 約 書 

  

契約No. 

  

工 事 名   

工 事 場 所   

請 負 代 金 額 
億 千 百 十 万 千 百 十 円 

うち取引に係る消

費 税 等 相 当 額 
                  

 「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、

請負代金額に5／105を乗じて得た額である。 

工 期 
着 工      年  月  日 

完 成      年  月  日 

契 約 保 証 金               円 

そ の 他 の 事 項   

 

 上記工事について、発注者及び請負者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 

 

     年  月  日 

 

発注者 甲府市下石田二丁目23番1号      

甲府市上下水道事業管理者    印  

請負者 住 所                

氏 名             ○印   

 

                 」を 

「 

 

第６号様式その１

「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したも

ので、請負代金額に　　　　　　を乗じて得た額である。

上記工事について、発注者及び受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

発 注 者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

受 注 者 住所

氏名

 契約№

工事請負契約書

万千十億 億

工　　　事　　　名

工　 事 　場 　所

請　負　代　金　額

円千 百 十百万 十

うち取引に係る
消費税等相当額

そ の 他 の 事 項

工　　　　　　　期
着　工

完　成

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

契　約　保　証　金

収 入

印 紙

印

印

 

                 」に改める。 
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別冊契約規程附属様式第６号様式その２中 

「 

 

第6号様式 その2 

 

収 入

印 紙 

 

業 務 委 託 契 約 書 

  

契約No. 
  

業 務 名   

施 行 場 所   

委 託 代 金 額 
億 千 百 十 万 千 百 十 円 

うち取引に係る消

費 税 等 相 当 額 
                  

 「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、

請負代金額に5／105を乗じて得た額である。 

履 行 期 間 
   年   月   日から 

   年   月   日まで 

契 約 保 証 金               円 

そ の 他 の 事 項   

 

 上記の業務について、委託者及び受託者はおのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 

 

     年  月  日 

 

委託者 甲府市下石田二丁目23番1号      

甲府市上下水道事業管理者    印  

受託者 住 所                

氏 名             ○印   

保証人 住 所                

氏 名             ○印   

 

                 」を 

  「 

   

第６号様式その２

「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したも

ので、請負代金額に　　　　　　を乗じて得た額である。

上記業務について、委託者及び受託者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

委 託 者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

受 託 者 住所

氏名

保 証 人 住所

氏名

契　約　保　証　金 円

そ の 他 の 事 項

履　 行　 期　 間
　　　　　年　　月　　日　から

　　　　　年　　月　　日　まで

うち取引に係る
消費税等相当額

円

委　託　代　金　額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

業務委託契約書

 契約№

業　　　務　　　名

施　 行 　場 　所

収 入

印 紙

印

印

印

 

                   」に改める。 
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別冊契約規程附属様式第６号様式その３中 

「 

 

第6号様式 その3 

収 入

印 紙 

 

物 件 供 給 契 約 書 

  

契約No. 
  

品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 

                円         円   

                              

                              

                              

                              

納 入 期 限   

契 約 金 額     十億 億 千 百万 十 万 千 百 十 円 

うち取引に係る

消費税等相当額 
                        

 「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもの

で、請負代金額に5／105を乗じて得た額である。 

納 入 期 限       年   月   日 

契 約 保 証 金            円 

その他の事項   

 

 上記の物件供給について、発注者及び供給者は、おのおの対等な立場における合意に

基づいて、別添の条項によって供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

 この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 

 

     年  月  日 

 

発注者 甲府市下石田二丁目23番1号     

甲府市上下水道事業管理者    印 

供給者 住 所               

氏 名             ○印  

保証人 住 所               

氏 名             ○印  
 

                 」を 

「 

   

第６号様式その３

「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したも

ので、請負代金額に　　　　　　を乗じて得た額である。

上記物件供給について、発注者及び供給者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって物件供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び供給者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

発 注 者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

供 給 者 住所

氏名

保 証 人 住所

氏名

円 円

契　約　保　証　金

そ の 他 の 事 項

　　　　　年　　月　　日

品　　名 規　　格 数　　量 単位 単　　価

納　 入　 期　 限

うち取引に係る
消費税等相当額

物件供給契約書

 契約№

納　 入　 場　 所

金額

十 万 千 百 十 円

契　 約 　金 　額

十億 億 千 百万

収 入

印 紙

印

印

印

 

                   」に改める。 
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別冊契約規程附属様式中第６号様式その４の次に次の１様式を加える。 

  

第 ６ 号 様 式 そ の ５

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

上 記 賃 貸 借 に つ い て 、 賃 借 者 及 び 賃 貸 者 は 、 お の お の 対 等 な 立 場 に お け る 合 意 に 基 づ い て 、

別 添 の 条 項 に よ っ て 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し 、 信 義 に 従 っ て 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。

こ の 契 約 の 証 と し て 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 当 事 者 記 名 押 印 の う え 各 自 １ 通 を 保 有 す る 。

　　　　　年　　月　　日

賃 借 者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

賃 貸 者 住所

氏名

保 証 人 住所

氏名

賃貸借契約書

 契 約 №

賃　　　借　　　名

場　　　　　　 　所

円

賃　借　代　金　額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

契　約　保　証　金

そ  の  他  の  事  項

期　　　　　　 　間
　　　　　年　　月　　日　から

　　　　　年　　月　　日　まで

収 入

印 紙

印

印

印
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別冊契約規程附属様式第７号様式その１を次のように改める。 

  

第 ７ 号 様 式 そ の １

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

上記の工事請負について、甲府市上下水道事業契約規程（昭和３９年４月管理規定第２号）

を 遵 守 し 、 別 添 設 計 図 書 に 基 づ い て 相 違 な く こ れ を 履 行 し ま す 。

こ の 契 約 を 証 す る た め 、 請 書 を 提 出 し ま す 。

　　　　　年　　月　　日

受 注 者 住所

氏名

（ あ て 先 ） 　 甲 府 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

工事請負請書

 契 約 №

工　　　事　　　名

工 　  事  　 場  　 所

円

請　負　代　金　額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

工　　　期
着　工 　　　　　年　　月　　日

完　成 　　　　　年　　月　　日

　決　　　　　定　　　　　欄

契　約　保　証　金

そ  の  他  の  事  項

か 　  し 　  担 　  保　工事の目的物の引渡しを受けた日から　　　　

収 入

印 紙

印
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別冊契約規程附属様式第７号様式その２を次のように改める。 

  

第 ７ 号 様 式 そ の ２

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

上記の業務委託について、甲府市上下水道事業契約規程（昭和３９年４月管理規定第２号）

を 遵 守 し 、 別 添 設 計 図 書 に 基 づ い て 相 違 な く こ れ を 履 行 し ま す 。

こ の 契 約 を 証 す る た め 、 請 書 を 提 出 し ま す 。

　　　　　年　　月　　日

受託者 住所

氏名

（ あ て 先 ） 　 甲 府 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

業務委託請書

 契 約 №

業　　　務　　　名

施 　  行  　 場  　 所

円

委　託　代　金　額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

履 　  行 　  期 　  間
　　　　　年　　月　　日　から

　　　　　年　　月　　日　まで

決　　　　　定　　　　　欄

契　約　保　証　金

そ  の  他  の  事  項

収 入

印 紙

印
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別冊契約規程附属様式第７号様式その３を次のように改める。 

  

第 ７ 号 様 式 そ の ３

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

上記の物件供給について、甲府市上下水道事契約規程（昭和３９年４月管理規定第２号）

を遵守し、別添仕様書に基づいて相違なくこれを履行します。

この契約を証するため、請書を提出します。

　　　　　年　　月　　日

供給者 住所

氏名

（ あ て 先 ） 　 甲 府 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

円

物件供給請書

 契 約 №

品　　名 規　　格 数　　量 単位 単　　価 金額

円

納 　  入 　  場 　  所

契 　  約 　  金 　  額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十 円

契　約　保　証　金 円

そ  の  他  の  事  項

か 　  し 　  担 　  保　物件の目的物の引渡しを受けた日から　　　　

　決　　　　　定　　　　　欄

納 　  入 　  期 　  限 　　　　　年　　月　　日

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

収 入

印 紙

印
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別冊契約規程附属様式第８号様式その１を次のように改める。 

  

第 ８ 号 様 式 そ の １

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

　　　　　年　　月　　日締結した請負契約は、別添設計図書に基づき、上記のとおり

工事請負変更契約を締結する。

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

発 注 者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

受 注 者 住所

氏名

 契 約 №

工　　　事　　　名

工 　  事  　 場  　 所

円
原請負代金に
対する増減額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

そ  の  他  の  事  項

変  更  完  成  期  限　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

原　完　成　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

工事請負変更契約書

契約保証金
増　減　額

収 入

印 紙

印

印
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別冊契約規程附属様式第８号様式その２を次のように改める。 

  

第 ８ 号 様 式 そ の ２

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

　　　　　年　　月　　日締結した委託契約は、別添設計図書に基づき、上記のとおり

業務委託変更契約を締結する。

この契約の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

委託者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

受託者 住所

氏名

保証人 住所

氏名

業務委託変更契約書

 契 約 №

業　　　務　　　名

施 　  行  　 場  　 所

円
原委託代金に
対する増減額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

そ  の  他  の  事  項

原　履　行　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

変  更  履  行  期  限　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

契約保証金
増　減　額

円

収 入

印 紙

印

印

印
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別冊契約規程附属様式第８号様式その３を次のように改める。 

  

第 ８ 号 様 式 そ の ３

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

　　　　　年　　月　　日締結した物件供給は、別添仕様書に基づき、上記のとおり

物件供給変更契約を締結する。

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び供給者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

発注者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

供給者 住所

氏名

保証人 住所

氏名

物件供給変更契約書

 契 約 №

納  　 入  　 場  　 所

円
原契約金額に
対する増減額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

そ  の  他  の  事  項

原　納　入　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

変  更  納  入  期  限　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

契約保証金
増　減　額

収 入

印 紙

印

印

印
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別冊契約規程附属様式第９号様式その１を次のように改める。 

  

第 ９ 号 様 式 そ の １

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

　　　年　　月　　日請書を提出した請負工事について、別添設計図書に基づいて工事内容を変更する。

上記確認のため、変更請書を提出します。

　　　　　年　　月　　日

受 注 者 住所

氏名

（ あ て 先 ） 　 甲 府 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

百万 十 万 千

決　　　　　定　　　　　欄

工事請負変更請書

 契 約 №

工　　　事　　　名

工 　  事  　 場  　 所

円
原請負代金に
対する増減額

十億 億 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

契約保証金
増　減　額

そ  の  他  の  事  項

原　完　成　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

変　更　完　成　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

収 入

印 紙

印
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別冊契約規程附属様式中第９号様式その１の次に次の１様式を加える。 

  

第 ９ 号 様 式 そ の １ の １

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

   　 年 　 　 月 　 　 日 請 書 を 提 出 し た 委 託 業 務 に つ い て 、 別 添 設 計 図 書 に 基 づ い て 、 業 務 内 容 を 変 更 す る 。

上 記 確 認 の た め 、 変 更 請 書 を 提 出 し ま す 。

　　　　　年　　月　　日

受託者 住所

氏名

（ あ て 先 ） 　 甲 府 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

百万 十 万 千

　決　　　　定　　　　欄

業務委託変更請書

 契 約 №

業　　　務　　　名

施 　 　 行  　 場  　 所

円
原委託代金に
対する増減額

十億 億 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

契約保証金
増　減　額

そ  の  他  の  事  項

原　履　行　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

変  更  履  行  期  限　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

収 入

印 紙

印
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別冊契約規程附属様式第９号様式その２を次のように改める。 

  

第 ９ 号 様 式 そ の ２

「 取 引 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 」 は 、 消 費 税 法 及 び 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 算 出 し た も

の で 、 請 負 代 金 額 に 　 　 　 　 　 　 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。

　　　　　年　　月　　日締結した物件供給は、別添仕様書に基づき、上記のとおり

変更する。

上記確認のため、変更請書を提出します。

　　　　　年　　月　　日

供給者 住所

氏名

（ あ て 先 ） 　 甲 府 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者

　決　　　　　定　　　　　欄

物件供給変更請書

 契 約 №

納 　 　 入  　 場  　 所

円
原契約金額に
対する増減額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

う ち 取 引 に 係 る
消費税等相当額

そ  の  他  の  事  項

原　納　入　期　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

変  更  納  入  期  限　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

契約保証金
増　減　額

収 入

印 紙

印
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 （甲府市上下水道局会計規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局会計規程（昭和４５年４月管理規程第４号）の一部を次

のように改正する。 

  目次中「第８章 予算（第９３条～第９８条）」を 

「第８章 引当金（第 

第９章 リース会計 

第１０章 予算（第 

 ９３条～第９７条） 

に、「第９章 決算（第９９条～第１０２条）」  （第９８条～第１０１条） 

 １０２条～第１０７条） 」 

を「第１１章 決算（第１０８条～第１１２条）」に、「第１０章 雑則（第１

０３条～第１０５条）」を「第１２章 雑則（第１１３条～第１１５条）」に改

める。 

  第１条中「第７３号」の次に「。以下「則」という。」を加える。 

  第２条第２項第１号中「その他収入金を」を「を」に改める。 

  第１８条の２中「地方公営企業法施行規則」を「則」に改める。 

  第２０条中「定めあるものは」を「定めのあるものは」に改める。 

  第２１条第２項中「第３号」を「第２号」に改める。 

  第３５条第１項中「局」を「上下水道局」に改める。 

  第５１条中第５号を削る。 

  第７３条各号を次のように改める。 

  ⑴ 有形固定資産 

   イ 土地 

   ロ 建物 

   ハ 構築物 

   ニ 機械及び装置 

   ホ 車両及び運搬具 

   ヘ 工具、器具及び備品（耐用年数１年以上かつ取得価格１０万円以上のも

のに限る。） 

   ト リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であ

る資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合
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に限る。） 

   チ 建設仮勘定（ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するも

のを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当

した材料をいう。） 

   リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

  ⑵ 無形固定資産 

   イ 水利権 

   ロ 借地権 

   ハ 地上権 

   ニ 特許権 

   ホ 施設利用権 

   ヘ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であ

る資産であって、当該リース物件がロからホまでに掲げるものである場合

に限る。） 

   ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

  ⑶ 投資その他の資産 

   イ 投資有価証券（１年内（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以

内の日をいう。）に満期の到来する有価証券を除く。） 

   ロ 出資金 

   ハ 長期貸付金 

   ニ 基金 

   ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきも

の 

   ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない

資産 

  第７６条第３号を次のように改める。 

  ⑶ 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前２号に掲げる固定資産で

あって取得価額の不明なものについては、公正な評価額 

  第８９条中「、立木」を削る。 

  第９０条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 
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  第９１条第２項中「地方公営企業法施行規則第８条第３項」を「則第１５条第

３項」に改める。 

  第１０５条を第１１５条とし、第１０４条を第１１４条とする。 

  第１０３条中「５日」を「２０日」に改め、同条を第１１３条とする。 

  第１０章を第１２章とする。 

  第１０２条を削り、第１０１条を第１１１条とし、同条の次に次の１条を加え 

る。 

   （決算報告書等の提出） 

  第１１２条 担当課長は、毎事業年度５月２０日までに次の各号に掲げる書類

を作成して管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計 

算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとす  

る。 

   ⑴ 決算報告書 

   ⑵ 損益計算書 

   ⑶ 貸借対照表 

   ⑷ 剰余金計算書又は欠損金計算書 

   ⑸ 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

   ⑹ 事業報告書 

   ⑺ キャッシュ・フロー計算書 

   ⑻ 収益費用明細書 

   ⑼ 固定資産明細書 

   ⑽ 企業債明細書 

   ⑾ 継続費精算報告書 

  ２ 前項に規定する書類の提出にあたっては、証書類及び調書等、必要な付属

書類をあわせて提出しなければならない。 

  第１００条第３号中「繰延勘定」を「繰延収益」に改め、第５号を第７号と 

し、第４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加え、同条を第１１０条とす

る。 

  ⑷ 資産の評価 

  ⑸ 引当金の計上 
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  第９９条を第１０９条とする。 

  第９章を第１１章とする。 

  第９６条から第９８条までを１０条ずつ繰り下げる。 

  第９５条を第１０５条とし、同条の前に次の１条を加える。 

  （予算原案等の提出） 

第１０４条 担当課長は、予算要求書を審査し、予算原案及び予算に関する説明

書並びに参考資料を作成して、管理者に提出するものとする。なお、予算に関

する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるもの

とする。 

  第９４条中「管理者」を「担当課長」に改め、同条を第１０３条とする。 

  第９３条を第１０２条とする。 

  第８章を第１０章とし、第７章の次に次の２章を加える。 

     第８章 引当金 

   （退職給付引当金の計上方法） 

  第９３条 退職給付引当金の計上は、簡便法（当該事業年度の末日において全

企業職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するもの

と仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。）によるも

のとする。 

   （賞与・法定福利費引当金の計上方法） 

  第９４条 賞与・法定福利費引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対

して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属す

る支給対象期間相当分とする。 

   （貸倒引当金の計上方法） 

  第９５条 貸倒引当金の計上は、過去３ヵ年の未収金及び当該未収金に係る不

納欠損額の実績をもとに貸倒率を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じ

て算出したものとする。 

   （修繕引当金の計上方法） 

  第９６条 修繕引当金の計上は、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理

由で行われなかった場合において、事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必

要性が当該事業年度において確実に見込まれるものとする。 
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   （特別修繕引当金の計上方法） 

  第９７条 特別修繕引当金の計上は、数事業年度ごと定期的に行われ、法令上

の義務付けがある等修繕費の発生が合理的に見込まれるものとする。 

     第９章 リース会計 

   （所有権移転ファイナンス・リース取引） 

  第９８条 所有権移転ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引

のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転

すると認められるものをいう。）については、通常の売買取引に係る方法に

準じて会計処理を行うものとする。ただし、次のいずれかの事項に該当する

ときは、則第５５条第３号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じて会計処理を行うものとする。 

   ⑴ 購入時に費用処理するもの 

   ⑵ リース期間が１年以内のとき 

  ２ 前項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うと

きは、則第４２条第１号の規定による注記を要しないものとする。 

   （所有権移転外ファイナンス・リース取引） 

  第９９条 所有権移転外ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取

引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移

転すると認められないものをいう。）については、則第５５条第２号の規定

により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。 

  ２ 次のいずれかの事項に該当するときは、則第４２条第１号の規定による注

記を要しないものとする。 

   ⑴ 購入時に費用処理するもの 

   ⑵ リース期間が１年以内のとき 

   ⑶ リース料総額が３００万円以下のもの 

   （オペレーティング・リース取引） 

  第１００条 オペレーティング・リース取引（ファイナンス・リース取引以外

のリース取引をいう。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて

会計処理を行うものとする。 

  ２ 次のいずれかの事項に該当するときは、則第４２条第２号の規定による注
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記を要しないものとする。 

   ⑴ リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除す

ることができるもの。 

   ⑵ 購入時に費用処理するもの 

   ⑶ リース期間が１年以内のとき 

   ⑷ 事前解約予告期間のもの 

   ⑸ リース料総額が３００万円以下のもの 

   （リース会計に係る特例） 

  第１０１条 則第５５条第１号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じて会計処理を行うものとする。 

  別表第１、別表第２及び別表第３を次のように改める。 

 別表第１（第１３条関係） 

  水道事業勘定科目表 

   収益勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ） 

水 道 事 業

収 益  

    

 営 業 収 益    主 た る 営 業 活 動 か ら 生 ず る 収 益 

 給 水 収 益   水 道 料 金 

 給 水 収 益   

受 託 工 事

収 益  

 給 水 装 置 の 新 設 又 は 修 繕 等 の 工 事

受 託 に よ る 収 益 

 給 水 工 事 収 益   

修 繕 工 事 収 益   

給 水 工 事 手 数 料   

そ の 他 営

業 収 益  

  

 材 料 売 却 収 益  給 水 装 置 の 新 設 又 は 修 繕 等 に 使 用

す る 器 具 、 材 料 の 販 売 代 金 

手 数 料  証 明 手 数 料 、 材 料 検 査 手 数 料 等 

雑 収 益  上 記 以 外 の 営 業 収 益 

営 業 外 収

益  

  金 融 及 び 販 売 活 動 に 伴 う 収 益 、 そ

の 他 主 た る 営 業 活 動 以 外 か ら 生 ず

る 収 益 

 受 取 利 息

及 び 配 当

金  

  

 預 金 利 息   

基 金 利 息   
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貸 付 金 利 息   

有 価 証 券 利 息   

配 当 金   

他 会 計 補

助 金  

 収 益 的 支 出 を 負 担 す る こ と を 目 的

と す る 他 会 計 か ら の 繰 入 金 で 返 済

を 要 し な い も の 

 他 会 計 補 助 金   

補 助 金    

 そ の 他 補 助 金   

長 期 前 受

金 戻 入  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２

７ 年 総 理 府 令 第 ７ ３ 号 。 以 下 「 則

」 と い う 。 ） 第 ２ １ 条 第 ２ 項 又 は

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 償 却 し た 長 期

前 受 金 の 額 の う ち 営 業 外 収 益 と し

て 整 理 す る も の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 贈 財 産 評 価 額  

長 期 前 受 金 戻 入  

 

工 事 負 担 金 長 期

前 受 金 戻 入  

 

国 庫 補 助 金 長 期

前 受 金 戻 入  

 

一 般 会 計 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入  

 

加 入 金 長 期 前 受

金 戻 入  

 

雑 収 益    

 賃 貸 料   

不 用 品 売 却 収 益  不 用 品 の 売 却 代 金 

有 価 証 券 売 却 収

益  

有 価 証 券 の 売 却 代 金 

そ の 他 雑 収 益   

消 費 税 及

び 地 方 消

費 税 還 付

金  

 納 税 計 算 に よ る 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 の 還 付 金 

 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税 還 付 金  

 

特 別 利 益    当 年 度 の 経 常 的 利 益 か ら 除 外 す べ

き 利 益 

 固 定 資 産

売 却 益  

 固 定 資 産 の 売 却 価 額 が 当 該 固 定 資

産 の 売 却 時 の 帳 簿 価 額 を 超 え る 金

額 

 固 定 資 産 売 却 益   

過 年 度 損

益 修 正 益  

 前 年 度 以 前 の 損 益 の 修 正 で 利 益 の

性 質 を 有 す る も の 

 過 年 度 損 益 修 正

益  

 

そ の 他 特   
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別 利 益  

 そ の 他 特 別 利 益   

   費用勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ） 

水 道 事 業

費 用  

    

 営 業 費 用    主 た る 営 業 活 動 か ら 生 ず る 費 用 

 原 水 及 び

浄 水 費  

 水 源 か ん 養 及 び 原 水 の 取 入 れ 並 び

に 原 水 の 沪 過 、 滅 菌 に 係 る 設 備 の

維 持 及 び 作 業 に 要 す る 費 用 

 給 料  職 員 の 本 給 

手 当  職 員 の 扶 養 、 期 末 、 勤 勉 、 時 間 外

勤 務 及 び 特 殊 勤 務 等 の 諸 手 当  

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

賞 与 引 当 金 と し て 計 上 す る た め の

繰 入 額 

賃 金  臨 時 職 員 及 び 人 夫 の 賃 金  

報 酬  臨 時 又 は 非 常 勤 の 顧 問 、 嘱 託 員 等

に 対 す る 報 酬 

法 定 福 利 費  事 業 主 負 担 の 健 康 保 険 料 、 厚 生 年

金 保 険 料 、 労 働 保 険 及 び 労 務 災 害

補 償 費 等 

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

法 定 福 利 費 引 当 金 と し て 計 上 す る

た め の 繰 入 額 

旅 費  旅 費 に 関 す る 規 定 等 に 基 づ い て 職

員 等 に 支 給 す る 旅 費 

報 償 費  報 償 金 、 奨 励 金 等 

被 服 費  被 服 貸 与 規 定 に 基 づ い て 職 員 に 貸

与 す る 被 服 の 購 入 費 

備 消 品 費  事 務 及 び 工 事 用 消 耗 品 費 並 び に 耐

用 年 数 １ 年 未 満 又 は 取 得 価 額 １ ０

万 円 未 満 の 器 具 、 備 品 費 

燃 料 費  工 事 用 、 自 動 車 用 及 び 採 暖 用 燃 料

費 

光 熱 水 費  電 気 料 金 、 ガ ス 料 金 等 

印 刷 製 本 費  文 書 、 図 面 、 帳 簿 等 の 印 刷 費 及 び

伝 票 、 帳 簿 等 の 製 本 費 

通 信 運 搬 費  は が き 、 郵 便 切 手 、 電 信 電 話 料 、

電 話 加 入 移 転 架 設 料 、 乗 車 船 券 類

、 運 送 料 等 

委 託 料  委 託 に 要 す る 費 用 

手 数 料  公 金 取 扱 、 し 尿 処 理 、 訴 訟 手 数 料

等 

賃 借 料  借 地 料 、 借 家 料 、 自 動 車 借 上 料 等 

修 繕 費  有 形 固 定 資 産 等 の 維 持 修 繕 に 要 す

る 工 事 請 負 等 の 費 用 

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

修 繕 引 当 金 と し て 計 上 す る た め の

繰 入 額 

特 別 修 繕 引 当 金  特 別 修 繕 引 当 金 と し て 計 上 す る た
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繰 入 額  め の 繰 入 額 

路 面 復 旧 費  道 路 の 修 復 費 

動 力 費  機 械 装 置 等 の 運 転 に 必 要 な 電 力 料

及 び 燃 料 費 

薬 品 費  原 水 の 沈 で ん 及 び 浄 水 の 滅 菌 に 要

す る 薬 品 費 

材 料 費  有 形 固 定 資 産 等 の 維 持 修 繕 に 要 す

る 諸 材 料 費 

補 償 金  補 償 金 、 賠 償 金 、 見 舞 金 等 

負 担 金  他 会 計 等 へ の 事 務 負 担 金 

補 助 交 付 金  合 併 処 理 浄 化 槽 等 の 維 持 管 理 に 係

る 補 助 費 

受 水 費  他 団 体 か ら 供 給 を 受 け る 原 水 及 び

浄 水 の 受 水 に 要 す る 費 用 

会 費 負 担 金  関 係 団 体 の 会 費 負 担 金 

保 険 料  事 業 用 財 産 に 対 す る 損 害 保 険 料 

公 課 費  自 動 車 重 量 税 

ダ ム 管 理 費  荒 川 ダ ム に 係 る 事 業 費 

基 金 事 業  水 源 か ん 養 林 の 維 持 及 び 作 業 に 要

す る 費 用 

雑 費   

配 水 費   配 水 池 、 配 水 管 そ の 他 浄 水 の 配 水

に 係 る 設 備 の 維 持 及 び 作 業 に 要 す

る 費 用 

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金  
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繰 入 額  

路 面 復 旧 費   

動 力 費   

薬 品 費   

材 料 費   

補 償 金   

会 費 負 担 金   

保 険 料   

公 課 費   

負 担 金   

雑 費   

給 水 費   給 水 装 置 に 附 属 す る 量 水 器 そ の 他

の 設 備 の 維 持 及 び 修 繕 に 要 す る 費

用 

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

路 面 復 旧 費   

材 料 費   

補 償 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

受 託 工 事

費  

 給 水 装 置 の 新 設 又 は 修 繕 等 の 受 託

工 事 に 要 す る 費 用 

 給 料   
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手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

工 事 請 負 費  受 託 工 事 に 係 る 工 事 費 

路 面 復 旧 費   

材 料 費   

補 償 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

業 務 費   検 針 、 料 金 調 定 、 集 金 等 に 要 す る

費 用 

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   
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印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

総 係 費   事 業 活 動 の 全 般 に 関 連 す る 費 用 

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

退 職 給 付 費  退 職 給 付 引 当 金 と し て 計 上 す る た

め の 繰 入 額 及 び 退 職 手 当 の 支 払 に

当 た っ て 不 足 が 生 じ た 場 合 の 当 該

不 足 額 

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

広 告 料  広 告 、 宣 伝 に 要 す る 費 用 

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

補 償 金   

研 修 費  職 員 の 研 修 に 要 す る 費 用 

食 糧 費  会 議 の た め の 茶 菓 、 弁 当 代 等 

交 際 費  管 理 者 交 際 費 
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厚 生 費  医 務 、 衛 生 、 保 健 、 文 化 、 体 育 、

慰 安 等 に 要 す る 費 用 

補 助 及 び 交 付 金   

会 費 負 担 金   

保 険 料   

公 課 費   

負 担 金   

貸 倒 引 当 金 繰 入

額  

貸 倒 引 当 金 と し て 計 上 す る た め の

繰 入 額 

雑 費   

減 価 償 却

費  

 則 第 １ ３ 条 、 第 １ ５ 条 又 は 第 １ ６

条 の 規 定 に よ る 償 却 額 

 有 形 固 定 資 産 減

価 償 却 費  

建 物 、 構 築 物 、 機 械 及 び 装 置 、 車

両 運 搬 具 、 工 具 、 器 具 及 び 備 品 、

リ ー ス 資 産 等 （ 耐 用 年 数 １ 年 未 満

又 は 取 得 価 額 １ ０ 万 円 未 満 の も の

を 除 く 。 ） の 償 却 額 

無 形 固 定 資 産 減

価 償 却 費  

水 利 権 、 借 地 権 、 地 上 権 、 特 許 権

、 施 設 利 用 権 及 び リ ー ス 資 産 の 償

却 額 

資 産 減 耗

費  

  

 固 定 資 産 除 却 費  有 形 固 定 資 産 の 除 却 損 又 は 廃 棄 損

及 び 撤 去 費 

た な 卸 資 産 減 耗

費  

た な 卸 資 産 の き 損 、 変 質 又 は 滅 失

に よ る 除 却 費 及 び 低 価 法 に よ る 評

価 損 

そ の 他 営

業 費 用  

 上 記 以 外 の 営 業 費 用 

 材 料 売 却 原 価  給 水 装 置 用 の 販 売 器 具 、 材 料 等 の

原 価 

雑 支 出   

営 業 外 費

用  

  金 融 及 び 財 務 活 動 に 伴 う 費 用 、 そ

の 他 主 た る 営 業 活 動 に 係 る 費 用 以

外 の 費 用 

 支 払 利 息    

 企 業 債 利 息  企 業 債 に 対 す る 利 息 

借 入 金 利 息  他 会 計 借 入 金 、 一 時 借 入 金 等 に 対

す る 利 息 

雑 支 出    

 不 用 品 売 却 原 価  売 却 し た 不 用 品 の 原 価 

そ の 他 雑 支 出   

消 費 税 及

び 地 方 消

費 税  

 

 

 

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 額 

 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税  

 

特 別 損 失    当 年 度 の 経 常 費 用 か ら 除 外 す べ き
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損 失 

 固 定 資 産

売 却 損  

 固 定 資 産 の 売 却 価 額 が 当 該 固 定 資

産 の 売 却 時 に 帳 簿 価 額 に 不 足 す る

額 

 固 定 資 産 売 却 損   

減 損 損 失   事 業 年 度 の 末 日 に お い て 予 測 す る

こ と が で き な い 減 損 が 生 じ た も の

又 は 減 損 損 失 を 認 識 す べ き も の の

当 該 生 じ た 減 損 に よ る 損 失 又 は 認

識 す べ き 減 損 損 失 の 額 

 減 損 損 失   

災 害 に よ

る 損 失  

 災 害 に よ る 巨 額 の 臨 時 損 失 

 災 害 に よ る 損 失   

過 年 度 損

益 修 正 損  

 前 年 度 以 前 の 損 益 の 修 正 で 損 失 の

性 質 を 有 す る も の 

 過 年 度 損 益 修 正

損  

 

そ の 他 特

別 損 失  

  

 そ の 他 特 別 損 失   

予 備 費     

 予 備 費    

 予 備 費   

   整理勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ） 

資 本 的 支

出  

    

 建 設 改 良

費  

   

 施 設 費   建 設 又 は 改 良 工 事 及 び 資 産 の 取 得

に 係 る 経 費 

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   
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印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

工 事 請 負 費  有 形 固 定 資 産 の 建 設 又 は 改 良 の た

め 支 出 し た 工 事 費 

路 面 復 旧 費   

材 料 費   

補 償 金   

固 定 資 産 購 入 費   

負 担 金   

補 助 交 付 金   

会 費 負 担 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

拡 張 費    

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

工 事 請 負 費   

路 面 復 旧 費   

材 料 費   

補 償 金   

固 定 資 産 購 入 費   

負 担 金   

補 助 交 付 金   
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会 費 負 担 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

   資産勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ） 

固 定 資 産      

 有 形 固 定

資 産  

  土 地 、 建 物 、 構 築 物 、 機 械 、 器 具

及 び 備 品 等 （ 耐 用 年 数 １ 年 未 満 又

は 取 得 価 格 が １ ０ 万 円 未 満 の も の

を 除 き 、 将 来 営 業 の 用 に 供 す る 目

的 を も っ て 所 有 す る 資 産 、 例 え ば

遊 休 施 設 、 未 稼 働 設 備 を 含 む 。 ） 

 土 地   事 業 用 敷 地 及 び 公 舎 敷 地 、 運 動 場

等 の 経 営 附 属 用 土 地 等 で あ り 、 土

地 の 取 得 に 関 し て 要 し た 費 用 、 買

収 費 、 買 収 手 数 料 、 整 地 費 （ 建 物

又 は 構 築 物 に 直 接 関 係 あ る も の を

除 く 。 ） 及 び 測 量 費 の 合 計 額 

 事 務 所 用 地  本 庁 舎 用 地 等 も っ ぱ ら 事 務 所 の た

め に 用 い る 土 地 

施 設 用 地  浄 水 場 用 地 等 施 設 の た め に 用 い る

土 地 （ 施 設 に 附 属 す る 事 務 所 の 用

地 を 含 む 。 ） 

そ の 他 の 土 地   

建 物   事 務 所 、 作 業 場 、 倉 庫 、 車 庫 の ほ

か 公 舎 そ の 他 経 営 附 属 用 建 物 及 び

建 物 と 一 体 を な す 暖 房 、 照 明 、 通

風 等 の 附 属 設 備 、 買 収 建 物 を 使 用

す る た め に 要 し た 模 様 替 、 改 造 等

の 費 用 及 び 建 物 に 直 接 関 係 あ る 整

地 費 を 含 む 。 

 事 務 所 用 建 物  本 庁 舎 、 営 業 所 等 も っ ぱ ら 事 務 所

の 用 に 供 さ れ て い る 建 物 

施 設 用 建 物  取 水 、 貯 水 、 浄 水 、 配 水 等 の 作 業

施 設 の 用 に 供 さ れ て い る 建 物 

そ の 他 建 物   

建 物 減 価

償 却 累 計

額  

  

 事 務 所 用 建 物 減

価 償 却 累 計 額  

 

施 設 用 建 物 減 価

償 却 累 計 額  

 

そ の 他 建 物 減 価

償 却 累 計 額  

 

構 築 物   貯 水 池 、 浄 水 池 、 ト ン ネ ル そ の 他

土 地 に 定 着 す る 土 地 施 設 又 は 工 作
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物 

 原 水 及 び 浄 水 設

備  

取 水 か ら 沈 で ん 、 沪 過 を 経 て 、 浄

水 を 終 わ る ま で の 作 業 用 設 備 

送 配 水 及 び 給 水

設 備  

浄 水 の 送 配 給 水 設 備 

そ の 他 構 築 物   

構 築 物 減

価 償 却 累

計 額  

  

 原 水 及 び 浄 水 設

備 減 価 償 却 累 計

額  

 

配 水 及 び 給 水 設

備 減 価 償 却 累 計

額  

 

そ の 他 構 築 物 減

価 償 却 累 計 額  

 

機 械 及 び

装 置  

 機 械 、 装 置 及 び コ ン ベ ヤ 等 の 運 搬

設 備 並 び に こ れ ら の 附 属 品 

 電 気 設 備  電 動 機 、 変 圧 器 等 及 び 所 内 配 電 設

備 （ 建 物 に 含 む も の を 除 く 。 ） 

内 燃 設 備  自 家 発 電 の た め の 内 燃 設 備 

ポ ン プ 設 備  ポ ン プ 及 び こ れ に 直 結 し 、 分 離 し

が た い 電 動 機 等 の 電 気 設 備 

塩 素 滅 菌 設 備  塩 素 投 入 装 置 等 塩 素 滅 菌 の た め の

設 備 

量 水 器  直 接 需 要 者 の 用 に 供 し て い る 量 水

用 計 器 

そ の 他 機 械 装 置   

機 械 及 び

装 置 減 価

償 却 累 計

額  

  

 電 気 設 備 減 価 償

却 累 計 額  

 

内 燃 設 備 減 価 償

却 累 計 額  

 

ポ ン プ 設 備 減 価

償 却 累 計 額  

 

塩 素 滅 菌 装 置 減

価 償 却 累 計 額  

 

量 水 器 減 価 償 却

累 計 額  

 

そ の 他 機 械 設 備

減 価 償 却 累 計 額  

 

車 両 運 搬

具  

 

 

自 動 車 、 そ の 他 陸 上 運 搬 具 

 車 両 運 搬 具   
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車 両 運 搬

具 減 価 償

却 累 計 額  

 

 

 

 

 車 両 運 搬 具 減 価

償 却 累 計 額  

 

工 具 、 器

具 及 び 備

品  

 機 械 及 び 装 置 の 附 属 設 備 に 含 ま れ

な い 器 具 及 び 電 話 設 備 、 金 庫 、 タ

イ プ ラ イ タ ー 、 机 等 の 備 品 で 耐 用

年 数 １ 年 以 上 で あ り 、 か つ 、 取 得

価 額 が １ ０ 万 円 以 上 の も の 

 工 具 、 器 具 及 び

備 品  

 

工 具 、 器

具 及 び 備

品 減 価 償

却 累 計 額  

  

 工 具 、 器 具 及 び

備 品 減 価 償 却 累

計 額  

 

リ ー ス 資

産  

 有 形 固 定 資 産 （ 建 設 仮 勘 定 を 除 く

。 ） に 係 る フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス

取 引 に お け る リ ー ス 資 産 

 所 有 権 移 転 リ ー

ス 資 産  

 

所 有 権 移 転 外 リ

ー ス 資 産  

 

リ ー ス 資

産 減 価 償

却 累 計 額  

  

 所 有 権 移 転 リ ー

ス 資 産 減 価 償 却

累 計 額  

 

所 有 権 移 転 外 リ

ー ス 資 産 減 価 償

却 累 計 額  

 

建 設 仮 勘

定  

 有 形 固 定 資 産 の 建 設 又 は 改 良 の た

め 支 出 し た 建 設 改 良 費 （ 前 払 金 等

を 含 む 。 ） 

 建 設 仮 勘 定   

そ の 他 有

形 固 定 資

産  

 上 記 以 外 の 有 形 固 定 資 産 

 そ の 他 有 形 固 定

資 産  

 

そ の 他 有

形 固 定 資

産 減 価 償

却 累 計 額  
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 そ の 他 有 形 固 定

資 産 減 価 償 却 累

計 額  

 

無 形 固 定

資 産  
  有 償 取 得 し た 水 利 権 、 借 地 権 、 地

上 権 、 特 許 権 、 施 設 利 用 権 

 水 利 権   河 川 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 １ ６ ７ 号 ）

第 ２ ３ 条 か ら 第 ２ ８ 条 ま で に 規 定

す る 権 利 

 水 利 権   

借 地 権   土 地 の 上 に 設 定 さ れ た 民 法 （ 明 治

２ ９ 年 法 ８ ９ 号 ） 第 ６ ０ １ 条 に 規

定 す る 権 利 

 借 地 権   

地 上 権   民 法 第 ２ ６ ５ 条 に 規 定 す る 権 利 

 地 上 権   

特 許 権   特 許 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 １ ２ １ 号 ）

第 ２ ９ 条 に 規 定 す る 権 利 

 特 許 権   

施 設 利 用

権  

 電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権 （ 電 気 事

業 者 又 は ガ ス 事 業 者 に 対 し て 電 気

又 は ガ ス の 供 給 施 設 を 設 け る た め

に 要 す る 費 用 を 負 担 し 、 そ の 施 設

を 利 用 し て 電 気 又 は ガ ス の 供 給 を

受 け る 権 利 ） 等 

 施 設 利 用 権   

リ ー ス 資

産  

 無 形 固 定 資 産 （ 営 業 権 を 除 く 。 ）

に 係 る フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引

に お け る リ ー ス 資 産 

 所 有 権 移 転 リ ー

ス 資 産  

 

所 有 権 移 転 外 リ

ー ス 資 産  

 

投 資 そ の

他 の 資 産  

   

 投 資 有 価

証 券  

 金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 第

２ ５ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 有 価 証

券 で 投 資 の 目 的 を 持 っ て 所 有 す る

も の 

 地 方 債   

国 債   

株 式   

社 債   

そ の 他 有 価 証 券   

出 資 金    

 出 資 金   

長 期 貸 付

金  

 返 済 期 日 が 貸 借 対 照 表 か ら 起 算 し

て １ 年 以 上 の も の 

 一 般 貸 付 金  他 会 計 に 対 す る 長 期 貸 付 金 以 外 の
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も の 

他 会 計 貸 付 金  他 会 計 へ の 長 期 貸 付 金 

貸 倒 引 当

金  

 長 期 貸 付 金 の 回 収 不 能 に よ る 損 失

に 備 え る た め に 引 き 当 て る も の 

基 金   

 

基 金 設 置 条 例 に 基 づ き 特 定 預 金 等

の 形 態 で 保 有 す る も の 

 水 源 涵 養 林 保 護

基 金  

水 源 涵 養 林 保 護 育 成 事 業 を 推 進 す

る た め の 基 金 

そ の 他 投

資  

 

 

上 記 以 外 の 投 資 の 性 質 を 有 す る も

の 

 そ の 他 投 資   

流 動 資 産      

 現 金 ・ 預

金  

  現 金 、 当 座 預 金 、 支 払 期 限 の 到 来

し た 公 社 債 の 利 札 、 小 切 手 、 郵 便

為 替 証 書 、 郵 便 振 替 貯 金 証 書 等 

 現 金    

 現 金   

預 金   貸 借 対 照 表 日 か ら 起 算 し て １ 年 以

内 に 期 限 が 到 来 す る 定 期 預 金 、 普

通 預 金 等 

 預 金   

未 収 金     

 営 業 未 収

金  

 営 業 活 動 に 係 る 収 益 の 未 収 入 額 

 未 収 給 水 益  水 道 料 金 の 未 収 入 額 

未 収 受 託 工 事 収

益  

受 託 工 事 代 金 の 未 収 入 額 

 

そ の 他 営 業 未 収

金  

有 料 修 理 金 、 手 数 料 等 の 未 収 入 額 

営 業 外 未

収 金  

  

 未 収 受 取 利 息  預 金 、 貸 付 金 利 息 等 の 未 収 入 額 

未 収 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 還 付

金  

 

 

そ の 他 営 業 外 未

収 金  

不 用 品 売 却 代 金 、 賃 借 料 等 の 未 収

入 額 

そ の 他 未

収 金  

 

 

固 定 資 産 売 却 代 金 等 上 記 以 外 の 未

収 金 

 そ の 他 未 収 金   

貸 倒 引 当

金  

  未 収 金 の 回 収 不 能 に よ る 損 失 に 備

え る た め に 引 き 当 て る も の 

 貸 倒 引 当

金  

  

 貸 倒 引 当 金   

有 価 証 券    一 時 的 所 有 を 目 的 と す る 有 価 証 券

（ 差 入 保 証 金 の 代 用 と し て 提 供 さ

れ た も の で 短 期 間 内 に 返 却 さ れ る
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も の を 除 く 。 ） 

有 価 証 券    

 有 価 証 券   

貯 蔵 品    い ま だ に 使 用 に 供 さ れ て い な い 材

料 並 び に 耐 用 年 数 １ 年 未 満 又 は 取

得 価 額 が １ ０ 万 円 未 満 の 工 具 、 器

具 及 び 備 品 （ 固 定 資 産 の 建 設 、 改

良 に 使 用 す る た め 取 得 さ れ た も の

で 建 設 仮 勘 定 に 属 す る も の を 除 く

。 ） 

原 材 料   金 属 材 料 等 

 原 材 料   

貯 蔵 量 水

器  

 貯 蔵 中 の 量 水 器 

 貯 蔵 量 水 器   

消 耗 工 具

、 器 具 及

び 備 品 、

消 耗 品  

 耐 用 年 数 １ 年 未 満 又 は 取 得 価 額 が

１ ０ 万 円 未 満 の 工 具 、 器 具 及 び 備

品 、 文 具 、 用 紙 等 の 事 務 用 品 等 

そ の 他 貯

蔵 品  

 廃 材 、 用 途 廃 止 の 機 械 器 具 等 上 記

以 外 の 貯 蔵 品 

 そ の 他 貯 蔵 品   

短 期 貸 付

金  

   

 一 般 短 期

貸 付 金  

 他 会 計 以 外 に 対 す る 短 期 貸 付 金 

 一 般 短 期 貸 付 金   

他 会 計 貸

付 金  

 他 会 計 に 対 す る 短 期 貸 付 金 

  他 会 計 貸 付 金   

貸 倒 引 当

金  

  短 期 貸 付 金 の 回 収 不 能 に よ る 損 失

に 備 え る た め 引 き 当 て る も の 

 貸 倒 引 当

金  

  

  貸 倒 引 当 金   

前 払 費 用    前 払 賃 借 料 、 前 払 利 息 等 一 定 の 契

約 に 従 い 、 継 続 的 に 役 務 の 提 供 を

受 け る 場 合 、 い ま だ 提 供 を さ れ て

い な い 役 務 に 対 し て 支 払 わ れ た 対

価 で 貸 借 対 象 表 日 か ら 起 算 し て １

年 以 内 に 費 用 と な る も の 

 前 払 費 用    

 前 払 費 用   

前 払 金    物 品 等 の 購 入 、 工 事 の 請 負 等 に 際

し て 前 払 さ れ た 金 額 で 前 払 費 用 に

属 し な い も の 

営 業 前 払

金  

  

228



営 業 外 前

払 金  

  

そ の 他 前

払 金  

  

前 払 消 費

税 及 び 地

方 消 費 税  

  

そ の 他 流

動 資 産  

   

 保 管 有 価

証 券  

 差 入 保 証 金 の 代 用 と し て 提 供 を 受

け た 有 価 証 券 で 短 期 間 内 に 返 却 す

る 見 込 み の も の 

仮 払 消 費

税 及 び 地

方 消 費 税  

  

特 定 収 入

仮 払 消 費

税 及 び 地

方 消 費 税  

  

そ の 他 雑

流 動 資 産  

 上 記 以 外 の 流 動 資 産 

   資本勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ） 

資 本 金      

 資 本 金     

 固 有 資 本

金  

 

 

 

企 業 開 始 の 時 （ 地 方 公 営 企 業 法 （

昭 和 ２ ７ 年 法 第 ２ ９ ２ 号 ） 適 用 の

時 ） に お け る 引 継 資 本 金 の 額 

 固 有 資 本 金   

出 資 金   他 会 計 か ら の 出 資 金 の 額 

 出 資 金   

組 入 資 本

金  

 

 

剰 余 金 か ら 資 本 金 に 組 み 入 れ た 額 

 

 組 入 資 本 金   

剰 余 金      

 資 本 剰 余

金  

   

 再 評 価 積

立 金  

 地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ７

年 政 令 ４ ０ ３ 号 ） 附 則 第 １ １ 項 及

び 第 １ ２ 項 の 規 定 に よ り 資 産 の 再

評 価 を 行 っ た 場 合 に お け る 再 評 価

価 額 か ら 再 評 価 以 前 の 帳 簿 価 額 を

控 除 し た 額 

 再 評 価 積 立 金   

受 贈 財 産

評 価 額  

 

 

償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 贈 与 を

受 け た 財 産 の 評 価 額 

 受 贈 財 産 評 価 額   
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寄 附 金   

 

償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 又

は 改 良 に 充 て た 寄 附 金 

 寄 附 金   

工 事 負 担

金  

 

 

償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 又

は 改 良 に 充 て た 工 事 負 担 金 

 工 事 負 担 金   

建 設 改 良

補 助 金  

 

 

償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 又

は 改 良 に 充 て た 補 助 金 

 国 庫 補 助 金   

一 般 会 計 補 助 金   

加 入 金   

 

償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 又

は 改 良 に 充 て た 加 入 金 

 加 入 金   

保 険 差 益   固 定 資 産 の 帳 簿 価 額 と 当 該 固 定 資

産 の 滅 失 に よ り 保 険 契 約 に 基 づ い

て 受 け 取 っ た 保 険 金 と の 差 額 

 保 険 差 益   

そ の 他 資

本 剰 余 金  

 上 記 以 外 の 資 本 剰 余 金 

 そ の 他 資 本 剰 余

金  

 

利 益 剰 余

金  

   

 減 債 積 立

金  

 企 業 債 の 償 還 に 充 て る た め に 積 み

立 て た 額 

 減 債 積 立 金   

利 益 積 立

金  

 欠 損 金 を う め る た め に 積 み 立 て た

額 

 利 益 積 立 金   

建 設 改 良

積 立 金  

 

 

建 設 又 は 改 良 の た め に 積 み 立 て た

額 

 建 設 改 良 積 立 金   

当 年 度 未

処 分 利 益

剰 余 金 （

当 年 度 未

処 理 欠 損

金 ）  

 当 年 度 末 に お け る 繰 越 利 益 剰 余 金

（ 繰 越 欠 損 金 ） の 額 に 当 年 度 の 純

利 益 （ 純 損 失 ） の 金 額 を 加 減 し た

額 

 繰 越 利 益 剰 余 金

年 度 末 残 高 （ 繰

越 欠 損 金 年 度 末

残 高 ）  

 

前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 （ 前 年 度

未 処 理 欠 損 金 ） の 額 か ら 前 年 度 利

益 剰 余 金 処 分 額 （ 前 年 度 欠 損 金 処

理 額 ） を 控 除 し て 得 た 繰 越 利 益 剰

余 金 （ 繰 越 欠 損 金 ） の 額 

当 年 度 純 利 益 （

当 年 度 純 損 失 ）  

当 年 度 の 損 益 取 引 の 結 果 発 生 し た

純 利 益 （ 純 損 失 額 ） 

未 処 分 利

益 剰 余 金  
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 そ の 他 未 処 分 利

益 剰 余 金 変 動 額  

 

   負債勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ） 

固 定 負 債      

 企 業 債     

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

企 業 債  

 建 設 改 良 費 等 （ 建 設 若 し く は 改 良

に 要 す る 経 費 又 は 地 方 債 に 関 す る

省 令 （ 平 成 １ ８ 年 総 務 省 令 第 ５ ４

号 ） 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 公 営 企 業

の 建 設 又 は 改 良 に 要 す る 経 費 に 準

ず る 経 費 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

財 源 に 充 て る た め に 発 行 す る 企 業

債 （ １ 年 内 に 償 還 期 限 の 到 来 す る

も の を 除 く 。 ） 

そ の 他 の

企 業 債  

 建 設 改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て る

た め に 発 行 す る 企 業 債 （ １ 年 内 に

償 還 期 限 の 到 来 す る も の を 除 く 。

） 

他 会 計 借

入 金  

   

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

長 期 借 入

金  

 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め

に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た 借 入 金

（ １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来 す る も

の を 除 く 。 ） 

そ の 他 の

長 期 借 入

金  

 建 設 改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て る

た め に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た 借

入 金 （ １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来 す

る も の を 除 く 。 ） 

リ ー ス 債

務  

  フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に お け

る リ ー ス 債 務 （ １ 年 内 に 支 払 期 限

の 到 来 す る も の を 除 く 。 ） 

 リ ー ス 債

務  

  

引 当 金     

 退 職 給 付

引 当 金  

 

 

 

 

将 来 生 ず る こ と が 予 想 さ れ る 職 員

に 対 す る 退 職 手 当 の 支 払 に 充 て る

た め の 引 当 額 （ １ 年 内 に 使 用 さ れ

る 見 込 み の も の を 除 く 。 ） 

 退 職 給 付 引 当 金   

特 別 修 繕

引 当 金  

 

 

数 事 業 年 度 ご と に 定 期 的 に 行 わ れ

る 特 別 の 大 修 繕 に 備 え て 計 上 す る

引 当 金 （ １ 年 内 に 使 用 さ れ る 見 込

み の も の を 除 く 。 ） 

 特 別 修 繕 引 当 金   
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そ の 他 固

定 負 債  

 

 

上 記 以 外 の 固 定 負 債 

 そ の 他 固 定 負 債   

流 動 負 債      

 一 時 借 入

金  

 

 

 借 入 金 等 で 貸 借 対 照 表 日 か ら 起 算

し て １ 年 内 に 返 還 又 は 支 払 を 要 す

る も の 

企 業 債     

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

企 業 債  

 １ 年 内 に 償 還 期 限 の 到 来 す る 建 設

改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め に 発

行 す る 企 業 債 

そ の 他 の

企 業 債  

 １ 年 内 に 償 還 期 限 の 到 来 す る 建 設

改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て る た め

に 発 行 す る 企 業 債 

他 会 計 借

入 金  

   

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

長 期 借 入

金  

 １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来 す る 建 設

改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め に 他

の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た 借 入 金 

そ の 他 の

長 期 借 入

金  

 １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来 す る 建 設

改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て る た め

に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た 借 入 金 

リ ー ス 債

務  

  １ 年 内 に 支 払 期 限 の 到 来 す る フ ァ

イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に お け る リ

ー ス 債 務 

 リ ー ス 債

務  

  

未 払 金    特 定 の 契 約 等 に よ り す で に 確 定 し

て い る 短 期 的 債 務 で ま だ そ の 支 払

を 終 ら な い も の （ 未 払 費 用 に 属 す

る も の を 除 く ） 

 営 業 未 払

金  

 営 業 活 動 に 係 る 通 常 の 取 引 に よ り

発 生 す る 未 払 金 

営 業 外 未

払 金  

  

 未 払 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税  

 

そ の 他 営 業 外 未

払 金  

 

そ の 他 未

払 金  

 固 定 資 産 等 購 入 代 金 の 未 払 額 、 償

還 期 限 経 過 後 の 企 業 債 の 未 償 還 額

等 上 記 以 外 の 未 払 金 

 そ の 他 未 払 金   
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未 払 費 用    未 払 利 息 、 未 払 賃 借 料 等 一 定 の 契

約 に 従 い 、 継 続 的 に 役 務 の 提 供 を

受 け る 場 合 、 す で に 提 供 を 受 け た

役 務 の 対 価 の 未 払 額 

 未 払 費 用    

 未 払 費 用   

前 受 金     

 営 業 前 受

金  

 前 受 水 道 料 金 、 前 受 受 託 工 事 代 金

等 主 た る 営 業 活 動 に 係 る 収 益 の 前

受 金 

 営 業 前 受 金   

営 業 外 前

受 金  

 前 受 利 息 、 前 受 賃 貸 料 等 金 融 及 び

財 務 活 動 に 伴 う 収 益 そ の 他 主 た る

営 業 活 動 以 外 か ら 生 ず る 収 益 の 前

受 金 

 営 業 外 前 受 金   

そ の 他 前

受 金  

 固 定 資 産 売 却 代 金 等 上 記 以 外 の 収

入 の 前 受 額 

 そ の 他 前 受 金   

引 当 金     

 賞 与 引 当

金  

 翌 事 業 年 度 に 支 払 う 賞 与 の う ち 、

当 年 度 負 担 相 当 額 を 見 積 も り 計 上

す る 引 当 金 

法 定 福 利

引 当 金  

  

修 繕 引 当

金  

 企 業 の 所 有 す る 設 備 等 に つ い て 、

毎 事 業 年 度 行 わ れ る 通 常 の 修 繕 が

何 ら か の 理 由 で 行 わ れ な か っ た 場

合 に お い て 、 そ の 修 繕 に 備 え て 計

上 す る 引 当 金 

特 別 修 繕

引 当 金  

 数 事 業 年 度 ご と に 定 期 的 に 行 わ れ

る 特 別 の 大 修 繕 に 備 え て 計 上 す る

引 当 金 の う ち １ 年 内 に 使 用 さ れ る

見 込 み の も の 

（ 注 ） 企 業 会 計 の 取 扱 い 上 は 、 １

年 内 の 使 用 額 を 正 確 に 算 定 で き な

い た め 、 特 別 修 繕 引 当 金 全 額 を 固

定 負 債 に 計 上 す る こ と が 通 例 で あ

る こ と か ら 、 地 方 公 営 企 業 に お い

て も 同 様 の 取 扱 い を す る こ と と し

て 差 し 支 え な い も の で あ る こ と 

そ の 他 流

動 負 債  

  預 り 金 、 預 り 有 価 証 券 等 上 記 以 外

の 流 動 負 債 

 仮 受 消 費

税 及 び 地

方 消 費 税  

  

繰 延 収 益      

 長 期 前 受   償 却 資 産 の 取 得 又 は 改 良 に 充 て る
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金  た め の 補 助 金 、 負 担 金 そ の 他 こ れ

ら に 類 す る も の の 交 付 を 受 け た 場

合 に お け る そ の 交 付 を 受 け た 金 額

に 相 当 す る 額 及 び 償 却 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て る た め に 起 こ し た

企 業 債 の 元 金 の 償 還 に 要 す る 資 金

に 充 て る た め 一 般 会 計 又 は 他 の 特

別 会 計 か ら 繰 入 れ を 行 っ た 場 合 に

お け る そ の 繰 入 金 の 額 

 長 期 前 受

金  

  

 再 評 価 積 立 金 長

期 前 受 金  

 

受 贈 財 産 評 価 額

長 期 前 受 金  

 

寄 附 金 長 期 前 受

金  

 

工 事 負 担 金 長 期

前 受 金  

 

国 庫 補 助 金 長 期

前 受 金  

 

一 般 会 計 補 助 金

長 期 前 受 金  

 

加 入 金 長 期 前 受

金  

 

長 期 前 受

金 収 益 化

累 計 額  

   

 長 期 前 受

金 収 益 化

累 計 額  

  

 再 評 価 積 立 金 長

期 前 受 金 収 益 化

累 計 額  

 

受 贈 財 産 評 価 額

長 期 前 受 金 収 益

化 累 計 額  

 

寄 附 金 長 期 前 受

金 収 益 化 累 計 額  

 

工 事 負 担 金 長 期

前 受 金 収 益 化 累

計 額  

 

国 庫 補 助 金 長 期

前 受 金 収 益 化 累

計 額  

 

一 般 会 計 補 助 金

長 期 前 受 金 収 益

化 累 計 額  
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加 入 金 長 期 前 受

金 収 益 化 累 計 額  

 

 

 別表第２（第１３条関係） 

  下水道事業勘定科目表 

   収益勘定 

  款    項    目    節    （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

下 水 道 事

業 収 益  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 業 収 益    主 た る 営 業 活 動 か ら 生 ず る 収 益  

 下 水 道 使

用 料  

 汚 水 処 理 に よ る 使 用 料  

 下 水 道 使 用 料   

他 会 計 負

担 金  

 雨 水 処 理 に 要 す る 経 費 の 他 会 計

か ら の 負 担 金  

 一 般 会 計 負 担 金   

受 託 事 業

収 益  

 排 水 設 備 等 の 工 事 受 託 に よ る 収

益  

 受 託 工 事 収 益   

貸 付 金 元

金 収 入  

  

 

 

 

水 洗 便 所 改 造 資

金 貸 付 金 元 金 収

入  

 

そ の 他 の

営 業 収 益  

  

 手 数 料  甲 府 市 下 水 道 工 事 指 定 店 申 請 手

数 料 、 下 水 道 使 用 料 の 督 促 手 数

料  

雑 収 益  上 記 以 外 の 営 業 収 益  

営 業 外 収

益  

  金 融 及 び 販 売 活 動 に 伴 う 収 益 、

そ の 他 主 た る 営 業 活 動 以 外 か ら

生 ず る 収 益  

 受 取 利 息    

 預 金 利 息   

貸 付 金 利 息   

有 価 証 券 利 息   

国 庫 補 助

金  

  

 特 別 債 利 子 国 庫

補 助 金  

 

他 会 計 補

助 金  

 

 

 

 

汚 水 処 理 等 に 係 る 経 費 の 他 会 計

か ら の 繰 入 金 で 返 済 を 要 し な い

も の  

 一 般 会 計 補 助 金   
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長 期 前 受

金 戻 入  

 地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 ( 昭 和

２ ７ 年 総 理 府 令 第 ７ ３ 号 。 以 下

「 則 」 と い う 。 ) 第 ２ １ 条 第 ２

項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 償 却

し た 長 期 前 受 金 の 額 の う ち 営 業

外 収 益 と し て 整 理 す る も の  

 再 評 価 積 立 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

国 庫 補 助 金 長 期

前 受 金 戻 入  

 

県 補 助 金 長 期 前

受 金 戻 入  

 

他 会 計 補 助 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

工 事 負 担 金 長 期

前 受 金 戻 入  

 

受 益 者 負 担 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

他 会 計 負 担 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

受 贈 財 産 評 価 額

長 期 前 受 金 戻 入  

 

寄 附 金 長 期 前 受

金 戻 入  

 

そ の 他 資 本 剰 余

金 長 期 前 受 金 戻

入  

 

雑 収 益   上 記 以 外 の 営 業 外 収 益  

 不 用 品 売 却 収 益  不 用 品 の 売 却 代 金  

手 数 料  督 促 手 数 料  

延 滞 金  延 滞 金  

そ の 他 雑 収 益   

特 別 利 益    当 年 度 の 経 常 的 収 益 か ら 除 外 す

べ き 利 益  

 固 定 資 産

売 却 益  

 固 定 資 産 の 売 却 価 額 が 当 該 固 定

資 産 の 売 却 時 の 帳 簿 価 額 を 超 え

る 金 額  

 固 定 資 産 売 却 益   

過 年 度 損

益 修 正 益  

 前 年 度 以 前 の 損 益 の 修 正 で 利 益

の 性 質 を 有 す る も の  

 過 年 度 損 益 修 正

益  

 

そ の 他 特

別 利 益  

  

 そ の 他 特 別 利 益   

   費用勘定 

  款    項    目    節    （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  
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下 水 道 事

業 費 用  

    

 営 業 費 用    主 た る 営 業 活 動 か ら 生 ず る 費 用  

 管 渠 費   管 渠 の 維 持 管 理 に 要 す る 費 用  

 給 料  職 員 の 本 給  

手 当  職 員 の 扶 養 、 期 末 、 勤 勉 、 時 間

外 勤 務 及 び 特 殊 勤 務 等 の 諸 手 当  

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

賞 与 引 当 金 と し て 計 上 す る た め

の 繰 入 額  

賃 金  臨 時 職 員 及 び 人 夫 の 賃 金  

報 酬  臨 時 又 は 非 常 勤 の 顧 問 、 嘱 託 員

等 に 対 す る 報 酬  

法 定 福 利 費  事 業 主 負 担 の 健 康 保 険 料 、 厚 生

年 金 保 険 料 、 労 働 保 険 料 及 び 労

務 災 害 補 償 費 等  

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

法 定 福 利 費 引 当 金 と し て 計 上 す

る た め の 繰 入 額  

旅 費  旅 費 に 関 す る 規 定 等 に 基 づ い て

職 員 等 に 支 給 す る 旅 費  

被 服 費  被 服 貸 与 規 定 に 基 づ い て 職 員 に

貸 与 す る 被 服 の 購 入 費  

備 消 品 費  事 務 及 び 工 事 用 消 耗 品 費 並 び に

耐 用 年 数 １ 年 未 満 又 は 取 得 価 額

１ ０ 万 円 未 満 の 器 具 、 備 品 費  

燃 料 費  工 事 用 、 自 動 車 用 及 び 採 暖 用 燃

料 費  

光 熱 水 費  電 気 料 金 、 ガ ス 料 金 等  

印 刷 製 本 費  文 書 、 図 面 、 帳 簿 等 の 印 刷 費 及

び 伝 票 、 帳 簿 等 の 製 本 費  

通 信 運 搬 費  は が き 、 郵 便 切 手 、 電 信 電 話 料

、 電 話 加 入 移 転 架 設 料 、 乗 車 船

券 類 、 運 送 料 等  

委 託 料  委 託 に 要 す る 費 用  

手 数 料  公 金 取 扱 、 検 査 手 数 料 等  

賃 借 料  借 地 料 、 借 家 料 、 自 動 車 借 上 料

等  

修 繕 費  

 

有 形 固 定 資 産 等 の 維 持 修 繕 に 要

す る 工 事 請 負 等 の 費 用  

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

修 繕 引 当 金 と し て 計 上 す る た め

の 繰 入 額  

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

特 別 修 繕 引 当 金 と し て 計 上 す る

た め の 繰 入 額  

路 面 復 旧 費  道 路 の 修 復 費  

動 力 費  機 械 装 置 等 の 運 転 に 必 要 な 電 力

料 及 び 燃 料 費  

材 料 費  

 

有 形 固 定 資 産 等 の 維 持 修 繕 に 要

す る 諸 材 料 費  

補 償 金  補 償 金 、 賠 償 金 、 見 舞 金 等  
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負 担 金  維 持 管 理 負 担 金 等  

補 助 金  各 種 事 業 に お け る 補 助 金  

保 険 料  事 業 用 財 産 に 対 す る 損 害 保 険 料  

公 課 費  自 動 車 重 量 税  

雑 費  上 記 の 科 目 に 属 さ な い 費 用  

ポ ン プ 場

費  

 ポ ン プ 場 の 維 持 管 理 に 要 す る 費

用  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

動 力 費   

薬 品 費  諸 薬 品 購 入 費  

材 料 費   

補 償 金   

負 担 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

終 末 処 理

場 管 理 費  

 終 末 処 理 場 の 維 持 管 理 に 要 す る

費 用  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   
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法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

動 力 費   

薬 品 費   

材 料 費   

補 償 金   

負 担 金   

補 助 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

総 係 費   事 業 活 動 全 般 に 関 す る 費 用  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

退 職 給 付 費  退 職 給 付 引 当 金 と し て 計 上 す る

た め の 繰 入 額 及 び 退 職 手 当 の 支

払 に 当 た っ て 不 足 が 生 じ た 場 合

の 当 該 不 足 額  

報 償 費  報 償 金 、 奨 励 金 等  

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   
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広 告 料  広 告 、 宣 伝 に 要 す る 費 用  

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

研 修 費  職 員 の 研 修 に 要 す る 費 用  

食 糧 費  会 議 の た め の 茶 菓 、 弁 当 代 等  

厚 生 費  医 務 、 衛 生 、 保 健 、 文 化 、 体 育

、 慰 安 等 に 要 す る 費 用  

会 費 負 担 金  関 係 団 体 の 会 費 負 担 金 等  

補 助 金   

貸 付 金   

保 険 料   

公 課 費   

貸 倒 引 当 金 繰 入

額  

貸 倒 引 当 金 と し て 計 上 す る た め

の 繰 入 額  

雑 費   

減 価 償 却

費  

 則 第 １ ３ 条 、 第 １ ５ 条 又 は 第 １

６ 条 の 規 定 に よ る 償 却 額  

 有 形 固 定 資 産 減

価 償 却 費  

建 物 、 構 築 物 、 機 械 及 び 装 置 、

車 両 運 搬 具 、 工 具 、 器 具 及 び 備

品 、 リ ー ス 資 産 等 （ 耐 用 年 数 １

年 未 満 又 は 取 得 価 額 １ ０ 万 円 未

満 の も の を 除 く 。 ） の 償 却 額  

無 形 固 定 資 産 減

価 償 却 費  

借 地 権 、 地 上 権 、 施 設 利 用 権 及

び リ ー ス 資 産 の 償 却 額  

資 産 減 耗

費  

  

 

 固 定 資 産 除 却 費  有 形 固 定 資 産 の 除 却 損 又 は 廃 棄

損 及 び 撤 去 費  

そ の 他 営

業 費 用  

 上 記 以 外 の 営 業 費 用  

 雑 支 出   

営 業 外 費

用  

  金 融 及 び 財 務 活 動 に 伴 う 費 用 、

そ の 他 主 た る 営 業 活 動 に 係 る 費

用 以 外 の 費 用  

 支 払 利 息

及 び 企 業

債 取 扱 諸

費  

  

 企 業 債 利 息  企 業 債 に 対 す る 利 息  

長 期 借 入 金 利 息  長 期 借 入 金 に 対 す る 利 息  

一 時 借 入 金 利 息  一 時 借 入 金 等 に 対 す る 利 息  

企 業 債 取 扱 諸 費  企 業 債 の 元 利 償 還 の つ ど 支 払 う
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手 数 料 及 び 取 扱 費  

消 費 税 及

び 地 方 消

費 税  

 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 額  

 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税  

 

雑 支 出    

 不 用 品 売 却 原 価  売 却 し た 不 用 品 の 原 価  

そ の 他 雑 支 出   

特 別 損 失    当 年 度 の 経 常 費 用 か ら 除 外 す べ

き 損 失  

 固 定 資 産

売 却 損  

 固 定 資 産 の 売 却 価 額 が 当 該 固 定

資 産 の 売 却 時 に 帳 簿 価 額 に 不 足

す る 額  

 固 定 資 産 売 却 損   

減 損 損 失  

 

 事 業 年 度 の 末 日 に お い て 予 測 す

る こ と が で き な い 減 損 が 生 じ た

も の 又 は 減 損 損 失 を 認 識 す べ き

も の の 当 該 生 じ た 減 損 に よ る 損

失 又 は 認 識 す べ き 減 損 損 失 の 額  

 減 損 損 失   

災 害 に よ

る 損 失  

 災 害 に よ る 巨 額 の 臨 時 損 失  

 災 害 に よ る 損 失   

過 年 度 損

益 修 正 損  

 前 年 度 以 前 の 損 益 の 修 正 で 損 失

の 性 質 を 有 す る も の  

 過 年 度 損 益 修 正

損  

 

そ の 他 の

特 別 損 失  

  

 そ の 他 特 別 損 失   

予 備 費     

 予 備 費    

 予 備 費   

   資産勘定 

  款    項    目    節    （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

固 定 資 産      
 有 形 固 定

資 産  
  土 地 、 建 物 、 構 築 物 、 機 械 、 器

具 及 び 備 品 等 （ 耐 用 年 数 １ 年 未
満 又 は 取 得 価 額 が １ ０ 万 円 未 満
の も の を 除 き 、 将 来 営 業 の 用 に
供 す る 目 的 を も っ て 所 有 す る 資
産 、 例 え ば 遊 休 施 設 、 未 稼 働 設
備 を 含 む 。 ）  

 土 地   事 務 用 敷 地 及 び 公 舎 敷 地 、 運 動
場 等 の 経 営 附 属 用 土 地 等 で あ り
、 土 地 の 取 得 に 関 し て 要 し た 費
用 、 買 収 費 、 買 収 手 数 料 、 整 地
費 （ 建 物 又 は 構 築 物 に 直 接 関 係
の あ る も の を 除 く 。 ） 及 び 測 量
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費 の 合 計 額  
 事 務 所 用 地  本 庁 舎 用 地 等 も っ ぱ ら 事 務 所 の

た め に 用 い る 土 地  
施 設 用 地  処 理 場 用 地 等 施 設 の た め に 用 い

る 土 地 （ 施 設 に 附 属 す る 事 務 所
の 用 地 を 含 む 。 ）  

そ の 他 土 地   
建 物   事 務 所 、 作 業 場 、 倉 庫 、 車 庫 の

ほ か 公 舎 そ の 他 経 営 附 属 用 建 物
、 建 物 と 一 体 を な す 暖 房 、 照 明
、 通 風 等 の 附 属 設 備 、 買 収 建 物
を 使 用 す る た め に 要 し た 模 様 替
、 改 造 等 の 費 用 及 び 建 物 に 直 接
関 係 あ る 整 地 費 を 含 む 。  

 事 務 所 用 建 物  本 庁 舎 、 営 業 所 等 も っ ぱ ら 事 務
所 の 用 に 供 さ れ て い る 建 物  

施 設 用 建 物  下 水 処 理 場 、 ポ ン プ 場 等 の 施 設
の 用 に 供 さ れ て い る 建 物  

そ の 他 建 物   
建 物 減 価
償 却 累 計
額  

  

構 築 物   土 地 に 定 着 す る 土 木 施 設 又 は 工
作 物  

 排 水 施 設  下 水 管 渠 、 人 孔 、 桝 等 排 水 の た
め の 施 設  

ポ ン プ 場 施 設  ポ ン プ 場 に お け る 沈 殿 池 等 排 水
の た め の 施 設  

処 理 場 施 設  沈 砂 池 、 沈 殿 池 等 下 水 処 理 の た
め の 施 設  

そ の 他 構 築 物   
構 築 物 減
価 償 却 累
計 額  

  

機 械 及 び
装 置  

 機 械 、 装 置 及 び コ ン ベ ヤ 等 の 運
搬 設 備 並 び に こ れ ら の 附 属 品  

 電 気 設 備  電 動 機 、 変 圧 器 等 及 び 所 内 配 電
設 備 （ 建 物 に 含 む も の を 除 く 。
）  

ポ ン プ 設 備  ポ ン プ 及 び こ れ に 直 結 し 、 分 離
し が た い 電 動 機 等 の 電 気 設 備  

処 理 機 械 設 備  ゲ ー ト 設 備 等 下 水 処 理 作 業 に 要
す る 機 械 設 備  

そ の 他 機 械 設 備   
機 械 及 び
装 置 減 価
償 却 累 計
額  

  

車 両 運 搬
具  

 自 動 車 、 そ の 他 陸 上 運 搬 具  

車 両 運 搬
具 減 価 償
却 累 計 額  
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工 具 、 器
具 及 び 備
品  

 機 械 及 び 装 置 の 附 属 設 備 に 含 ま
れ な い 器 具 及 び 電 話 設 備 、 金 庫
、 机 等 の 備 品 で 耐 用 年 数 １ 年 以
上 で あ り 、 取 得 価 額 が １ ０ 万 円
以 上 の も の  

工 具 、 器
具 及 び 備
品 減 価 償
却 累 計 額  

  

リ ー ス 資
産  

 有 形 固 定 資 産 （ 建 設 仮 勘 定 を 除
く 。 ） に 係 る フ ァ イ ナ ン ス ・ リ
ー ス 取 引 に お け る リ ー ス 資 産  

 所 有 権 移 転 リ ー
ス 資 産  

 

所 有 権 移 転 外 リ
ー ス 資 産  

 

リ ー ス 資
産 減 価 償
却 累 計 額  

  

 所 有 権 移 転 リ ー
ス 資 産 減 価 償 却
累 計 額  

 

所 有 権 移 転 外 リ
ー ス 資 産 減 価 償
却 累 計 額  

 

建 設 仮 勘
定  

 有 形 固 定 資 産 の 建 設 又 は 改 良 の
た め 支 出 し た 建 設 改 良 費 （ 前 払
金 等 を 含 む 。 ）  

そ の 他 有
形 固 定 資
産  

 上 記 以 外 の 有 形 固 定 資 産  

そ の 他 有
形 固 定 資
産 減 価 償
却 累 計 額  

  

無 形 固 定
資 産  

  有 償 取 得 し た 借 地 権 、 地 上 権 、
施 設 利 用 権  

 借 地 権   土 地 の 上 に 設 定 さ れ た 民 法 （ 明
治 ２ ９ 年 法 ８ ９ 号 ） 第 ６ ０ １ 条
に 規 定 す る 権 利  

地 上 権   民 法 第 ２ ６ ５ 条 に 規 定 す る 権 利  
施 設 利 用
権  

 電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権 （ 電 気
事 業 者 又 は ガ ス 事 業 者 に 対 し て
電 気 又 は ガ ス の 供 給 施 設 を 設 け
る た め に 要 す る 費 用 を 負 担 し 、
そ の 施 設 を 利 用 し て 電 気 又 は ガ
ス の 供 給 を 受 け る 権 利 ） 等  

 電 気 ガ ス 供 給 施
設 利 用 権  

 

電 信 電 話 専 用 施
設 利 用 権  

 

水 道 給 水 施 設 利
用 権  

 

リ ー ス 資
産  

 無 固 定 資 産 （ 営 業 権 を 除 く 。 ）
に 係 る フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取
引 に お け る リ ー ス 資 産  
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 所 有 権 移 転 リ ー
ス 資 産  

 

所 有 権 移 転 外 リ
ー ス 資 産  

 

そ の 他 無
形 固 定 資
産  

 上 記 以 外 の 無 形 固 定 資 産  

投 資 そ の
他 の 資 産  

   

 投 資 有 価
証 券  

 金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法
２ ５ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 有 価
証 券 で 投 資 の 目 的 を 持 っ て 所 有
す る も の  

出 資 金    
長 期 貸 付
金  

 返 済 期 日 が 貸 借 対 照 表 か ら 起 算
し て １ 年 以 上 の も の  

貸 倒 引 当
金  

 長 期 貸 付 金 の 回 収 不 能 に よ る 損
失 に 備 え る た め に 引 き 当 て る も
の  

そ の 他 投
資  

 上 記 以 外 の 投 資 の 性 質 を 有 す る
も の  

減 価 償 却
累 計 額  

 投 資 そ の 他 の 資 産 に 係 る 減 価 償
却 累 計 額  

流 動 資 産      
 現 金 ・ 預

金  
   

 現 金    
 現 金   
預 金    
 預 金   

未 収 金     
 営 業 未 収

金  
 営 業 活 動 に 係 る 収 益 の 未 収 入 額  

 未 収 下 水 道 使 用
料  

下 水 道 使 用 料 の 未 収 入 額  

未 収 一 般 会 計 負
担 金  

一 般 会 計 負 担 額 の 未 収 入 額  

未 収 受 託 事 業 収
益  

受 託 事 業 収 益 の 未 収 入 額  

未 収 貸 付 金 元 金
収 入  

 

そ の 他 営 業 未 収
金  

上 記 以 外 の 営 業 収 益 未 収 入 額  

営 業 外 未
収 金  

  

 未 収 受 取 利 息  預 金 、 貸 付 金 利 息 等 の 未 収 入 額  
未 収 国 庫 補 助 金  特 別 債 利 息 国 庫 補 助 金 、 水 洗 化

助 成 国 庫 補 助 金 等 の 未 収 入 額  
未 収 一 般 会 計 補
助 金  

汚 水 処 理 補 助 金 等 の 未 収 入 額  

そ の 他 営 業 外 未
収 金  

上 記 以 外 の 営 業 外 収 益 未 収 入 額  

そ の 他 未
収 金  

 固 定 資 産 売 却 代 金 等 上 記 以 外 の
未 収 金  

 未 収 国 庫 補 助 金  建 設 改 良 費 国 庫 補 助 金 の 未 収 入
額  
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未 収 一 般 会 計 出
資 金  

一 般 会 計 出 資 金 の 未 収 入 額  

未 収 受 益 者 負 担
金  

受 益 者 負 担 金 の 未 収 入 額  

未 収 工 事 負 担 金  工 事 負 担 金 の 未 収 入 額  
そ の 他 未 収 金  上 記 以 外 の 未 収 入 額  

貸 倒 引 当
金  

  未 収 金 の 回 収 不 能 に よ る 損 失 に
備 え る た め に 引 き 当 て る も の  

 貸 倒 引 当
金  

  

 貸 倒 引 当 金   
有 価 証 券    一 時 的 所 有 を 目 的 と す る 有 価 証

券 （ 差 入 保 証 金 の 代 用 と し て 提
供 さ れ た も の で 短 期 間 内 に 返 却
さ れ る も の を 除 く 。 ）  

 有 価 証 券    
貯 蔵 品    い ま だ 使 用 に 供 さ れ て い な い 材

料 並 び に 耐 用 年 数 １ 年 未 満 又 は
取 得 価 額 が １ ０ 万 円 未 満 の 工 具
、 器 具 及 び 備 品 （ 固 定 資 産 の 建
設 、 改 良 に 使 用 す る た め 取 得 さ
れ た も の で 建 設 仮 勘 定 に 属 す る
も の を 除 く 。 ）  

 材 料   金 属 材 料 、 木 材 、 燃 料 、 薬 品 等  
 材 料   
消 耗 品   文 具 、 用 紙 等 の 事 務 用 品 等  
 消 耗 品   

短 期 貸 付
金  

   

 一 般 短 期
貸 付 金  

 他 会 計 以 外 に 対 す る 貸 付 金  

 一 般 短 期 貸 付 金   
他 会 計 貸
付 金  

 他 会 計 に 対 す る 短 期 貸 付 金  

 他 会 計 貸 付 金   
貸 倒 引 当
金  

  短 期 貸 付 金 の 回 収 不 能 に よ る 損
失 に 備 え る た め に 引 き 当 て る も
の  

 貸 倒 引 当
金  

  

 貸 倒 引 当 金   
前 払 費 用    前 払 賃 貸 料 、 前 払 利 息 等 一 定 の

契 約 に 従 い 、 継 続 的 に 役 務 の 提
供 を 受 け る 場 合 、 い ま だ 提 供 さ
れ て い な い 役 務 に 対 し て 支 払 わ
れ た 対 価 で 貸 借 対 照 表 日 か ら 起
算 し て １ 年 以 内 に 費 用 と な る も
の  

 前 払 費 用    
前 払 金    物 品 等 の 購 入 、 工 事 の 請 負 等 に

際 し て 前 払 さ れ た 金 額 で 前 払 費
用 に 属 し な い も の  

 資 金 前 渡    
 資 金 前 渡   
概 算 払    
 概 算 払   
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前 払 金    
 前 払 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税  
年 度 途 中 に お い て 中 間 納 付 さ れ
る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税  

工 事 前 払
金  

  

 工 事 前 払 金   
そ の 他 流
動 資 産  

   

 保 管 有 価
証 券  

 差 入 保 証 金 の 代 用 と し て 提 供 を
受 け た 有 価 証 券 で 短 期 間 内 に 返
却 す る 見 込 み の も の  

 保 管 有 価 証 券   

仮 払 消 費
税 及 び 地
方 消 費 税  

 課 税 仕 入 に 係 る 消 費 税 額  

特 定 収 入
仮 払 消 費
税 及 び 地
方 消 費 税  

 特 定 収 入 割 合 が ５ ％ 超 の 場 合 の
４ 条 の 特 定 収 入 を 財 源 と し て 行
わ れ た ４ 条 の 課 税 仕 入 に 係 る 控
除 で き な い 消 費 税 額  

そ の 他 流
動 資 産  

 上 記 以 外 の 流 動 資 産  

 そ の 他 流 動 資 産   

   負債勘定 

  款    項    目    節    （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

固 定 負 債      

 企 業 債     

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

企 業 債  

 建 設 改 良 費 等 （ 建 設 若 し く は 改

良 に 要 す る 経 費 又 は 地 方 債 に 関

す る 省 令 （ 平 成 １ ８ 年 総 務 省 令

第 ５ ４ 号 ） 第 １ ２ 条 に 規 定 す る

公 営 企 業 の 建 設 又 は 改 良 に 要 す

る 経 費 に 準 ず る 経 費 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） の 財 源 に 充 て る た め

に 発 行 す る 企 業 債 （ １ 年 内 に 償

還 期 限 の 到 来 す る も の を 除 く 。

）  

そ の 他 の

企 業 債  

 建 設 改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て

る た め に 発 行 す る 企 業 債 （ １ 年

内 に 償 還 期 限 の 到 来 す る も の を

除 く 。 ）  

他 会 計 借

入 金  

   

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

長 期 借 入

金  

 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た

め に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た 借

入 金 （ １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来

す る も の を 除 く 。 ）  

そ の 他 の

長 期 借 入

金  

 建 設 改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て

る た め に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ

た 借 入 金 （ １ 年 内 に 返 済 期 限 の
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 到 来 す る も の を 除 く 。 ）  

リ ー ス 債

務  

   

 リ ー ス 債

務  

 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に お

け る リ ー ス 債 務 （ １ 年 内 に 支 払

期 限 の 到 来 す る も の を 除 く 。 ）  

引 当 金     

 退 職 給 付

引 当 金  

 将 来 生 ず る こ と が 予 想 さ れ る 職

員 に 対 す る 退 職 手 当 の 支 払 に 充

て る た め の 引 当 額 （ １ 年 内 に 使

用 さ れ る 見 込 み の も の を 除 く 。

）  

 退 職 給 付 引 当 金   

特 別 修 繕

引 当 金  

 数 事 業 年 度 ご と に 定 期 的 に 行 わ

れ る 特 別 の 大 修 繕 に 備 え て 計 上

す る 引 当 金 （ １ 年 内 に 使 用 さ れ

る 見 込 み の も の を 除 く 。 ）  

（ 流 動 負 債 - 特 別 修 繕 引 当 金 に

お け る （ 注 ） 参 照 ）  

 特 別 修 繕 引 当 金   

そ の 他 固

定 負 債  

  上 記 以 外 の 固 定 負 債  

 そ の 他 固

定 負 債  

  

 そ の 他 固 定 負 債   

流 動 負 債     借 入 金 等 で 貸 借 対 照 表 日 か ら 起

算 し て １ 年 内 に 返 還 又 は 支 払 を

要 す る も の  

 一 時 借 入

金  

   

企 業 債     

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

企 業 債  

 １ 年 内 に 償 還 期 限 の 到 来 す る 建

設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め

に 発 行 す る 企 業 債  

 

そ の 他 の

企 業 債  

 １ 年 内 に 償 還 期 限 の 到 来 す る 建

設 改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て る

た め に 発 行 す る 企 業 債  

他 会 計 借

入 金  

   

 建 設 改 良

費 等 の 財

源 に 充 て

る た め の

長 期 借 入

金  

 １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来 す る 建

設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め

に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た 借 入

金  

そ の 他 の  １ 年 内 に 返 済 期 限 の 到 来 す る 建
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長 期 借 入

金  

設 改 良 費 等 以 外 の 財 源 に 充 て る

た め に 他 の 会 計 か ら 繰 り 入 れ た

借 入 金  

リ ー ス 債

務  

  １ 年 内 に 支 払 期 限 の 到 来 す る フ

ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に お け

る リ ー ス 債 務  

 リ ー ス 債

務  

  

未 払 金    特 定 の 契 約 等 に よ り す で に 確 定

し て い る 短 期 的 債 務 で ま だ そ の

支 払 を 終 わ ら な い も の （ 未 払 費

用 に 属 す る も の を 除 く 。 ）  

 営 業 未 払

金  

 営 業 活 動 に 係 る 通 常 の 取 引 に よ

り 発 生 す る 未 払 金  

そ の 他 未

払 金  

  

 未 払 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税  

消 費 税 の 納 税 計 算 の 結 果 、 納 税

が 予 想 さ れ る 消 費 税 額  

そ の 他 未 払 金  

 

固 定 資 産 等 購 入 代 金 の 未 払 額 、

償 還 期 限 経 過 後 の 企 業 債 の 未 償

還 額 等 上 記 以 外 の 未 払 金  

未 払 費 用    未 払 利 息 、 未 払 賃 借 料 等 一 定 の

契 約 に 従 い 、 継 続 的 に 役 務 の 提

供 を 受 け て い る 場 合 、 す で に 提

供 を 受 け た 役 務 の 対 価 の 未 払 額  

 未 払 費 用    

 未 払 費 用   

前 受 金    契 約 等 に よ り す で に 受 け 取 っ た

対 価 の う ち 、 い ま だ そ の 債 務 の

履 行 を 終 わ ら な い も の  

 営 業 前 受

金  

 前 受 下 水 道 使 用 料 等 主 た る 営 業

活 動 に 係 る 収 益 の 前 受 額  

 営 業 前 受 金   

営 業 外 前

受 金  

 そ の 他 主 た る 営 業 活 動 以 外 か ら

生 ず る 収 益 の 前 受 額  

 営 業 外 前 受 金   

そ の 他 前

受 金  

 固 定 資 産 売 却 代 金 等 上 記 以 外 の

収 入 の 前 受 額  

 そ の 他 前 受 金   

引 当 金     

 賞 与 引 当

金  

 翌 事 業 年 度 に 支 払 う 賞 与 の う ち

、 当 年 度 負 担 相 当 額 を 見 積 も り

計 上 す る 引 当 金  

法 定 福 利

費 引 当 金  

  

修 繕 引 当

金  

 企 業 の 所 有 す る 設 備 等 に つ い て

、 毎 事 業 年 度 行 わ れ る 通 常 の 修

繕 が 何 ら か の 理 由 で 行 わ れ な か
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っ た 場 合 に お い て 、 そ の 修 繕 に

備 え て 計 上 す る 引 当 金  

特 別 修 繕

引 当 金  

 数 事 業 年 度 ご と に 定 期 的 に 行 わ

れ る 特 別 の 大 修 繕 に 備 え て 計 上

す る 引 当 金 の う ち １ 年 内 に 使 用

さ れ る 見 込 み の も の  

（ 注 ） 企 業 会 計 の 取 扱 い 上 は 、

１ 年 内 の 使 用 額 を 正 確 に 算 定 で

き な い た め 、 特 別 修 繕 引 当 金 全

額 を 固 定 負 債 に 計 上 す る こ と が

通 例 で あ る こ と か ら 、 地 方 公 営

企 業 に お い て も 同 様 の 取 扱 い を

す る こ と と し て 差 し 支 え な い も

の で あ る こ と  

預 り 金     

 預 り 金    

 預 り 保 証 金  入 札 保 証 金 、 契 約 保 証 金 そ の 他

保 証 金  

預 り 諸 税 金  所 得 税 及 び 県 市 町 村 民 税  

そ の 他 預 り 金   

預 り 有 価

証 券  

 入 札 保 証 証 券 、 契 約 保 証 証 券 そ

の 他 保 証 証 券  

 預 り 有 価 証 券   

そ の 他 流

動 負 債  

   

 仮 受 消 費

税 及 び 地

方 消 費 税  

 課 税 売 上 に 係 る 消 費 税 額  

 仮 受 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税  

 

繰 延 収 益      

 長 期 前 受

金  

  償 却 資 産 の 取 得 又 は 改 良 に 充 て

る た め の 補 助 金 、 負 担 金 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の の 交 付 を 受

け た 場 合 に お け る そ の 交 付 を 受

け た 金 額 に 相 当 す る 額 及 び 償 却

資 産 の 取 得 又 は 改 良 に 充 て る た

め に 起 こ し た 企 業 債 の 元 金 の 償

還 に 要 す る 資 金 に 充 て る た め 一

般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 か ら 繰

入 れ を 行 っ た 場 合 に お け る そ の

繰 入 金 の 額  

 再 評 価 積

立 金 長 期

前 受 金  

  

国 庫 補 助

金 長 期 前

受 金  
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県 補 助 金

長 期 前 受

金  

  

他 会 計 補

助 金 長 期

前 受 金  

  

工 事 負 担

金 長 期 前

受 金  

  

受 益 者 負

担 金 長 期

前 受 金  

  

他 会 計 負

担 金 長 期

前 受 金  

  

受 贈 財 産

評 価 額 長

期 前 受 金  

  

寄 附 金 長

期 前 受 金  

  

そ の 他 資

本 剰 金 長

期 前 受 金  

  

長 期 前 受

金 収 益 化

累 計 額  

 

 

 

  

 再 評 価 積

立 金 長 期

前 受 金 収

益 化 累 計

額  

  

国 庫 補 助

金 長 期 前

受 金 収 益

化 累 計 額  

  

県 補 助 金

長 期 前 受

金 収 益 化

累 計 額  

  

他 会 計 補

助 金 長 期

前 受 金 収

益 化 累 計

額  

  

工 事 負 担

金 長 期 前

受 金 収 益

化 累 計 額  
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受 益 者 負

担 金 長 期

前 受 金 収

益 化 累 計

額  

  

他 会 計 負

担 金 長 期

前 受 金 収

益 化 累 計

額  

  

受 贈 財 産

評 価 額 長

期 前 受 金

収 益 化 累

計 額  

  

寄 附 金 長

期 前 受 金

収 益 化 累

計 額  

  

そ の 他 資

本 剰 金 長

期 前 受 金

収 益 化 累

計 額  

  

   資本勘定 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

資 本 金      

 資 本 金     

 固 有 資 本

金  

 企 業 開 始 の 時 （ 地 方 公 営 企 業 法

（ 昭 和 ２ ７ 年 法 ２ ９ ２ 号 ） 適 用

の 時 ） に お け る 引 継 資 本 金 の 額  

 固 有 資 本 金   

出 資 金   他 会 計 か ら の 出 資 金 の 額  

 出 資 金   

繰 入 資 本

金  

 建 設 又 は 改 良 に 要 す る 資 金 に 当

て る た め 一 般 会 計 か ら 出 資 の 目

的 で 繰 り 入 れ ら れ た 額  

 繰 入 資 本 金   

組 入 資 本

金  

 剰 余 金 か ら 資 本 金 に 組 み 入 れ た

額  

 組 入 資 本 金   

剰 余 金      

 

 

 

 

 

 

資 本 剰 余

金  

   

 

 

 再 評 価 積

立 金  

 地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 （ 昭 和 ２

７ 年 政 令 ４ ０ ３ 号 ） 附 則 第 １ １

項 及 び 第 １ ２ 項 の 規 定 に よ り 資
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産 の 再 評 価 を 行 っ た 場 合 に お け

る 再 評 価 価 額 か ら 再 評 価 以 前 の

帳 簿 価 額 を 控 除 し た 額  

 再 評 価 積 立 金   

国 庫 補 助

金  

 償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 国 庫 補 助 金  

 国 庫 補 助 金   

県 補 助 金   償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 県 補 助 金  

 県 補 助 金   

他 会 計 補

助 金  

 償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 一 般 会 計 補 助

金  

 他 会 計 補 助 金   

工 事 負 担

金  

 償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 工 事 負 担 金  

 工 事 負 担 金   

受 益 者 負

担 金  

 償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 受 益 者 負 担 金  

 受 益 者 負 担 金   

他 会 計 負

担 金  

 償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 一 般 会 計 負 担

金  

 他 会 計 負 担 金   

受 贈 財 産

評 価 額  

 償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 贈 与

を 受 け た 財 産 の 評 価 額  

 受 贈 財 産 評 価 額   

寄 附 金   償 却 資 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得

又 は 改 良 に 充 て た 寄 附 金  

 寄 附 金   

そ の 他 資

本 剰 余 金  

 上 記 以 外 の 資 本 余 剰 金  

 そ の 他 資 本 剰 余

金  

 

利 益 剰 余

金  

   

 減 債 積 立

金  

 

 

企 業 債 の 償 還 に 充 て る た め 積 み

立 て た 額  

 減 債 積 立 金   

利 益 積 立

金  

 欠 損 金 を う め る た め に 積 み 立 て

た 額  

 利 益 積 立 金   

建 設 改 良

積 立 金  

 建 設 又 は 改 良 の た め に 積 み 立 て

た 額  

 建 設 改 良 積 立 金   

そ の 他 積

立 金  

 

 

 

上 記 以 外 の 任 意 積 立 金  
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 そ の 他 積 立 金   

当 年 度 未

処 分 利 益

剰 余 金  

（ 当 年 度

未 処 分 欠

損 金 ）  

 当 年 度 末 に お け る 繰 越 利 益 剰 余

金 （ 繰 越 欠 損 金 ） の 額 に 当 年 度

の 純 利 益 （ 純 損 失 ） の 金 額 を 加

減 し た 額  

 繰 越 利 益 剰 余 金

年 度 末 残 高 （ 繰

越 欠 損 金 年 度 末

残 高 ）  

前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 （ 前 年

度 未 処 理 欠 損 金 ） の 額 か ら 前 年

度 利 益 剰 余 金 処 分 額 （ 前 年 度 欠

損 金 処 理 額 ） を 控 除 し て 得 た 繰

越 利 益 剰 余 金 ( 繰 越 欠 損 金 ) の

額  

当 年 度 純 利 益 （

当 年 度 純 損 失 ）  

当 年 度 の 損 益 取 引 の 結 果 発 生 し

た 純 利 益 （ 純 損 失 額 ）  

未 処 分 利

益 剰 余 金  

  

 そ の 他 未 処 分 利

益 剰 余 金 変 動 額  

 

 

 別表第３（第１３条関係） 

  下水道事業予算科目表 

   収益的収入 

  款    項    目    節    （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

下 水 道 事

業 収 益  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 業 収 益    主 た る 営 業 活 動 か ら 生 ず る 収 益  

 下 水 道 使

用 料  

 汚 水 処 理 に よ る 使 用 料  

 下 水 道 使 用 料   

他 会 計 負

担 金  

 雨 水 処 理 に 要 す る 経 費 の 他 会 計

か ら の 負 担 金  

 一 般 会 計 負 担 金   

受 託 事 業

収 益  

 排 水 設 備 等 の 工 事 受 託 に よ る 収

益  

 受 託 工 事 収 益   

貸 付 金 元

金 収 入  

  

 水 洗 便 所 改 造 資

金 貸 付 金 元 金 収

入  

 

そ の 他 の

営 業 収 益  
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 手 数 料  甲 府 市 下 水 道 工 事 指 定 店 申 請 手

数 料 、 下 水 道 使 用 料 の 督 促 手 数

料  

雑 収 益  上 記 以 外 の 営 業 収 益  

営 業 外 収

益  

  金 融 及 び 販 売 活 動 に 伴 う 収 益 、

そ の 他 主 た る 営 業 活 動 以 外 か ら

生 ず る 収 益  

 受 取 利 息    

 預 金 利 息   

貸 付 金 利 息   

有 価 証 券 利 息   

国 庫 補 助

金  

  

 特 別 債 利 子 国 庫

補 助 金  

 

他 会 計 補

助 金  

 汚 水 処 理 等 に 係 る 経 費 の 他 会 計

か ら の 繰 入 金 で 返 済 を 要 し な い

も の  

 一 般 会 計 補 助 金   

長 期 前 受

金 戻 入  

 地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 ( 昭 和

２ ７ 年 総 理 府 令 第 ７ ３ 号 。 以 下

「 則 」 と い う 。 ) 第 ２ １ 条 第 ２

項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 償 却

し た 長 期 前 受 金 の 額 の う ち 営 業

外 収 益 と し て 整 理 す る も の  

 再 評 価 積 立 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

国 庫 補 助 金 長 期

前 受 金 戻 入  

 

県 補 助 金 長 期 前

受 金 戻 入  

 

他 会 計 補 助 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

工 事 負 担 金 長 期

前 受 金 戻 入  

 

受 益 者 負 担 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

他 会 計 負 担 金 長

期 前 受 金 戻 入  

 

受 贈 財 産 評 価 額

長 期 前 受 金 戻 入  

 

寄 附 金 長 期 前 受

金 戻 入  

 

そ の 他 資 本 剰 余

金 長 期 前 受 金 戻

入  

 

雑 収 益   

 

上 記 以 外 の 営 業 外 収 益  
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 不 用 品 売 却 収 益  不 用 品 の 売 却 代 金  

手 数 料  督 促 手 数 料  

延 滞 金  延 滞 金  

そ の 他 雑 収 益   

特 別 利 益    当 年 度 の 経 常 的 収 益 か ら 除 外 す

べ き 利 益  

 固 定 資 産

売 却 益  

 固 定 資 産 の 売 却 価 額 が 当 該 固 定

資 産 の 売 却 時 の 帳 簿 価 額 を 超 え

る 金 額  

 固 定 資 産 売 却 益   

過 年 度 損

益 修 正 益  

 前 年 度 以 前 の 損 益 の 修 正 で 利 益

の 性 質 を 有 す る も の  

 過 年 度 損 益 修 正

益  

 

そ の 他 特

別 利 益  

  

 そ の 他 特 別 利 益   

   収益的支出 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

下 水 道 事

業 費 用  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 業 費 用    主 た る 営 業 活 動 か ら 生 ず る 費 用  

 管 渠 費   管 渠 の 維 持 管 理 に 要 す る 費 用  

 給 料  職 員 の 本 給  

手 当  職 員 の 扶 養 、 期 末 、 勤 勉 、 時 間

外 勤 務 及 び 特 殊 勤 務 等 の 諸 手 当  

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

賞 与 引 当 金 と し て 計 上 す る た め

の 繰 入 額  

賃 金  臨 時 職 員 及 び 人 夫 の 賃 金  

報 酬  臨 時 又 は 非 常 勤 の 顧 問 、 嘱 託 員

等 に 対 す る 報 酬  

法 定 福 利 費  事 業 主 負 担 の 健 康 保 険 料 、 厚 生

年 金 保 険 料 、 労 働 保 険 料 及 び 労

務 災 害 補 償 費 等  

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

法 定 福 利 費 引 当 金 と し て 計 上 す

る た め の 繰 入 額  

旅 費  旅 費 に 関 す る 規 定 等 に 基 づ い て

職 員 等 に 支 給 す る 旅 費  

被 服 費  被 服 貸 与 規 定 に 基 づ い て 職 員 に

貸 与 す る 被 服 の 購 入 費  

備 消 品 費  事 務 及 び 工 事 用 消 耗 品 費 並 び に

耐 用 年 数 １ 年 未 満 又 は 取 得 価 額

１ ０ 万 円 未 満 の 器 具 、 備 品 費  

燃 料 費  工 事 用 、 自 動 車 用 及 び 採 暖 用 燃

料 費  

光 熱 水 費  電 気 料 金 、 ガ ス 料 金 等  

印 刷 製 本 費  文 書 、 図 面 、 帳 簿 等 の 印 刷 費 及
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び 伝 票 、 帳 簿 等 の 製 本 費  

通 信 運 搬 費  は が き 、 郵 便 切 手 、 電 信 電 話 料

、 電 話 加 入 移 転 架 設 料 、 乗 車 船

券 類 、 運 送 料 等  

委 託 料  委 託 に 要 す る 費 用  

手 数 料  公 金 取 扱 、 検 査 手 数 料 等  

賃 借 料  借 地 料 、 借 家 料 、 自 動 車 借 上 料

等  

修 繕 費  有 形 固 定 資 産 等 の 維 持 修 繕 に 要

す る 工 事 請 負 等 の 費 用  

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

修 繕 引 当 金 と し て 計 上 す る た め

の 繰 入 額  

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

特 別 修 繕 引 当 金 と し て 計 上 す る

た め の 繰 入 額  

路 面 復 旧 費  道 路 の 修 復 費  

動 力 費  機 械 装 置 等 の 運 転 に 必 要 な 電 力

料 及 び 燃 料 費  

材 料 費  有 形 固 定 資 産 等 の 維 持 修 繕 に 要

す る 諸 材 料 費  

補 償 金  補 償 金 、 賠 償 金 、 見 舞 金 等  

負 担 金  維 持 管 理 負 担 金 等  

補 助 金  各 種 事 業 に お け る 補 助 金  

保 険 料  事 業 用 財 産 に 対 す る 損 害 保 険 料  

公 課 費  自 動 車 重 量 税  

雑 費  上 記 の 科 目 に 属 さ な い 費 用  

ポ ン プ 場

費  

 ポ ン プ 場 の 維 持 管 理 に 要 す る 費

用  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費  
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修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

動 力 費   

薬 品 費  諸 薬 品 購 入 費  

材 料 費   

補 償 金   

負 担 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

終 末 処 理

場 管 理 費  

 終 末 処 理 場 の 維 持 管 理 に 要 す る

費 用  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

動 力 費   

薬 品 費   

材 料 費   

補 償 金   

負 担 金   

補 助 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費  
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総 係 費   事 業 活 動 全 般 に 関 す る 費 用  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

退 職 給 付 費  退 職 給 付 引 当 金 と し て 計 上 す る

た め の 繰 入 額 及 び 退 職 手 当 の 支

払 に 当 た っ て 不 足 が 生 じ た 場 合

の 当 該 不 足 額  

報 償 費  報 償 金 、 奨 励 金 等  

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

広 告 料  広 告 、 宣 伝 に 要 す る 費 用  

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

修 繕 引 当 金 繰 入

額  

 

特 別 修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

研 修 費  職 員 の 研 修 に 要 す る 費 用  

食 糧 費  会 議 の た め の 茶 菓 、 弁 当 代 等  

厚 生 費  医 務 、 衛 生 、 保 健 、 文 化 、 体 育

、 慰 安 等 に 要 す る 費 用  

会 費 負 担 金  関 係 団 体 の 会 費 負 担 金 等  

補 助 金   

貸 付 金   

保 険 料   

公 課 費   

貸 倒 引 当 金 繰 入

額  

貸 倒 引 当 金 と し て 計 上 す る た め

の 繰 入 額  

雑 費  

 

 

減 価 償 却

費  

 則 第 １ ３ 条 、 第 １ ５ 条 又 は 第 １

６ 条 の 規 定 に よ る 償 却 額  

 有 形 固 定 資 産 減

価 償 却 費  

建 物 、 構 築 物 、 機 械 及 び 装 置 、

車 両 運 搬 具 、 工 具 、 器 具 及 び 備
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品 、 リ ー ス 資 産 等 （ 耐 用 年 数 １

年 未 満 又 は 取 得 価 額 １ ０ 万 円 未

満 の も の を 除 く 。 ） の 償 却 額  

無 形 固 定 資 産 減

価 償 却 費  

借 地 権 、 地 上 権 、 施 設 利 用 権 及

び リ ー ス 資 産 等 の 償 却 額  

資 産 減 耗

費  

  

 固 定 資 産 除 却 費  有 形 固 定 資 産 の 除 却 損 又 は 廃 棄

損 及 び 撤 去 費  

そ の 他 営

業 費 用  

 上 記 以 外 の 営 業 費 用  

 雑 支 出   

営 業 外 費

用  

  金 融 及 び 財 務 活 動 に 伴 う 費 用 、

そ の 他 主 た る 営 業 活 動 に 係 る 費

用 以 外 の 費 用  

 支 払 利 息

及 び 企 業

債 取 扱 諸

費  

  

 企 業 債 利 息  企 業 債 に 対 す る 利 息  

長 期 借 入 金 利 息  長 期 借 入 金 に 対 す る 利 息  

一 時 借 入 金 利 息  一 時 借 入 金 等 に 対 す る 利 息  

企 業 債 取 扱 諸 費  企 業 債 の 元 利 償 還 の つ ど 支 払 う

手 数 料 及 び 取 扱 費  

消 費 税 及

び 地 方 消

費 税  

 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 額  

 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税  

 

雑 支 出    

 不 用 品 売 却 原 価  売 却 し た 不 用 品 の 原 価  

そ の 他 雑 支 出   

特 別 損 失    当 年 度 の 経 常 費 用 か ら 除 外 す べ

き 損 失  

 固 定 資 産

売 却 損  

 固 定 資 産 の 売 却 価 額 が 当 該 固 定

資 産 の 売 却 時 に 帳 簿 価 額 に 不 足

す る 額  

 固 定 資 産 売 却 損   

貸 倒 引 当

金 繰 入 額  

  

 貸 倒 引 当 金 繰 入

額  

 

減 損 損 失   

 

 

 

 

 

事 業 年 度 の 末 日 に お い て 予 測 す

る こ と が で き な い 減 損 が 生 じ た

も の 又 は 減 損 損 失 を 認 識 す べ き

も の の 当 該 生 じ た 減 損 に よ る 損

失 又 は 認 識 す べ き 減 損 損 失 の 額  
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 減 損 損 失   

災 害 に よ

る 損 失  

 災 害 に よ る 巨 額 の 臨 時 損 失  

 災 害 に よ る 損 失   

過 年 度 損

益 修 正 損  

 前 年 度 以 前 の 損 益 の 修 正 で 損 失

の 性 質 を 有 す る も の  

 過 年 度 損 益 修 正

損  

 

そ の 他 の

特 別 損 失  

  

 そ の 他 特 別 損 失   

予 備 費     

 予 備 費    

 予 備 費   

   資本的収入 

款  項  目  節  （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

資 本 的 収

入  

    

 企 業 債     

 下 水 道 事

業 債  

  

 下 水 道 事 業 債   

長 期 借 入

金  

   

 長 期 借 入

金  

  

 他 会 計 借 入 金   

出 資 金     

 他 会 計 出

資 金  

  

 他 会 計 出 資 金   

補 助 金     

 国 庫 補 助

金  

  

 国 庫 補 助 金   

県 補 助 金    

 県 補 助 金   

他 会 計 補

助 金  

  

 他 会 計 補 助 金   

工 事 負 担

金  

   

 受 益 者 負

担 金  

  

 受 益 者 負 担 金   

そ の 他 工

事 負 担 金  
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 そ の 他 工 事 負 担

金  

 

固 定 資 産

売 却 代 金  

   

 固 定 資 産

売 却 代 金  

  

 固 定 資 産 売 却 代

金  

 

そ の 他 資

本 的 収 入  

   

 そ の 他 資

本 的 収 入  

  

 そ の 他 資 本 的 収

入  

 

   資本的支出 

  款    項    目    節    （ 科 目 区 分 の 説 明 ）  

資 本 的 支

出  

    

 建 設 改 良

費  

   

 管 渠 建 設

費  

 管 渠 の 建 設 費  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

路 面 復 旧 費   

材 料 費   

工 事 請 負 費   

補 償 金   

固 定 資 産 購 入 費   

負 担 金   
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補 助 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

ポ ン プ 場

建 設 費  

 ポ ン プ 場 の 建 設 費  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

材 料 費   

工 事 請 負 費   

補 償 金   

固 定 資 産 購 入 費   

負 担 金   

補 助 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

処 理 場 建

設 費  

 処 理 場 の 建 設 費  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

被 服 費   
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備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

材 料 費   

工 事 請 負 費   

補 償 金   

固 定 資 産 購 入 費   

負 担 金   

補 助 金   

保 険 料   

公 課 費   

雑 費   

建 設 諸 費   建 設 改 良 に 伴 う 諸 費  

 給 料   

手 当   

賞 与 引 当 金 繰 入

額  

 

賃 金   

報 酬   

法 定 福 利 費   

法 定 福 利 費 引 当

金 繰 入 額  

 

旅 費   

報 償 費   

被 服 費   

備 消 品 費   

燃 料 費   

光 熱 水 費   

印 刷 製 本 費   

通 信 運 搬 費   

委 託 料   

手 数 料   

賃 借 料   

修 繕 費   

材 料 費   

工 事 請 負 費   

補 償 金   

固 定 資 産 購 入 費   

負 担 金   

補 助 金   

保 険 料   

公 課 費   
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雑 費   

企 業 債 償

還 金  

   

 元 金 償 還

金  

  

 元 金 償 還 金   

他 会 計 借

入 金 償 還

金  

   

 他 会 計 借

入 金 償 還

金  

  

 他 会 計 借 入 金 償

還 金  

 

予 備 費     

 予 備 費    

 予 備 費   

 （甲府市上下水道局事案決定規程の一部改正） 

第３条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規程第１６号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１の３財務に関する事項、（３）支出負担行為に関する事項（科目別）

の表を次のように改める。 

  ３ 財務に関する事項 

   （３） 支出負担行為に関する事項（科目別） 

項 目           決 定 区 分   備 考  

 管 理 者   部 長   室 長   課 長  

（ １ ）  給 料     ○   

（ ２ ）  手 当     ○   

（ ３ ）  賞 与 引 当 金 繰  

入 額  

   ○   

（ ４ ）  賃 金     ○   

（ ５ ）  報 酬    ５ ０ ０ 万 円

以 上  

５ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ６ ）  法 定 福 利 費     ○   

（ ７ ）  法 定 福 利 費 引  

当 金 繰 入 額  

   ○   

（ ８ ）  旅 費     ○   

（ ９ ）  

退 職 給

付 費  

退 職 手 当    ○    

退 職 給 付 引

当 金  

   ○   

（ １ ０ ）  報 償 費   ２ ０ ０ 万 円

以 上  

１ ０ ０ 万 円

以 上 ２ ０ ０

万 円 未 満  

１ ０ ０ 万 円

未 満  
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（ １ １ ）  被 服 費   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ １ ２ ）  備 消 品 費   同 上  同 上  同 上   

（ １ ３ ）  燃 料 費     ○   

（ １ ４ ）  光 熱 水 費     ○   

（ １ ５ ）  印 刷 製 本 費   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ １ ６ ）  通 信 運 搬 費     ○   

（ １ ７ ）  広 告 料   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ １ ８ ）  委 託 料  ２ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

１ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ２

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 １ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ １ ９ ）  手 数 料   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ２ ０ ）  賃 借 料  ２ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

１ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ２

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 １ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ２ １ ）  修 繕 費  ５ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

２ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ５

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ２ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ２ ２ ）  修 繕 引 当 金  

繰 入 額  

   ○   

（ ２ ３ ）  特 別 修 繕 引  

当 金 繰 入 額  

   ○   

（ ２ ４ ）  路 面 復 旧 費  ５ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

２ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ５

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ２ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ２ ５ ）  動 力 費     ○   

（ ２ ６ ）  薬 品 費   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ２ ７ ）  材 料 費   同 上  同 上  同 上   

（ ２ ８ ）  工 事 請 負 費  ５ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

２ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ５

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ２ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ２ ９ ）  補 償 金  重 要 な も の  軽 易 な も の     

（ ３ ０ ）  研 修 費      ○   

（ ３ １ ）  食 糧 費   ○     
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（ ３ ２ ）  交 際 費  ◎      

（ ３ ３ ）  厚 生 費     ○   

（ ３ ４ ）  負 担 金   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ３ ５ ）  会 費 負 担 金   同 上  同 上  同 上   

（ ３ ６ ）  補 助 交 付 金  ５ ０ ０ 万 円

以 上  

３ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

１ ０ ０ 万 円

以 上 ３ ０ ０

万 円 未 満  

１ ０ ０ 万 円

未 満  

  

（ ３ ７ ）  貸 付 金  ２ ０ ０ ０ 万

円 以 上  

１ ０ ０ ０ 万

円 以 上 ２ ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 １ ０ ０

０ 万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ３ ８ ）  保 険 料  

 

 ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

  

（ ３ ９ ）  公 課 費     ○   

（ ４ ０ ）  受 水 費     ○   

（ ４ １ ）  ダ ム 管 理 費     ○   

（ ４ ２ ）  調 査 費  重 要 な も の  軽 易 な も の     

（ ４ ３ ）  基 金 事 業     ○   

（ ４ ４ ）  貸 倒 引 当 金  

繰 入 額  

   ○   

（ ４ ５ ）  雑 費   ２ ０ ０ 万 円

以 上  

１ ０ ０ 万 円

以 上 ２ ０ ０

万 円 未 満  

１ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ４ ６ ）  減 価 償 却 費  ◎      

（ ４ ７ ）  

資 産 減

耗 費  

 

固 定 資 産 除

却 費  

 ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

た な 卸 資 産

減 耗 費  

１ ０ ０ 万 円

以 上  

１ ０ ０ 万 円

未 満  

   

（ ４ ８ ）  そ の 他 営 業  

費 用  
 ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ４ ９ ）  支 払 利 息     ○   

（ ５ ０ ）  

雑 支 出  

不 用 品 売 却

原 価  

 ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

そ の 他 雑 支

出  

 同 上  同 上  同 上   

（ ５ １ ）  特 別 損 失  特 に 重 要 な

も の  

重 要 な も の  一 般 的 な も

の  

定 例 的 、 軽

易 な も の  

 

（ ５ ２ ）  予 備 費  ◎      

（ ５ ３ ）  固 定 資 産 購  

入 費  

１ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

５ ０ ０ 万 円

以 上 １ , ０

０ ０ 万 円 未

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  
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満  

（ ５ ４ ）  企 業 債 償 還  

   金  

   ○   

（ ５ ５ ）  基 金  特 に 重 要 な

も の  

重 要 な も の  一 般 的 な も

の  

定 例 的 、 軽

易 な も の  

 

（ ５ ６ ）  開 発 費  同 上  同 上  同 上  同 上   

（ ５ ７ ）  他 会 計 償 還  

   金  

   ○   

（ ５ ８ ） 

貯 蔵 品

費 た な

卸 資 産

購 入 費 

原 材 料  １ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

５ ０ ０ 万 円

以 上 １ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

量 水 器  同 上  同 上  同 上  同 上   

備 消 耗 品   ５ ０ ０ 万 円

以 上  

２ ０ ０ 万 円

以 上 ５ ０ ０

万 円 未 満  

２ ０ ０ 万 円

未 満  

 

そ の 他 貯 蔵 品  同 上  同 上  同 上   

（ ５ ９ ）  投 資  ◎      

（ ６ ０ ）  短 期 貸 付 金  ◎      

（ ６ １ ）  前 払 費 用    １ ０ ０ 万 円

以 上  

１ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ６ ２ ）  前 払 金   １ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

５ ０ ０ 万 円

以 上 １ , ０

０ ０ 万 円 未

満  

５ ０ ０ 万 円

未 満  

 

（ ６ ３ ）  一 時 借 入 金  ５ , ０ ０ ０

万 円 以 上  

３ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ５

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

１ , ０ ０ ０

万 円 以 上 ３

, ０ ０ ０ 万

円 未 満  

１ , ０ ０ ０

万 円 未 満  

 

（ ６ ４ ）  預 り 金     ○  前 受 金 を

含 む 。  

   附 則（平成２６年３月６日管理規程第３号） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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甲府市上下水道局管理規程第４号 

 甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  平成２６年３月２８日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

   甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程（平成１７年７月管理規程第９

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第４０３号」の次に「。第１１条において「政令」という。」を加

え、「甲府市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が」を「水道事業及

び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）に係る」に改める。 

 第２条中「の各号に規定する」を「に掲げる」に改め、同条第１号中「水道料

金」の次に「及び水道加入金並びに手数料」を加え、同条第２号中「公共下水道使

用料」の次に「及び手数料」を加え、同条第３号中「督促手数料」の次に「及び延

滞金」を加え、同号を同条第６号とし、同条第２号の次に次の３号を加える。 

 ⑶ 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月条例 

  第４９号）に規定する負担金及び延滞金 

 ⑷ 甲府市水洗便所改造資金貸付条例（昭和３８年１２月条例第５０号）に規定

する貸付金及び延滞金 

 ⑸ 甲府市上下水道局スポーツ施設条例（昭和６０年７月条例第３１号）に規定

する使用料 

 第２条に次の２号を加える。 

 ⑺ 他の地方公共団体から徴収の委託を受けた公共下水道使用料 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、甲府市上下水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）が別に定めるもの 
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 第３条各号列記以外の部分中「次の各号の」を「次に掲げる基準の」に改め、

「私人に」を削り、同条各号を次のように改める。 

 ⑴ 徴収事務を委託することにより、上下水道事業の収入の確保及び水道使用者

  等の便益の増進に寄与し、上下水道事業の経済性がより発揮されること。 

 ⑵ 徴収事務を受託する者が、当該徴収事務を遂行するのに十分な意思と能力を

  有する私人で、管理者が必要と認める条件を備えていること。 

 ⑶ 徴収した公金の保管が安全であると認められること。 

 第４条各号を次のように改める。 

 ⑴ 第２条各号に掲げる公金（以下「水道料金等」という。）のうち第１号に掲

  げる水道料金及び第２号に掲げる下水道使用料に係る使用水量及び汚水排水量

  の計量及び認定 

 ⑵ 水道料金等の収納 

 第５条第４号中「いること」を「いる者」に改め、同号を同条第５号とし、同条

第３号の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

  第２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しない者 

 第７条を次のように改める。 

 （委託契約） 

第７条 管理者は、徴収事務を委託するときは、当該委託を受ける者（以下「受託

 者」という。）と次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければ

 ならない。 

 ⑴ 委託する徴収事務の内容及び実施方法 

 ⑵ 委託する徴収事務の対象区域 

 ⑶ 契約期間 

 ⑷ 委託料の額及び支払方法 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認める事項 

 第１１条を第１９条とする。 

  第１０条の見出しを「（損害賠償）」に改め、同条を第１８条とする。 

 第９条中「を随時」を「について定期又は随時に」に改め、同条を第１１条と

し、同条の次に次の６条を加える。 
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 （関係法令等の遵守） 

第１２条 受託者は、徴収事務を履行するにあたり水道事業及び下水道事業関係法

 令、甲府市水道事業給水条例、甲府市下水道条例等を遵守しなければならない。 

 （個人情報の保護） 

第１３条 受託者は、徴収事務の履行にあたり個人情報を取り扱うときは、甲府市

 個人情報保護条例（平成１５年１２月条例第４２号）を遵守しなければならな 

 い。 

２ 個人情報の保護は、徴収事務に従事する全ての者及び退職した者についても適

 用する。 

 （秘密の保持） 

第１４条 受託者は、徴収事務の履行にあたり知り得た秘密を保持するものとし、 

 業務の履行に必要な場合を除き、当該秘密を第三者に漏らしてはならない。 

２ 秘密の保持は、徴収事務に従事する全ての者及び退職した者についても適用す

 る。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第１５条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若し

 くは継承させ、又は権利を担保として供してはならない。 

 （再委託の禁止） 

第１６条 受託者は、受託した徴収事務の全部又は一部を第三者に再委託してはな

 らない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合はこの限りでない。 

 （契約の解除） 

第１７条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除

 することができる。 

 ⑴ 契約の締結及び履行について不正な行為があると認めたとき。 

 ⑵ 故意又は重大な過失により甲府市上下水道局（以下「局」という。）又は

第三者に損害を与えたとき。 

 ⑶ 局の信用を失墜する行為があると認めたとき。 

 ⑷ 局の指示に従わないとき。 

 ⑸ 契約を履行することが困難であるとき。 

 ⑹ その他管理者が受託者として不適切と認める事由が生じたとき。 
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 第８条第１項及び第３項中「従事するもの」を「従事する者」に改め、同条を第 

９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （実績報告） 

第１０条 受託者は、管理者の指定する期日までに、受託した徴収事務の履行状況

 について実績報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （告示） 

第８条 管理者は、前条に規定する契約を締結したときは、次に掲げる事項を告示

 しなければならない。 

 ⑴ 受託者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名） 

 ⑵ 受託者の取り扱う事務の内容 

 ⑶ 受託者の取り扱う事務の対象区域 

 ⑷ 委託する期間 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認める事項 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第５号 

 甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

   甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程（昭和４２年１月管理規程第１３号

）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第６号 

 甲府市下水道条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

   甲府市下水道条例施行規程の一部を改正する規程 

 甲府市下水道条例施行規程（平成１９年４月１日管理規程第２７号）の一部を次

のように改正する 

 第６条第１項中「２通」を「３通」に改める。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

( 給水設備の届出 )  

第６条の２ 条例第５条の２に規定する給水設備の届出は、前条第１項第２号に規

定する平面図に給水設備の位置、構造、寸法、形状、材料及び能力を記載し、給

水設備使用届出書（第１７号様式）を管理者に提出しなければならない。 

( 給水設備の確認 )  

第６条の３ 条例第５条の２第２項に規定する給水設備の確認は、前条に規定する

届出のあった給水設備の設置場所において、当該給水設備の構造等について行う

ものとする。 

 第１４条を次のように改める。 

( 使用の態様の変更の届出 )  

第１４条 条例第１３条の３第１項に規定する使用の態様の変更の届出は、給水設

備使用届出書 ( 第１７号様式 ) 及び第６条の２に規定する平面図を管理者に提出

しなければならない。 

 第１４条の次に次の１条を加える。 

( 給水設備の確認 )  

第１４条の２ 条例第１３条の３第２項に規定する給水設備の確認は、前条に規定
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する届出のあった給水設備の設置場所において、当該給水設備の構造等について

行うものとする。 

 第２５条中「下水道法第１３条、第３２条及び条例第７条」を「下水道法第１３

条及び第３２条並びに条例第７条及び第１６条の２」に改める。 

 第２号様式（第６条関係）を次のとおり改める。 
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 第４号様式（第９条関係）を次のとおり改める。 
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 第８号様式（第１０条関係）を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１６号様式（第２６条関係）の次に次の様式を加える。 

第１７号様式（第６条の２、第１４条関係） 
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   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第７号 

 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程等の一部を改正する規程を次のように定

める。 

  平成２６年３月３１日 

 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

 

   甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規程第３ 

 号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の表を次のとおり改める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 室等 課等 係 

業務部 業務総室 総務課 総務係、管財契約係 

経営企画課 企画係、情報係、経理係 

会計課 出納係、審査係 

工事検査課  

営業管理室 営業課 営業係 

給排水課 給水装置係、排水設備係、普及係 

工務部 工務総室 計画課 管理計画係、図面係 

水道管理室 水保全課 水源保全係、簡易水道係 

水道課 水道第一係、水道第二係、水道第

三係、配水施設係、漏水対策係 

浄水課 水質係、浄水係 

下水道管理室 下水道課 下水道第一係、下水道第二係、管

路維持第一係、管路維持第二係 

浄化センター 施設係 
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  別表工務部、施設整備室の項を削り、別表工務部、工務総室、計画課の項の次

に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道管理室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水保全課 １  水源の保全に関すること。 

２  甲府市水道水源保護対策協議会に

関すること。 

３  甲府市水道水源保護指導要綱に関

すること。 

４  経営会議環境保全対策部会に関す

ること。 

５  簡易水道、小規模水道及び飲料水

供給施設に関すること。 

６  専用水道及び簡易専用水道に関す

ること。 

水道課 １  水道工事の調査、設計及び施工に

関すること。 

２  受託工事に関すること。 

３  水道工事に伴う補償に関するこ 

と。 

４  送水、配水施設の調査、設計、施

工及び維持管理に関すること。 

５  非常用貯水槽の維持管理に関する

こと。 

６  無線装置（業務用）の維持管理に

関すること。 

７  宅地内の漏水調査（局の修理負担

箇所）及び道路等の漏水調査・漏水

修理に関すること。 

８  経営会議有効率向上部会（水道分

解）に関すること。 
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浄水課 １  水道原水及び浄水の水質管理に関

すること。 

２  浄水及び給水の水質検査に関する

こと。 

３  取水、導水、浄水及び排水処理施

設の調査、設計、施工及び維持管理

に関すること。 

４  取水に伴う補償及び補償施設に関

すること。 

５  水道資料館の管理に関すること。 

下水道管理室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道課 １  下水道工事及び雨水渠工事の調査

、設計及び施工に関すること。 

２  下水道工事及び雨水渠工事に伴う

補償に関すること。 

３  下水道施設（浄化センターに係る

ものを除く。）の維持管理に関する

こと。 

４  共同排水設備設置に伴う補助金交

付に関すること。 

５  経営会議有効率向上部会（下水道

分解）に関すること。 

浄化センター 

 

 

 

 

 

 

 

１  甲府市浄化センター、住吉ポンプ

場及び池添ポンプ場の維持管理に関

すること。 

２  下水道処理施設等の調査、設計及

び施工に関すること。 

３  下水道資源の有効利用に関するこ

と。 

４  特定事業場排水の管理、指導及び 

280



   規制に関すること。 

 

（甲府市上下水道局事案決定規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規程第１６号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１庶務に関する事項第１４号を次のとおり改める。 

(14) 上水道指定給水装

置工事事業者及び下水

道工事指定店の指定に

関すること。 

  ◎     

  別表第２業務部、営業管理室、給排水課の表第２項第３号中「指導」を「指定

並びに指導」に改める。 

  別表第２工務部、施設整備室の表を次のように改める。 

  水道管理室 

水保全課  

項目 決定区分 備考 

部長 室長 課長 

１ 水源保全に関する事項     

（１） 水源保全計画に

関すること。 

重要 一般 軽易  

（２） 甲府市水道水源

保護指導要綱に関する

こと。 

同上 同上 同上  

（３） 水道原水の水質

保全に関すること。 

同上 同上 同上  

（４） 基金事業に関す

ること。 

○    

（５） その他水源の保

全に関すること。 

重要 一般 軽易  
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（６） 合併処理浄化槽

に関すること。 

  ○  

２ 簡易水道、小規模水道

及び飲料水供給施設（以

下「簡易水道等」という

。）に関する事項 

    

（１） 簡易水道等の計

画に関すること。 

 ○   

（２） 簡易水道等に係

る調査及び設計に関す

ること。 

  ○  

（３） 簡易水道等の工

事の施工及び監督に関

すること。 

  ○  

（４） 簡易水道等の施

設の維持管理、監視及

び指導に関すること。 

  ○  

（５） 簡易水道等の水

質検査に関すること。 

  ○  

（６） 簡易水道等の料

金等の賦課及び徴収に

関すること。 

重要 一般 軽易  

（７） 新規専用水道等

に係る確認及び決定に

関すること。 

○    

（８） 簡易専用水道に

関すること。 

  ○  

３ その他     

（１） その他水保全課 重要 一般 軽易  
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に関すること。     

 

水道課   

項目 決定区分 備考  

部長  室長  課長  

１ 水道工事に関する事項     

（１） 水道施設の建設改

良工事の設計及び施工に

関すること。 

  ○   

（２） その他水道施設が

関係する工事の指導、監

督に関すること。  

   ○   

（３） 受託工事及び消火

栓工事の設計及び施工に

関すること。 

    ○    

（４） 非常用貯水槽等の 

設計審査に関するこ  

と。 

    ○    

（５） 工事に伴う補償に

関すること。  

重要  一般  軽易   

２ 配水施設に関する事項     

（１） 河川占用及び土地

使用等継続申請に関する

こと。 

  ○   

（２） 取、送、配水量及

び有効無収水量に関する

こと。 

○     

（３） 配水調整に関する

こと。 

  ○   
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（４） 非常用貯水槽及び

付属設備の維持管理に関

すること。  

  ○   

（５） 水道施設に係る電

気工作物の工事、維持  

及び運用に関するこ  

と。 

  ○   

（６） 無線装置（基地局

）及びテレメータの維持

管理に関すること。  

  ○   

（７） ポンプ施設、水位

計、流量計及び電動弁  

の維持管理に関するこ  

と。 

  ○   

（８） 配水施設及びその

附属機器（減圧弁、緊急

遮断弁）等の維持管理に

関すること。  

  ○   

（９） 取水に伴う補償及

びその施設の維持管理に

関すること。  

  ○   

（１０） 濁水、水圧及び

赤水などの調査に関する

こと。 

  ○   

３ 漏水対策に関する事項     

（１） 漏水調査区域の決

定、調査及び修理に関す

ること。  

 ○    

（２） 漏水調査モデル地  ○    
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区の選定に関するこ  

と。 

    

（３） 漏水防止計画に関

すること。 

○     

（４） 宅地内の漏水調査

（局の修理負担箇所）に

関すること。 

重要  一般  軽易   

（５） 道路の漏水調査に

関すること。 

  ○   

（６） 営業時間外の現地

確認業務の委託に関する

こと。 

○     

（７） 導、送、配水管及

び附属設備の漏水修理に

関すること。 

重要  一般  軽易   

（８） 公道内給水管の漏

水修理に関すること。  

  ○   

（９） 道路工事等の立会

いに関すること。  

  ○   

（１０） 消火栓の維持管

理に関すること。  

  ○   

（１１） 有料修理金（他

企業等の切り廻しを含む

。）の調定及び清算に関

すること。 

  ○   

４ その他     

（１） その他水道課に関

すること。 

重要  一般  軽易    
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浄水課  

項目 決定区分 備考 

部長 室長 課長 

１ 水質に関する事項     

（１） 水質に関するこ 

と。 

○    

（２） 配水管末残留塩

素の測定に関するこ 

と。 

  ○  

（３） 試験用薬品の保

管及び監守に関するこ

と。 

  ○  

（４） 浄水工程におけ

る水質に関すること。 

  ○  

２ 施設管理に関する事項     

（１） 原水の取水、導

水、浄水及び総配水施

設等の監視及び操作に

関すること。 

  ○  

（２） 混薬及び消毒作

業に関すること。 

  ○  

（３） 水道資料館の管

理業務に関すること。 

  ○  

（４） 水道施設に係る

電気工作物の工事、維

持及び運用に関するこ

と。 

  ○  

（５） テレメータの維

持管理に関すること。 

  ○  
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（６） ポンプ施設、水

位計、流量計及び電動

弁の維持管理に関する

こと。 

  ○  

（７） 浄水場の維持管

理に関すること。 

  ○  

（８） 取水に伴う補償

及びその施設の維持管

理に関すること。 

  ○  

（９） 汚泥処理業務に

関すること。 

 ○   

３ その他         

（１） その他浄水課に

関すること。 

重要 一般 軽易   

  別表第２工務部、みず管理室の表を次のように改める。 

  下水道管理室 

下水道課    

項目 決定区分 備考  

部長  室長  課長  

１ 下水道工事に関するこ

と。 

    

（１） 下水道幹線の管渠

・雨水渠工事の調査、設

計、施工管理及び監督に

関すること。 

○     

（２） 下水道支線の管渠

・雨水渠工事の調査、設

計、施工管理及び監督に

関すること。 

  ○   
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（３） 工事に伴う補償に

関すること。 

重要  一般  軽易   

２ 管路維持に関する事項         

（１） 下水道施設（浄化

センターに係るものを除

く。）の清掃及び管理に

関すること。 

    ○    

（２） 共同補助管の設置

に関すること。 

  ○   

３ その他     

（１） その他下水道課に

関すること。 

重要  一般  軽易   

 

浄化センター  

項目 決定区分 備考  

部長  室長  課長  

１ ポンプ場及び浄化セン

ターの維持並びに運営管

理に関する事項 

    

（１） 管理及び保全に関

すること。 

  
○  

 

（２） 運転及び維持管理

に関すること。 

  ○   

（３） 水質及び汚泥等の

管理に関すること。 

  ○   

２ 処理施設等の整備更新

計画及び建設に関する事

項 

    

（１） 整備更新計画に関 ○     
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すること。     

（２） 設計及び施工に関

すること。 

  ○   

３ 下水道資源の有効利用

に関する事項 

    

（１） 下水及び汚泥等の

有効利用に係る調査・研

究に関すること。 

  ○   

（２） 下水及び汚泥等の

有効利用に係る計画並び

実施に関すること。 

重要  一般  軽易   

４ 特定事業場排水の管 

理、指導及び規制に関す

る事項 

    

（１） 事業場の把握及び

水質規制等に関すること

。 

 重要  軽易   

（２） 除害施設等の設置

及び水質管理責任者制度

に関すること。 

  ○   

（３） 事業場の悪質下水

に係る監視、指導及び処

分に関すること。 

  ○   

３ その他     

（１） その他浄化センタ

ーに関すること。 

重要  一般  軽易   

 

 （甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部改正） 

第３条 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月
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管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  別冊契約規程附属様式目次中「第８号その３・・・・・物件供給変更契約書」

の次に「第８号その４・・・・・賃貸借変更契約書」を加える。 

  別冊契約規程附属様式第８号その３の次に次の１様式を加える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号様式その４

「取引に係る消費税等相当額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したも

ので、請負代金額に　　　　　　を乗じて得た額である。

　　　　　年　　月　　日締結した賃貸借契約は、別添仕様書に基づき、上記のとおり

賃貸借変更契約を締結する。

　この契約の証として、本書２通を作成し、賃借者及び賃貸者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

賃借者 甲府市下石田二丁目２３番１号

甲府市上下水道事業管理者

賃貸者 住所

氏名

保証人 住所

氏名

そ の 他 の 事 項

原　　　 期　　　 限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

変　　更　　期　　限 　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

契約保証金
増　減　額

うち取引に係る
消費税等相当額

円
原賃借代金に
対する増減額

十億 億 千 百万 十 万 千 百 十

賃貸借変更契約書

 契約№

賃　　　借　　　名

場 　　　　　　　所

収 入

印 紙

印

印

印
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   附 則（平成２６年３月３１日管理規程第７号） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられ

ていた課配置職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもっ

て同表右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。 

左欄 右欄 

工 務 部  施設整備室 水道課  工 務 部  水道管理室 水保全課 

下水道課  水道課 

浄化センター  浄水課 

みず管理室 みず保全課  下水道管理

室 

下水道課 

浄水課  浄化センター 
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甲府市上下水道局告示第１０号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  平成２６年３月５日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

 

１ 指定番号  第３８７号 

  指定業者名 株式会社アイダ設計 

  所在地   埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目２８６番地 

  代表者   會 田 貞 光 

 

２ 指定番号  第３８８号 

  指定業者名 橘田燃料住設店 

  所在地   甲府市太田町３０番１１号 

  代表者   橘 田 真 貴 
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甲府市上下水道局告示第１１号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  平成２６年３月５日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

                  

指定番号   第２７３号 

指定業者名  初鹿工業㈱ 

所在地    笛吹市境川町小黒坂４０番地  

代表者    初鹿 藤雄 

 

指定番号   第４６号 

指定業者名  三井設備 

所在地    甲府市伊勢三丁目９番１号 

代表者    三井 敦男 
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甲府市上下水道局告示第１２号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  平成２６年３月１４日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

                  

指定番号   第２４４号 

指定業者名  有限会社峡東興建 

所在地    山梨市牧丘町西部中３８１番地  

代表者    戸田 豊彦 

 

 

 

294



甲府市上下水道局告示第１３号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の休止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  平成２６年３月２８日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 保坂 紀夫 

                  

指定番号   第２８９号 

指定業者名  不二家設備 

所在地    西八代郡市川三郷町高田１０４－３  

代表者    名取 重一 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

総務部                     部長    長 田 一 弘 

総務部    人事管理室    人事課     課長補佐  青 柳 京 子 

総務部    人事管理室    研修厚生課   主任    河 西 貴美江 

総務部    指導検査室            室長    平 嶋 敏 幸 

企画部                     部長    小宮山   稔 

市民部    市民協働室    市民対話課   課長補佐  中 村 裕 二 

市民部    中道支所長            室長    池 谷 充 男 

福祉部    福祉総室             室長    中 野   博 

福祉部    子ども家庭支援室 児童育成課   課長補佐  鈴 木 勝 之 

福祉部    長寿支援室    介護保険課   課長補佐  宮 坂   貢 

環境部                     部長    土 屋 敏 雄 

環境部    廃棄物対策室   収集課     統括主任  柳 本   正 

環境部    廃棄物対策室   収集課     技能主任  内 藤 政 昭 

環境部    廃棄物対策室   処理課     作業主任  一 瀬 忠 一 

環境部    廃棄物対策室   処理課     技能主任  望 月 光 洋 

環境部    廃棄物対策室   処理課     統括主任  越 水 良 雄 

産業部    農林振興室    農政課     課長補佐  田 中   正 

産業部    農林振興室    農政課     課長補佐  松 本 寿 一 

建設部                     部長    長 田 孝 文 

建設部    まち開発室    建築指導課   課長補佐  金 山 輝 男 

建設部    まち保全室            室長    長 田 美 彦 

建設部    まち保全室    公園緑地課   統括主任  三 沢 昭 一 

建設部    まち保全室    公園緑地課   統括主任  藤 原   薫 

建設部    まち保全室    建築営繕課   課長補佐  小田切 成 人 

市立甲府病院                  副院長   渡 邉 健 二 

市立甲府病院 看護部              主任    宮 本 一二三 

市立甲府病院 看護部              主任    柳 川 精 美 

市立甲府病院 看護部              准看護師  藤 田 文 子 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

 

企画部                     部長    矢具野 武 雄 

企画部                     部長    雨 宮 多 丸 

甲府市職員   森 澤 昭 夫 
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甲府市職員   北 原   清 

甲府市職員   三 神 忠 文 

甲府市職員   中 島 一 秋 

（各通） 

甲府地区広域行政事務組合への派遣を解く 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

 

市民部    市民総室     市民課     主事    石 川 仁 美 

福祉部    子ども家庭支援室 児童保育課   主事    小 澤 奈津紀 

福祉部    長寿支援室    介護保険課   主任    田 中 町 子 

福祉部    長寿支援室    介護保険課   主事    秋 山 里 奈 

環境部    環境総室     環境保全課   主事    樋 川 卓 也 

建設部    まち保全室   公園緑地課    作業主任  宮 川 孝 文 

市立甲府病院 診療部              科部長   久 米 正 記 

市立甲府病院 診療部              科部長   大 塚 博 之 

市立甲府病院 診療部              科長    海 部 真美子 

市立甲府病院 診療部              科長    山 家 理 司 

市立甲府病院 診療部              医長    岡 田 まゆみ 

市立甲府病院 診療部              医長    花 村 真 由 

市立甲府病院 診療部              医長    原   典 子 

市立甲府病院 診療部              医長    小馬瀬 一 樹 

市立甲府病院 診療部              医師    川 上   智 

市立甲府病院 診療支援部            技師長補佐 小 幡 生 子 

市立甲府病院 診療支援部            技師長補佐 二 宮 由美子 

市立甲府病院 診療支援部            技師    福 與 俊 介 

市立甲府病院 看護部              主任    守 重 富 恵 

市立甲府病院 看護部              主任    山 本 律 子 

市立甲府病院 看護部              技師    一 瀬 めぐみ 

市立甲府病院 看護部              技師    小 松 みづほ 

市立甲府病院 看護部              副看護部長 小 林 秀 美 

市立甲府病院 看護部              看護師長  谷 川 重 子 

市立甲府病院 看護部              主任    中 沢 珠 美 

市立甲府病院 看護部              主任    深 澤 実 代 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２６年 ３月３１日 

 

（議会事務局） 
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市議会事務局                  部長    田 中 一 夫 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上      発 令 日  平成２６年 ３月３１日 

（教育委員会） 

教育部             小学校     作業主任  山 本 美智子 

教育部             小学校     作業主任  出 井 優 子 

教育部             小学校     作業主任  山 本 まつえ 

教育部    生涯学習室    生涯学習課   課長補佐  志 村 孝 男 

教育部    生涯学習室    生涯学習課   課長補佐  天 野 貢 一 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

 

教育部    生涯学習室    生涯学習課   課長補佐  石 川   誠 

教育部    生涯学習室    生涯学習課   主任    山 本 貢 市 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２６年 ３月３１日 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局                 室長    小 林   正 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上      発 令 日  平成２６年 ３月３１日 

 

（農業委員会事務局） 

農業委員会事務局                主任    河 西 洋 子 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成２６年 ３月３１日 

 

（上下水道局） 

工務部      施設整備室   浄化センター 課長      東福寺 富士夫 

工務部     みず管理室   みず保全課  課長補佐    大 原 一 徳 

業務部     業務総室    浄水管理課  主任      有 賀 利 子 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

 

以 上      発 令 日  平成２６年 ３月３１日 
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